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１－４－１ 軽米町防災会議条例 

 

 制定 昭和39年７月３日 条例第35号  改正 昭和59年６月26日 条例第25号 

 改正 平成３年12月21日 条例第12号  改正 平成12年３月17日 条例第10号 

 改正 平成19年12月21日 条例第25号  改正 平成24年９月19日 条例第11号 

 （目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第 223号）第16条第５項の規定に基づき、軽米町

防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。 

 （所掌事務） 

第２条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

 （１） 域防災計画を作成し及びその実施を推進すること。 

 （２） 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

（３） 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。 

（４） 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 

 （会長及び委員） 

第３条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、町長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときはあらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

５ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

（１） 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者 

（２） 岩手県の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者 

（３） 岩手県警察の警察官のうちから町長が任命する者 

（４） 岩手県立病院の職員のうちから町長が任命する者 

（５） 町長がその部内の職員のうちから指名する者 

（６） 教育長及び教育次長 

（７） 農業委員会の職員のうちから町長が任命する者 

（８） 二戸地区広域行政事務組合消防本部消防長及び消防団長 

（９） 指定公共機関及び指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者 

（10） 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者 

６ 前項第１号、第２号、第３号、第４号、第５号、第７号、第９号及び第10号の委員の定数は、それ

ぞれ２人、５人、１人、１人、８人、１人、４人、及び２人とする。 

７ 第５項第９号及び第10号の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者

の残任期間とする。 

８ 前項の委員は、再任されることができる。 

 （専門委員）  

第４条 防災会議に、専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、関係地方行政機関の職員、県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定

公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。  

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。 

 （議事等） 
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第５条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事、その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会

長が防災会議にはかって定める。  

 附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 附 則（昭和59年６月26日条例第25号） 

 この条例は、公布の日から施行する。       

   附 則（平成３年12月21日条例第12号）       

 この条例は、公布の日から施行する。        

   附 則（平成12年３月17日条例第10号） 

この条例は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年12月21日条例第25号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  附 則（平成24年９月19日条例第11号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成30年３月26日条例第13号） 

この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

  



356 

 

１－４－２ 軽米町防災会議 

 

 

第１ 掌握事項 

   軽米町防災会議の掌握事項は、次のとおりである。 

（１） 軽米町地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。 

（２） 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

（３） 軽米町に災害が発生した場合、当該災害に係る災害応急対策及び災害復旧に関して県 

並びに関係指定地方行政機関、指定地方公共機関等相互間の連絡調整を図ること。 

（４） 非常災害に関し、緊急措置に関する計画を作成し、かつその計画を推進すること。 

（５） 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務。 

 

第２ 組織 

   軽米町防災会議の組織は、次の防災機関の長又はその指名する職員によって構成される。 

 職 名 区   分 防    災    機    関  

会 長  軽米町長 

委 員 指定地方行政機関 農林水産省東北農政局岩手県拠点 

〃  国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所 

知事部局内 県北広域振興局経営企画部二戸地域振興センター 

        〃 県北広域振興局土木部二戸土木センター 

        〃 
県北広域振興局保健福祉環境部二戸保健福祉環境センタ

ー 

        〃  二戸保健所 

岩手県警察 二戸警察署 

県立病院 岩手県立軽米病院 

町長部局等職員 副町長 

〃 総務課長 

 〃 政策推進課長  

 〃 税務会計課長  

 〃 町民生活課長  

 〃 健康福祉課長  

 〃 地域整備課長併任水道事業所  

 〃 議会事務局長  

 軽米町教育委員会 教育長  

 〃 教育次長  

 軽米町農業委員会 事務局長  
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消防機関 二戸地区広域行政事務組合消防本部消防長  

  〃 軽米町消防団長  

 指定公共機関及び指

定地方公共機関 
東北電力ネットワーク㈱二戸電力センター 

 

 〃 ジェイアールバス東北㈱二戸支店  

 〃 軽米郵便局  

 〃 東日本電信電話㈱岩手支店  

第３ 防災会議の召集 

   防災会議の召集は、会長が会議開催の５日前までに、開催日時、開催場所及び議事を示して委員

に通知して行う。 

   ただし、急を要する場合はこの限りではない。 
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１－４－３ みんなで取り組む防災活動促進条例 

 

制定 平成22年10月15日岩手県条例第49号 

改正 平成26年３月28日岩手県条例第16号 

 

 本県は、これまで台風や地震、津波をはじめ、甚大な被害をもたらす災害に幾度となく見舞われてき

たが、将来においても、巨大地震や大津波による広域的な被害が懸念される。 

 本県における防災の体制は、災害対策基本法及び同法に基づく地域防災計画により確立し、行政が主

体となって対策を推進してきたが、他方で、住民のなかには「防災は行政の役割」という意識が醸成さ

れ、災害に対する備えや行動等に課題がある。また、急速な高齢化の進展により、災害時に周囲からの

支援を必要とする高齢者等が増加しつつある。 

 このような現状を踏まえ、将来の災害に適切に対処するためには、行政による対策はもとより、自ら

を災害から守る自助の意識を高めつつ、災害時の高齢者等への支援など地域を守る共助の気運を醸成し

ながら、自助、共助に基づく防災活動を公助が支援していくことが不可欠である。過去の教訓を次代に

継承し、「自分の命を守りたい」、「家族を守りたい」、「地域を守りたい」という主体的な自助や共助が

発揮される社会の実現に向け、県を挙げて防災に取り組んでいくことが、私たちに課せられている課題

である。 

 ここに私たちは、県民相互の協力の下、防災活動に取り組み、将来に向かって、安心して生活するこ

とができる災害に強い地域社会を築いていくことを決意し、この条例を制定する。 

 

（目的） 

第１条 この条例は、災害から県民の生命及び財産を守るための防災の対策について、基本理念を定め

、県民、自主防災組織等、事業者及び県の責務並びに市町村の役割を明らかにするとともに、県民、

自主防災組織等及び事業者による防災活動並びに県の支援等の基本となる事項を定めることにより、

県民、自主防災組織等及び事業者の自発的な防災活動の促進を図り、もって災害に強い地域社会づく

りに寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる

。 

（１） 災害 災害対策基本法（昭和36年法律第223号。以下「法」という。）第２条第１号に規定す

る災害をいう。 

(２) 防災 法第２条第２号に規定する防災をいう。 

(３) 自主防災組織等 自主防災組織（法第２条の２第２号に規定する自主防災組織をいう。）その

他地域において防災を目的として活動を行う組織をいう。 

(４) 避難行動要支援者 法第49条の10第１項に規定する避難行動要支援者をいう。 

   一部改正〔平成26年条例16号〕 

（基本理念） 

第３条 防災の対策は、県民が自らを災害から守る自助、地域において県民、自主防災組織等及び事業

者（以下「県民等」という。）が助け合う共助並びに県及び市町村が行う公助を基本としなければな

らない。 
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２ 防災の対策は、自助の意識を高揚しつつ、共助を尊重する社会的気運を醸成しながら、県民等、市

町村及び県が相互に連携し、及び協力して実施されなければならない。 

（県民の責務） 

第４条 県民は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、自助の主体とし

て災害の発生に備える意識を高め、自ら防災活動を行うよう努めるものとする。 

（自主防災組織等及び事業者の責務） 

第５条 自主防災組織等は、基本理念にのっとり、地域における共助の担い手として防災活動を行うよ

う努めるものとする。 

２ 事業者は、基本理念にのっとり、地域における共助の担い手として自ら災害の発生に備えるための

手段を講ずるとともに、地域における防災活動に参加するよう努めるものとする。 

（県の責務） 

第６条 県は、基本理念にのっとり、公助の担い手として防災に関する総合的かつ計画的な施策を策定

し、及び実施するとともに、県民等が行う防災活動の支援を行うものとする。 

（市町村の役割） 

第７条 市町村は、基本理念にのっとり、公助の担い手として防災に関する施策を推進するよう努める

ものとする。 

（災害への備え） 

第８条 県民は、防災に関する知識の習得のため、防災に関する講演会、研修会等に積極的に参加する

よう努めるものとする。 

２ 県民は、地域における防災訓練及び自主防災組織等の活動に積極的に参加するよう努めるものとす

る。 

３ 県民は、災害が発生した場合において必要とする生活物資並びに災害及び防災に関する必要な情報

を収集するための機器を備えておくよう努めるものとする。 

４ 県民は、所有し、又は居住する建築物の倒壊を防止するため、必要に応じて耐震診断を行い、耐震

改修その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。 

５ 県民は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における避難の経路、方法及び場所並びに

家族との連絡の方法を確認しておくよう努めるものとする。 

第９条 自主防災組織等は、避難行動要支援者の避難の支援を円滑に行うため、市町村と連携しながら

、あらかじめ地域における避難行動要支援者に関する情報を把握するとともに、支援体制の整備に努

めるものとする。 

   一部改正〔平成26年条例16号〕 

第10条 事業者は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における事業の継続又は早期の復旧

のための計画（以下「事業継続計画」という。）を作成しておくよう努めるものとする。 

（災害時の行動） 

第11条 県民は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、自主的な避難、市町村長の

避難の勧告又は指示に従った行動その他適切な行動をとるよう努めるものとする。 

第12条 自主防災組織等及び事業者は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、互い

に連携しながら、地域における情報の収集及び伝達、避難の誘導、消火、人命救助、救護その他災害

の拡大の防止に努めるものとする。 

（県民等の防災活動への支援） 

第13条 県は、基本理念に関する県民等の理解を深め、かつ、県民等が行う防災活動を支援するため、

次に掲げる施策を講ずるものとする。 
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 (１) 防災に関する正しい知識の習得のための教育を行うこと。 

 (２) 防災活動に携わるボランティアの育成を図ること。 

 (３) 地域における防災活動のリーダーの育成を図ること。 

 (４) 事業者の事業継続計画の作成に関する助言を行うこと。 

 (５) 県民等の防災活動に関する普及啓発及び表彰を行うこと。 

 (６) 前各号に掲げるもののほか、県民等の自発的な防災活動に資する援助を行うこと。 

（避難行動要支援者の支援体制の整備に係る支援） 

第14条 県は、第９条に規定する支援体制の整備が円滑に行われるよう、市町村が作成する避難行動要

支援者の避難の支援に関する計画についての助言その他必要な支援を行うものとする。 

   一部改正〔平成26年条例16号〕 

 （実施状況の公表） 

第15条 知事は、毎年度、前２条に規定する施策の実施状況について、県民が利用しやすい方法により

公表するものとする。 

 （財政上の措置） 

第16条 県は、県民等の防災活動への支援に係る施策を推進するために、必要な財政上の措置を講ずる

よう努めるものとする。 

   附 則 

 この条例は、平成23年４月１日から施行する。ただし、第15条の規定は、平成23年度に実施する施策

から適用する。 

   附 則（平成26年３月28日条例第16号） 

 この条例は、平成26年４月１日から施行する。 
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１－４－４ 自主防災組織結成状況 

 

（令和５年５月１日現在） 

№ 組  織  名 世帯数 設立年月日 

１ 大町町内会自主防災会 49 H29.05.26 

２ 上新町自主防災会 149 H29.04.22 

３ 下谷地渡防災クラブ 16 H29.06.01 

４ 緑ケ丘自主防災会 33 H29.07.22 

５ 下河南自主防災会 54 H30.03.04 

６ 大沢自主防災会 24 H30.03.17 

７ 沢里行政区自主防災会 70 H30.05.01 

８ 高家自主防災会 37 H30.04.01 

９ 蓮台野自主防災会 85 H30.10.01 

10 下新町自主防災会 180 R01.09.01 

11 門前自主防災会 101 R02.11.24 

12 小玉川地区自主防災会 21 R05.04.16 

（注）婦人消防協力隊を除く 
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１－６－１ 年次別災害記録 

 

（単位：千円） 

   月  日 災  害  名 被 害 額 備  考 

  ９ １月６日～７日 

９月２日～３日 

大雪災害 

大雨、洪水災害 

  ２,９６５ 

２２３,０００ 

県防災消防年報 

県防災消防年報 

         被  害  額  年  次  計 ２２５,９６５  

 １０ １月15日～16日 

４月21日～22日 

５月11日 

８月７日 

８月26日～９月１日 

９月15日～16日 

９月30日～10月１日 

10月17日～18日 

大雪災害 

林野火災災害 

降霜災害 

大雨災害 

大雨、洪水災害 

大雨､洪水暴風災害(台風５号) 

大雨災害 

暴風災害 

  ４３４ 

３２１,０８９ 

３０４ 

３,４０６ 

１３０,６２６ 

１２,１３３ 

２９,９０１ 

１,８７３ 

県防災消防年報 

県防災消防年報 

県防災消防年報 

県防災消防年報 

県防災消防年報 

県防災消防年報 

県防災消防年報 

県防災消防年報 

         被  害  額  年  次  計 ４９９,７６６  

１１ ２月12日～13日 

３月15日～16日 

７月～８月 

10月27日～10月28日 

大雪災害 

大雪災害 

高温災害 

大雨洪水災害 

５６０ 

７００ 

２８,２９０ 

２３,９３２,４６０ 

県防災消防年報 

県防災消防年報 

県防災消防年報 

県防災消防年報 

         被  害  額  年  次  計 ２３,９３２,４６０  

 １２ ３月16日～17日 

７月８日～９日 

７月中旬～８月下旬 

大雪災害 

大雨､洪水暴風災害(台風３号) 

高温災害 

３００ 

５６１,３６６ 

３７,９９０ 

県防災消防年報 

県防災消防年報 

県防災消防年報 

         被  害  額  年  次  計 ５９９,６５６  

 １３ ２月２日～27日 

４月下旬 

７月下旬 

９月10日～12日 

９月22日～23日 

低温災害 

大雨､洪水暴風災害(台風３号) 

高温災害 

大雨、洪水災害 

低温・降霜災害 

２,１１９,７６４ 

１４７,８２７ 

１,１７６ 

６０,０２７ 

１９ 

県防災消防年報 

県防災消防年報 

県防災消防年報 

県防災消防年報 

県防災消防年報 

         被  害  額  年  次  計 ２,３２８,８１３  

 １４ １月27日～28日 

４月下旬～５月下旬 

７月～９月 

７月10日～12日 

８月 

10月１日～２日 

10月21日～22日 

11月 

大雪災害 

降霜災害 

暑熱災害 

台風６号 

長期日照不足災害 

台風21号 

大雨暴風雪災害 

低温災害 

２４７,４２７ 

９,７１８ 

４,５４１ 

７２９,４３３ 

９７９ 

６,３５１ 

３８ 

６１ 

県防災消防年報 

県防災消防年報 

県防災消防年報 

県防災消防年報 

県防災消防年報 

県防災消防年報 

県防災消防年報 

県防災消防年報 

         被  害  額  年  次  計 

 

 

 

９９８,５４８  
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１５ ３月７日～10日 

１月～３月 

５月26日 

５月29日 

４月下旬～５月上旬 

９月13日～14日 

６月下旬以降 

暴風雪・大雪災害 

消雪の遅れ 

三陸南地震 

暑熱被害 

降霜災害 

大雨災害 

例外被害 

  ２３,６５３ 

９,１３０ 

１,７３１ 

３１５ 

１,３３９ 

１,８６４ 

５０８,２７３ 

県防災消防年報 

県防災消防年報 

県防災消防年報 

県防災消防年報 

県防災消防年報 

県防災消防年報 

県防災消防年報 

         被  害  額  年  次  計 ５４６,３０５  

 １６ ２月23日 

３月31日～４月１日 

４月21日 

４月下旬～５月上旬 

８月19日～20日 

８月19日～20日 

７月～８月 

９月７日～８日 

９月30日～10月４日 

11月26日～27日 

9月～11月 

暴風災害 

強風災害 

強風災害 

降霜被害 

台風15号災害 

台風16号災害 

高温被害 

台風18号災害 

台風21号災害 

暴風災害 

降霜品質低下被害 

２１０ 

４０ 

  ３２ 

１,５０１ 

７９,８２５ 

７０ 

１,６７０ 

１,２４６ 

２５１,５１６ 

５３３ 

１,４８０ 

県防災消防年報 

県防災消防年報 

県防災消防年報 

県防災消防年報 

県防災消防年報 

県防災消防年報 

県防災消防年報 

県防災消防年報 

県防災消防年報 

県防災消防年報 

県防災消防年報 

被  害  額  年  次  計 ３３８,１２３  

 １７ １月16日～18日 

５月19日 

７月31日 

８月 

11月８日～９日 

暴風雪災害 

強風災害 

大雨洪水災害 

高温災害 

強風落雷被害 

７０ 

１３０ 

  ３,０００ 

２,２１９ 

５０ 

県防災消防年報 

県防災消防年報 

県防災消防年報 

県防災消防年報 

県防災消防年報 

被  害  額  年  次  計 ５,４６９  

 １８ ８月上旬 

10月４日～９日 

12月26日～27日 

高温 

低気圧 

低気圧 

１,１３３ 

  ７９０,１７１ 

７,５００ 

県防災消防年報 

県防災消防年報 

県防災消防年報 

被  害  額  年  次  計 ７９８,８０４  

１９ ６月６日 

９月７日～９日 

降雹被害 

台風９号災害 

１９，６３９ 

１，７９９ 

県防災消防年報 

県防災消防年報 

被  害  額  年  次  計 ２１，４３８  

２０ 

 

 

４月４日～５日 

７月２４日 

 

８月２８日 

降霜被害 

岩手県沿岸北部を震源と

する地震 

大雨災害 

 

６４，５４６ 

 

１２，９４９ 

８１，３６２ 

県防災消防年

報 

 

県防災消防年

報 

県防災消防年

報 

被  害  額  年  次  計 １５８，８５７  

２１ 5月17日～18日 

7月9日～13日 

強風災害 

強風災害 

４１０ 

２８，８４５ 

県防災消防年

報 
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10月8日～9日 台風18号災害 １，１１５ 県防災消防年

報 

県防災消防年

報 

被  害  額  年  次  計 ３０，３７０  

２２ 12月31日～1月1日 大雪災害 不明  

被  害  額  年  次  計 不明  

２３ 
3月11日～ 

9月17日～22日 

東北地方太平洋沖地震 

大雨､洪水暴風災害(台風15号) 

不明 

２２７，０２０ 

 

国交省水害統計 

被  害  額  年  次  計 不明  

２４ 
4月3日 

11月26日 

暴風雪災害 

暴風雪災害 

６８５ 

３０ 

県防災消防年

報 

県防災消防年

報 

被  害  額  年  次  計 ７１５  

２５ 
4月6日～7日 

11月7日 

大雨洪水災害 

強風災害 

１００ 

７７８ 

県防災消防年

報 

県防災消防年

報 

被  害  額  年  次  計 ８７８  

２６ 

2月16日～17日 

3月20日 

6月16日 

11月2日 

大雪災害 

大雪災害 

降雹災害 

強風災害 

５２５，７１８ 

５，７９０ 

６，５３４ 

２，３０４ 

県防災消防年

報 

県防災消防年

報 

県防災消防年

報 

県防災消防年

報 

被  害  額  年  次  計 ５４０，３４６  

２７ 

４月１日～９月１日 

10月１日～２日 

10月７日～９日 

 

暑熱（警報外） 

暴風大雨洪水災害 

暴風波浪 

１，１４７ 

９，６８４ 

２，４８０ 

県防災消防年

報 

 

被  害  額  年  次  計 １３，３１１  

２８ １月18日 

８月26日 

８月29日 

暴風雪 

大雨洪水 

台風10号 

３５ 

５，９７１ 

１，１８３，６１３ 

県防災消防年

報 

 

被  害  額  年  次  計 １，１８９，６１９ 

県防災消防年

報 

 

２９ ９月18日 

 

 

台風18号 １０，９４９ 県防災消防年

報 

 

被  害  額  年  次  計 １０，９４９  
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３０ ５月18日 

８月15日 

10月７日 

大雨洪水 

洪水 

大雨暴風（台風25号） 

１，５００ 

５，３８０ 

１，０７２ 

県防災消防年

報 

 

被  害  額  年  次  計 ７，９５２  

令１ 

10月12～ 

11月12日 

台風19号 ６，３００ 県防災消防年

報 

 

 

被  害  額  年  次  計 ６，３００  

２ 

 

3月20日 暴風 ５３０ 県防災消防年

報 

 

被  害  額  年  次  計 ５３０  

 

３ 

 

２月15日 暴風雪 ６４０ 県防災消防年

報 

 

被  害  額  年  次  計 ６４０  
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２－１－１ 消防法に定める指定防火対象物数 

 

（平成 27年３月 31日現在） 

業   態   別 数 

1 
イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 1 

ロ 公会堂又は集会場 7 

2 

イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの 0 

ロ 遊技場又はダンスホール 1 

ハ 風俗営業店舗 0 

ニ カラオケボックスなどの個室型店舗 0 

3 
イ 待合、料理店その他これに類するもの 0 

ロ 飲食店 4 

4  百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 10 

5 
イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの 3 

ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅 16 

6 

イ 病院、診療所又は助産所 5 

ロ 老人福祉施設、養護老人ﾎｰﾑ、有料老人ﾎｰﾑ、救護施設、児童福祉施設、身体障

がい者更生援護施設、精神薄弱者援護施設 
5 

ハ 老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、老人福祉ｾﾝﾀｰ、更生施設、助産施設、保育所、児童養護施

設、児童自立支援施設、障害者支援施設、 
12 

ニ 幼稚園又は特別支援学校 1 

7  小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、

各種学校その他これらに類するもの 
16 

8  図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの 4 

9 
イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場これらに類するもの 0 

ロ イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 0 

10  車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場 0 

11  神社、寺院、教会その他これらに類するもの 10 

12 
イ 工場又は作業場 48 

ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ 0 

13 
イ 自動車車庫又は駐車場 7 

ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 0 

14  倉庫 36 

15  前各項に該当しない事業場 453 

16 

イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が 1 項から 4項まで、5項イ、6項又は 9

項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの 
14 

ロ イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 14 

16-2  地下街 0 

16-3  建築物の地階で連続して地下道に面して設けられたもの 0 
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17  重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡、重要美術品として認定された建造物 2 

18  延長 50ｍ以上のアーケード 0 

合       計 669 
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２－４－１ 土砂災害警戒区域等（急傾斜）一覧表 

 

〔令和３年 6月 1日現在〕 

№ 箇所番号 箇所名 位  置 警戒区域 
 

特別警戒区域 

１ 005A0751 高家 高家第９地割 ○ ○ 

２ 012D0115 沢通 軽米第10地割 ○ ○ 

３ 013A0759 小軽米 小軽米第12地割 ○ ○ 

４ 012D1001 山内-１ 山内第28地割 ○ ○ 

５ 012D0117 給食ｾﾝﾀｰ 軽米第５地割 ○  

６ 012D0118 山内 山内第28地割 ○ ○ 

７ 012A0755 向川原2 軽米第18地割 ○ ○ 

８ 012A0754 向川原1 軽米第19地割 ○ ○ 

９ 005A1001 高家-1 高家第９地割 ○ ○ 

10 012A1003 上舘-1 上舘第15地割 ○ ○ 

11 012A0748 蓮台野 軽米第３地割 ○ ○ 

12 013A0749 増子内 上舘第30地割 ○ ○ 

13 012A1001 上舘 上舘第20地割 ○ ○ 

14 012A0750 下円子 円子第４地割 ○ ○ 

15 012A0753 下新町 軽米第11地割 ○ ○ 

16 012A1004 軽米-1 軽米第１地割 ○ ○ 

17 012A1002 軽米 軽米第８地割 ○ ○ 

18 012A0762 新井田 山内第32地割 ○ ○ 

19 012D0116 軽米高校 軽米第９地割 ○ ○ 

20 013A0761 屋敷 小軽米第15地割 ○ ○ 

21 013A1001 小軽米-1 小軽米第15地割 ○ ○ 

22 005A0752 晴山 晴山第12地割 ○ ○ 

23 005B1001 軽米-2 軽米第19地割 ○ ○ 

24 005B1002 軽米-3 軽米第19地割 ○ ○ 

25 005B1003 上舘-2 上舘第21地割 ○ ○ 

26 005B1004 軽米-4 軽米第15地割 ○ ○ 

27 005B1005 軽米-5 軽米第15地割 ○ ○ 

28 012A0747 権現林 軽米第６地割 ○ ○ 

29 012B1001 軽米-6 軽米第８地割 ○ ○ 

30 012B1002 上舘-3 上舘第19地割 ○ ○ 

31 012B1005 上舘-6 上舘第15地割 ○ ○ 

32 012B1006 上舘-7 上舘第26地割 ○ ○ 

33 012B1007 上舘-8 上舘第15地割 ○ ○ 

34 012B1008 晴山-1 晴山第７地割 ○ ○ 
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35 012B1009 山内-2 山内第10地割 ○ ○ 

36 012B1010 山内-3 山内第28地割 ○ ○ 

37 012B1012 狄塚 狄塚第１地割 ○ ○ 

38 013B1001 小軽米-2 小軽米第39地割 ○ ○ 

39 013B1003 小軽米-3 小軽米第15地割 ○ ○ 

40 013B1004 小軽米-4 小軽米第15地割 ○ ○ 

41 013B1005 小軽米-5 小軽米第19地割 ○ ○ 

42 013B1006 小軽米-6 小軽米第15地割 ○ ○ 

43 013B1007 小軽米-7 小軽米第15地割 ○ ○ 

44 013B1008 小軽米-8 小軽米第21地割 ○ ○ 

45 013E0760 米田 小軽米第21地割 ○ ○ 

46 022B1001 蛇口 蛇口第９地割 ○ ○ 

47 022B1002 蛇口-1 蛇口第９地割 ○ ○ 

48 028N0001 蛇口-2 蛇口第９地割 ○ ○ 

49 012B1011 山内-4 山内第４地割 ○ ○ 

計 49 48 
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２－４－２ 土砂災害警戒区域等（土石流）一覧表 

 

 

〔令和３年６月１日現在〕 

№ 箇所番号 箇所名 位  置 
警戒 
区域 

 

特別警戒 
区  域 

1 A012004 平の沢2 山内 平 ○ ○ 

２ A012011 上館の沢 上舘 上舘 ○ ○ 

３ A012013 上館の沢3 上舘 上舘 ○ ○ 

４ A012014 上館の沢4 上舘 上舘 ○ ○ 

５ A012015 山田の沢 軽米 山田 ○ ○ 

６ A013002 牛ヶ沢 小軽米 牛ヶ沢 ○ ○ 

７ A005002 駒木の沢 軽米 駒木 ○ ○ 

８ A012002 堰ノ下の沢2 山内 堰ノ下 ○ ○ 

９ A012005 上円子の沢 円子 上円子 ○ ○ 

10 A012006 上円子の沢2 円子 上円子 ○ ○ 

11 A012007 鹿倉の沢 円子 鹿倉 ○ × 

12 A012008 鹿倉の沢2 円子 鹿倉 ○ ○ 

13 A012009 下円子の沢 円子 下円子 ○ ○ 

14 A013005 百目金の沢 小軽米 百目金 ○ ○ 

15 A013007 屋敷の沢 小軽米 屋敷 ○ ○ 

16 A013008 屋敷の沢2 小軽米 屋敷 ○ ○ 

17 A012001 堰ノ下の沢 山内 堰ノ下 ○ ○ 

18 A012003 平の沢 山内 平 ○ ○ 

19 A012010 車門の沢 上舘 車門 ○ ○ 

20 A012012 上館の沢2 上舘 上舘 ○  

21 A012101 円子の沢 円子 下円子 ○ ○ 

22 A013003 小軽米の沢 小軽米 小軽米 ○ ○ 

23 A013006 板銅屋の沢 小軽米 板銅屋 ○ ○ 

24 A013201 細谷地の沢 上舘 細谷地 ○ ○ 

25 A022002 牛ヶ沢 小軽米 牛ヶ沢 ○ ○ 

26 B005101 上尾田の沢 軽米 上尾田 ○ ○ 

27 B005102 上尾田の沢2 軽米 上尾田 ○ ○ 

28 B006201 ツタヌキ沢 上舘 猫屋敷 ○ ○ 

29 B006202 高柳の沢 上舘 高柳 ○ ○ 

30 B006203 高柳の沢2 上舘 高柳 ○  

31 B006204 大平沢 上舘 戸草内 ○ ○ 

32 B012101 内の沢 上舘 岩崎 ○ ○ 

33 B012102 山田の沢2 上舘 山田 ○ ○ 

34 B012103 辻ヶ沢 円子 辻ヶ沢 ○ ○ 
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35 B012104 惣地保の沢 山内 惣地保 ○ ○ 

36 B012105 堰ノ下の沢3 山内 堰ノ下 ○ ○ 

37 B012106 堰ノ下の沢4 山内 堰ノ下 ○ ○ 

38 B013201 ケンマ沢 小軽米 大野川 ○ ○ 

39 B013202 ハタノ沢 小軽米 大野川 ○ ○ 

40 B013203 市野の沢 小軽米 市野 ○ ○ 

41 B013204 市野の沢2 小軽米 市野 ○ ○ 

42 B013205 市野の沢3 小軽米 市野 ○ ○ 

43 B013206 市野の沢4 小軽米 市野 ○ ○ 

44 B013207 内野の沢 小軽米 内野 ○ ○ 

45 B013208 青沢の沢 小軽米 青沢 ○ ○ 

46 B013209 米田の沢 小軽米 米田 ○ ○ 

47 B013210 林郷の沢3 小軽米 林郷 ○ ○ 

48 B013211 林郷の沢2 小軽米 林郷 ○ ○ 

49 B013212 林郷の沢 小軽米 林郷 ○ ○ 

50 B013213 焼切の沢 小軽米 焼切 ○ ○ 

51 B013214 百目金の沢3 小軽米 百目金 ○ ○ 

52 B013215 桜沢 小軽米 松ノ脇 ○ ○ 

53 B013216 小軽米の沢3 小軽米 小軽米 ○ ○ 

54 B013217 小軽米の沢2 小軽米 小軽米 ○ ○ 

55 B013218 松ノ脇の沢 小軽米 松ノ脇 ○ ○ 

56 B013219 百目金の沢2 上舘 百目金 ○ ○ 

57 B013220 上館の沢1 上舘 上舘 ○ ○ 

58 B013221 上館の沢2 上舘 上舘 ○ ○ 

59 B013222 上増子内の沢 上舘 上増子内 ○ ○ 

60 B013223 上増子内の沢3 上舘 上増子内 ○ ○ 

61 B013224 上増子内の沢4 上舘 上増子内 ○ ○ 

62 B013225 古い沢 上舘 上増子内 ○ ○ 

63 B013226 上館の沢3 上舘 上舘 ○ ○ 

64 B013227 袰主の沢 上舘 袰主 ○  

65 B013228 袰主の沢2 上舘 袰主 ○ ○ 

66 B013229 袰主の沢3 上舘 袰主 ○ ○ 

67 B013230 戸草内の沢2 上舘 戸草内 ○ ○ 

68 B013231 戸草内の沢3 上舘 戸草内 ○ ○ 

69 B022201 板銅屋の沢2 小軽米 板銅屋 ○ ○ 

70 B022202 天狗の沢 小軽米 天狗 ○ ○ 

71 B022203 新畑の沢 小軽米 新畑 ○ ○ 

72 B022204 鎌屋敷の沢 蛇口 鎌屋敷 ○ ○ 

73 B022205 鎌屋敷の沢2 蛇口 鎌屋敷 ○ ○ 

74 B022206 鎌屋敷の沢3 蛇口 鎌屋敷 ○ ○ 
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75 B022207 大沢 蛇口 大沢 ○ ○ 

76 B022208 鎌屋敷の沢4 蛇口 鎌屋敷 ○ ○ 

77 B022209 鎌屋敷の沢5 蛇口 鎌屋敷 ○ ○ 

78 J012101 鹿倉の沢3 円子 鹿倉 ○ ○ 

79 J013201 大野川の沢2 小軽米 大野川 ○ ○ 

80 J013202 市野の沢5 小軽米 市野 ○ ○ 

81 J013203 市野の沢6 小軽米 市野 ○ ○ 

82 J013209 七ッ役の沢 上舘 上舘 ○ ○ 

83 A006201 百鳥の沢3 上舘 百鳥 ○  

計 83箇所 
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２－４－３ 山地災害危険地区一覧表 

 

山地災害危険地区一覧表 

区
域
番
号 

危険地区 

番  号 保
安
林
等 

他
の
法
令
等
の
指
定 

荒
廃
状
況 

危
険
地
区
の
危
険
度 

面積

(ha) 

治
山
事
業 

進
捗
状
況 

位  置 公共施設等 
被
災
危
険
度 

山
腹
崩
壊
危
険
度 

備考 市
町
村 

旧
市
町
村 

地
区 

大
字 

字 人
家
個
数 

公
共
施
設 

(

道
路
除
く) 

数
量 

道
路 

809 33 58 1 有 無 無 C 6.00 無 軽米 大鳥    町 c2 b1 B-1 

810 33 58 2 無 無 無 C 1.00 無 晴山 
下晴

山 
2    c2 c1 A-2 

811 33 58 3 無 無 無 A 2.00 無 晴山 早渡 8   町 b2 a1 A-2 

812 33 58 4 無 無 無 B 1.00 無 山内 駒木    町 c2 a1 A-2 

813 33 58 5 無 無 無 B 2.00 無 山内 
竹谷

袋 
   町 c2 a1 A-2 

813 33 58 6 無 無 無 B 2.00 無 山内 
竹谷

袋 
   町 c2 a1 A-2 

813 33 58 7 無 無 無 A 2.00 無 山内 
竹谷

袋 
14   町 a2 a1 A-2 

814 33 58 8 無 無 無 C 2.00 無 軽米 駒木    町 c2 c1 B-1 

815 33 58 9 無 無 有 C 2.00 無 
小軽

米 

蜂ヶ

塚 
１   町 c2 c1 B-2 

816 33 58 10 無 無 有 C 2.00 
一部

概成 
上舘 沢里 1    c2 c1 B-2 

817 33 58 11 有 無 有 B 2.00 概成 山内 
堰の

下 
 

観光施

設 
1 林 a2 c1 A-2 

818 33 58 12 無 無 有 A 0.40 未成 軽米 
下尾

田 
5   国 b2 a1 B-1 

 

土砂災害警戒区域等（地すべり）一覧表 

番

号 
箇所番号 危険個所名 字 区域指定年月日 備 考 

１ 46 向高家 高家 令和２年５月２９日  

２ 150 干草 軽米 令和 2年 5月 29日  

３ 151 板橋 円子 令和 2年 5月 29日  

４ 152 下増子内 舘 令和 2年 5月 29日  

 

  



374 

 

崩壊土砂危険地区一覧表 

区

域

番

号 

危険地区 

番  号 保

安

林

等 

地
す
べ
り
防 

止
区
域
指
定 

他
の
法
令
等 

の

指

定 

荒

廃

状

況 

危
険
地
区
の 

危

険

度 

面積

(ha) 

治

山

事

業 

進

捗

状

況 

位  置 公共施設等 
被
災
危
険
度 

崩
壊
土
砂
流 

出
壊
危
険
度 

備考 市

町

村 

旧
市
町
村 

地

区 

大

字 

字 

人
家
個
数 

公
共
施
設 

(

道
路
除
く) 

数

量 

道

路 

2581 33 58 1 有 無 無 有 B 2.88 一部概成 山内 平沢    県 c2 a1 A-2 

2582 33 58 2 有 無 無 無 B 1.89 概成 山内 堰の下    林 c2 a1 A-2 

2583 33 58 3 無 無 無 無 B 0.75 一部概成 山内 平沢    林 c2 a1 A-2 

2584 33 58 4 無 無 無 無 C 2.64 無 山内 新井田 8   県 b2 c1 A-2 

2585 33 58 5 無 無 無 無 B 1.65 一部概成 高家 向高家 35   町 a2 c1 A-1 

2586 33 58 6 無 無 無 無 C 1.20 無 長倉 長倉    林 c2 c1 B-1 

2587 33 58 7 無 無 無 無 C 3.60 無 上舘 駒木    町 c2 c1 B-1 

2588 33 58 8 無 無 無 無 B 4.32 一部概成 上舘 沢里 7   県 a2 c1 B-2 

2589 33 58 9 無 無 無 無 C 0.75 無 蛇口 鎌屋敷 2   県 c2 c1 B-3 

2590 33 58 10 有 無 無 無 B 0.60 一部概成 上舘 百鳥 10   町 a2 c1 C-1 

2591 33 58 11 無 無 無 有 C 1.20 無 小軽米 蒼前林 2   町 c2 c1 C-2 

2592 33 58 12 無 無 無 無 C 0.90 一部概成 上舘 車門    県 c2 b1 B-2 

2593 33 58 13 無 無 無 無 C 0.36 無 小軽米 沢田 8   町 b2 c1 B-2 

2594 33 58 14 無 無 無 無 C 1.68 無 小軽米 百目金 7   町 b2 c1 C-2 

2595 33 58 15 無 無 無 無 C 2.10 無 小軽米 大平 3   県 c2 c1 C-2 

2596 33 58 16 無 無 無 有 C 0.36 無 小軽米 屋敷    国 c2 c1 C-2 

2597 33 58 17 有 無 無 無 C 3.15 一部概成 上舘 岸里    町 c2 c1 B-1 

2598 33 58 18 無 無 無 有 B 0.90 無 上舘 戸草内 24 公民館 1 町 a2 c1 B-1 
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２－14－１ 軽米町道路除雪作業体制 

 

 

１ 道路除雪作業は、毎年定める軽米町道路除雪計画に基づき行い、豪雪による道路災害の発生また

は交通途絶によって生じる地域住民の生活不安を除去し、冬季交通網の円滑な確保に努める。 

 

２ 道路除雪対策班の編成図 

   

道 路 除 雪 対 策 本 部 

本 部 長  町  長 

副本部長  副町長 

 

 

 

総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

情 

報 

連 

絡 

班 

班 長 地 域 整 備 課 長 

副班長 

上下水道担当主幹 

環 境 整 備 Ｇ 長 

上 下 水 道 Ｇ 長 

産 業 振 興 課 長 

小 軽 米 出 張 所 

晴 山 出 張 所 

[情報提供依頼] 

ＪＲバス東北㈱二戸営業所 

県北広域振興局 

    二戸土木センター 

配

車

班 

班 長 地 域 整 備 課 長 

副班長 
環 境 整 備 Ｇ 長 

上 下 水 道 Ｇ 長 



376 

 

２－17－１ 軽米町火入れに関する条例 

 

                           制定 昭和59年６月26日 条例第24号 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、軽米町の森林又は森林の周囲１キロメートルの範囲内にある土地における火入れ

に関し、森林法（昭和26年法律第 249号）第21条の許可の手続きその他必要な事項を定めることを目

的とする。 

（許可の申請） 

第２条 森林法第21条第１項の規定に基づき火入れの許可を受けようとする者（以下「申請者」という

。）は、火入れを行おうとする期間（以下「火入れ予定期間」という。）の開始する日の７日前ま

でに、別記様式第１号による申請書１通に、次の各号に掲げる書類を添え、町長に提出しなければ

ならない。 

（１） 火入れを行おうとする土地（以下「火入地」という。）及びその周囲の現況並びに防火の設

備 の位置を示す見取図 

（２） 火入地が、申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者

の承諾書 

（３） 申請者が、請負（委託）契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負（委託

）契約書の写し 

２ 申請者は、火入地において火入れの実施を指揮監督する者（以下「火へ責任者」という。）を定め

申請書に明示しなければならない。 

 （許可の要件） 

第３条 町長は、当該申請に係る火入れが次の各号のすべてに該当する場合でなければ許可をしてはな

らない。 

（１） 火入れの目的が、森林法第21条第２項各号に掲げる目的のいずれかに該当すること。 

（２） 火入地の周囲の現況、防火設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通し等からみて

、周囲に延焼のおそれかないと認められること。 

（許可証の交付等） 

第４条 町長は、火入れの許可をするときは、森林法第21条第１項の規定に基づき、第８条から第14条

まで及び第15条第４項の規定を遵守してこれらを行うべき旨そ他火入れの適正な実施を確保するため

に必要な事項を指示するものとし、当該指示事項を記載した別記様式第２号による許可証（以下「火

入許可証」という。）を交付するものとする。  

２ 町長は、火入れを不許可とするときは、その旨及びその理由を記載した書面を申請者に交付するも

のとする。 

（許可後における指示） 

第５条 町長は、火入れの許可をした後において延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、森林

法第21条の規定に基づき、火入れの差し止め又は火入れの方法若しくは期日の変更その他必要な指示

を行うことができる。 

 （許可の対象期間） 

第６条 火入れの許可の対象期間は、１件につき７日以内とする。 

 （許可の対象面積）  
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第７条 １団地における１回の火入れの許可の対象面積は、１ヘクタールを超えないものとする。ただ

し、火入地を0.5ヘクタール以下に区画し、その１区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認し

てから次の１区画の火入れを行う場合にあっては、町長はこれを超えて許可をすることができる。 

 （火入れの通知） 

第８条 火入れの許可を受けた者（以下「火人者」という。）は、火入れを行う前日までに、火入れの

場所及び日時を町長に通知しなければならない。 

（火入責任者の義務） 

第９条 火入責任者は、火入れの現場において、直接火入れの実施の指揮監督に当たらなければならな

い。 

２ 火入れ責任者は、火入れに際し、火入許可証を携帯しなければならない。 

３ 火入れ責任者は、次条に定める防火の設備及び第11条に定める火入従事者の配置が適正になされ、

かつ、現地の気象状況に異常が認められないことを確認した後でなければ火入れをしてはならない。 

（防火帯の設置） 

第10条 火入責任者は、火入地の周囲に幅３メートル以上（火入地が傾斜地である場合におけるその上

側又は風勢のある場合における風下に当たる部分については、７メートル以上）の防火帯を設け、そ

の防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれかないようにしなければならない。 

２ 前項の防火帯は、河川・湖沼・溝・堰等によって防火帯と同等の効果が認められる場合は、その設

置を省略することができる。 

（火入従事者） 

第11条 火入者は、火入れに当たっては、１回の火入れの面積に応じ、次のとおり火入れの作業に従事

する者（以下「火入従事者」という。）を配置しなければならない。 

（１） ０．５ヘクタールまでは10人以上 

（２） ０．５ヘクタールを超える場合にあっては、その超える面積0.1ヘクタールにつき２人を(1)

の人数に加えて得た人数以上 

２ 火入者は、消火器・バケツ・スコップ・チェーンソー等の消火に必要な器具を、火入れ従事者に携

行させなければならない。 

３ 火入責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ、火入従事者を火入れ

の現場から退去させてはならない。 

（火への方法） 

第12条 火入れは、風速・湿度等から見て延焼のおそれかない日を選び、できる限り小区画ごとに、風

下から行わなければならない。ただし、火入地が傾斜地である場合には、上方から下方に向かって行

わなければならない。 

２ 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えなければならない。 

 （火入れの中止） 

第13条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であっても、強風注意報・異常乾燥注意報又

は火災警報が発令された場合には、火入れを行ってはならない。 

２ 火入貢任者は、火へれ中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき又は強風注

意報、常乾燥注意報又は火災警報が発令されたときには、速やかに消火しなければならない。 

 （緊急連絡体制の整備） 

第14条 火入者及び火入責任者は、火入れを行うに当たっては、町長及び二戸消防署長に連絡すること

のできる体制を確保しておかなければならない。 

（二戸消防署長への通知等） 
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第15条 町長は、火入れの許可を行った場合には、二戸地区広域事務組合二戸消防署長にその旨通知す

るものとする。 

２ 町長は、火入れの許可をしようとする場合において必要と認めるときは、当該職員を火入地に立ち

入らせ、実地調査をさせることができる。 

３ 町長は、必要と認めるときは、火入れの際に当該職員を火入れに立ち合わせることができる。 

４ 前項の場合において、火入貢任者及び火入従事者は、当該職員の指示に従わなければならない。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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別記様式第１号（条例第２条関係） 

 

火 入 許 可 申 請 書 

 

                                                  年  月  日 

 

  

 軽米町長      殿 

 

                           申請者 住 所 

                               氏 名 

 

 

 次のように火入れを行いたいので許可されたく、「軽米町火入れに関する条例」第２条の規定により

申請します。 
 

 
火 
 
 
入 
 
 
地 

 所 在 地  

 所 有 者 
(管 理 者) 

 

 地 種 区 分          保安林( )･普通林･原野･その他 

 所 有 区 分  

 面 積          総面積    へクタール 

 火 入 れ 期 間       平成 年 月 日～ 年 月 日（ 日間） 

 火 入 れ 目 的  

 火 入 れ 方 法  

防 
火 
体 
制 

 火人従事者  

 防 火 帯  

 器      具  

 火 入 責 任 者  

 
 備       考 

 （添付書類  通） 

 
（注）１ 保安林の（ ）の中には保安林種を記入、２その他の（ ）には土地現況を記入、３ 所 
   有区分の（ ）には、所有形態の細分（部分林、部落合林、社寺有林等）を記入 
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別記様式第２号（条例第４条第１項関係） 

 

 

火  入  許  可  証 

 

 

                                                               軽米町指令第   号 

                                                                       年  月  日 

 

 

  申請人        殿 

 

 

                             軽米町長      印 

 

 

          月  日に申請のあった火入れは、下記のとおり許可する。 
 

火入場所  

面  積  

目  的  

期  間       年  月  日～  年  月  日（  日間） 

火入責任者  

指示事項 

 

備    考 
 

  



381 

 

３－１－１ 軽米町災害警戒本部設置要領 

                                制定 平成３年３月30日 

                                改正 平成９年３月25日 

                                改正 平成19年３月30日 

 

 （目的） 

第１ この要領は、気象警報が発せられ、又は地震若しくは長雨等による地面現象災害が発生するおそ

れがある場合において、情報の収集及び伝達を迅速かつ円滑に行うため、軽米町災害警戒本部（以下

「災害警戒本部」という。）の設置に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （設置基準） 

第２ 災害警戒本部の設置基準は、次のとおりとする。 

（１） 集中豪雨による災害が発生するおそれがあるとき。 

（２） 町内の地域において気象警報のうち暴風警報、暴風雪警報、大雨警報若しくは大雪警報、又

は洪水警報が発せられたとき。 

（３） 町内の地域において震度４以上の地震が発生し、若しくは長雨等による地面現象災害等の災

害が発生するおそれがあるとき。  

（所掌事項） 

第３ 災害警戒本部の所掌事項は、次のとおりとする。 

（１） 気象警報の受領及び関係機関への伝達に関すること。 

（２） 気象警報及び河川の水位情報の収集並びに関係機関への伝達に関すること。 

（３） 被害の発生状況の把握に関すること。 

（４） その他情報の収集等に関し必要な事項 

 （組織） 

第４ 災害警戒本部は、本部長、副本部長、本部員及び本部職員をもって構成する。 

２ 本部長は副町長を、副本部長は総務課長をもって充て、本部員は町民生活課長及び健康福祉課長、

産業振興課長、地域整備課長を充て、本部職員は総務課識員のうちから本部長が指名する。 

 （本部長及び副本部長） 

第５ 本部長は部務を総括し、会議を主宰する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。 

 （事務所） 

第６ 災害警戒本部の事務所は、総務課に置く。 

 （会議） 

第７ 災害警戒本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。 

 （報告） 

第８ 本部長は、二戸地方振興局に対して次の事項を報告しなければならない。 

（１） 警戒本部の設置及び廃止に関すること。 

（２） 町の対策のうち必要と認める事項 

（３） その他必要と認める事項 

（警戒本部の廃止） 

第９ 本部長は、次の場合に警戒本部を廃止する。 

（１） 町災害対策本部が設置されたとき。 

（２） 災害の発生するおそれがなくなったとき、又は警戒本部を継続して設置する必要がないと認

めたとき。 
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 （補則） 

第10 この要領に定めるもののほか、災害警戒本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。 

附 則 

この要領は、平成３年４月１日から実施する。 

附 則（平成９年３月25日告示第28号） 

この要領は、平成９年３月25日から実施する。 

附 則（平成19年３月30日告示第29号） 

この要領は、平成19年４月１日から実施する。 
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３－１－２ 軽米町災害対策本部条例 

 

制定 昭和39年７月３日条例第36号 

改正 平成８年３月27日条例第４号 

改正 平成24年９月19日条例第12号 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第 223号）第23条の２第８項の規定に基づき、軽

米町災害対策本部に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 （組織） 

第２条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所属の職員を指揮監督する。 

２ 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理

する。 

３ 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。 

 （部） 

第３条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。 

２ 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指命する。 

３ 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。 

４ 部長は、部の事務を掌理する。 

 （現地災害対策本部） 

第４条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対

 策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名するものをもって充て

る。 

２ 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を処理する。 

 （雑則） 

第５条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が別に定め

る。 

   附 則 

  この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成８年３月27日条例第４号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成24年９月19日条例第12号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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３－１－３ 軽米町災害緊急初動特別班設置要領 

 

 （目的） 

第１ この要領は、夜間、休日等の勤務時間外において、大規模な震災等が発生し、町災害対策本部を

設置する要員が参集しにくい状況にある場合、初動体制を確立するため、軽米町緊急初動特別班（以

下「緊急特別班」という。）の設置に関し必要な事項を定める。 

 （設置及び参集基準） 

第２ 緊急特別班は、大規模な震災等により、町災害対策本部を設置する要員の参集が困難な場合に災

害発生から30分以内をめどに設置する。 

 （班長、副班長等） 

第３ 緊急特別班に、班長、副班長を置く。 

２ 班長は、災害対策本部総務部長をもって充て、緊急特別班事務を総括する。 

３ 副班長は、災害対策本部総務班長をもって充て、副班長は、班長を補佐し、班長に事故あるとき、

又は欠けたときは、その職務を代理する。 

４ 班員は、本庁舎近在職員のうち、毎年度総務部長が指名する者をもって充てる。 

 （班） 

第４ 緊急特別班は、総務班、対策班、情報班及び広報班とし、各班の員数は次のとおりとする。 

（１） 総務班 ５名 

（２） 対策班 ８名 

（３） 情報班 ５名 

（４） 広報班 ５名 

（所掌事項及び活動要領） 

第５ 緊急特別班の各班の所掌事項及び活動要領は、次のとおりとする。 

（１） 総務班 

 ア 災害対策本部の設置及び運営 

 イ 本部員会議及び本部連絡員会議の開催 

 ウ 本部長の指令等の伝達 

 エ 県、他の市町村及び防災関係機関との連絡調整 

（２） 対策班 

ア 本部の実施する災害応急対策の総括 

イ 災害応急対策の実施に係る防災関係機関、各種団体及び町民に対する指示、協力要請及び連 

絡 

ウ 自衛隊の災害派遣要請及びその受け入れ、調整 

エ 各部の実施する災害応急対策の調整 

オ 町民からの要請の処理 

（３） 情報班 

  ア 被害状況の情報収集及び県に対する報告 

  イ 気象状況、交通状況、道路状況、住民の動向等の情報収集・伝達 

（４） 広報班 

ア 報道機関に対する災害情報の発表 

イ 放送事業者（テレビ、ラジオ）に対する放送要請 
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ウ 災害応急対策に関する広報 

（設置場所等）  

第６ 緊急特別班を設置する場所及び順位は、次のとおりとする。 

（１） 役場総務課 

（２） 軽米町民体育館 

（３） 役場庁舎前駐車場 

（緊急特別班の廃止） 

第７ 緊急特別班は、町災害対策本部の体制が整い、総務部長が所期の目的を達成したと認めるときに

廃止する。 

（雑則） 

第８ この要領に定めるもののほか、緊急特別班の運営に関し必要な事項は、町災害対策本部長が別に

定める。 

   附  則  

 この告示は、平成９年６月10日から施行する。 
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３－１－４ マグニチュード（Ｍ）と地震の程度 

 
 

 
名 称 

 
Ｍ 

地 震 の 概 略 
 

（浅い地震の場合） 

日本付近における発生頻度 
 

（浅 い 地 震） 

大 

 

 

 

地 

巨 

 

大 

 

地 

 

震 

 ９．５ 

   ～ 

 ９．０ 

数１００ｋｍないし、１，０００ｋｍ 

の範囲に大きな地磯変動を生じ、広域に 

わたり大災害・大津波を生じる。 

平成２３年東北地方太平洋沖地震の 

１回のみ 

   ～ 

 ８．０ 

内陸におこれば広域にわたり大災害、海 

底におこれば大津波が発生する。 

１０年に１回程度 

   ～ 

 ７．０ 

内陸の地震では大災害となる。海底の地 

震は津波をともなう。 

１年に１～２回程度 

震 

  中 

 

  地 

 

  震 

   ～ 

 ６．０ 

震央付近で小被害が出る。Ｍが７に近い 

と条件によっては大被害となる。 

１年に１０～１５回程度 

   ～ 

 ５．０ 

被害が出ることは少ないが、条件によっ 

ては震央付近で被害が出ることがある。 

１年当り１００～１５０回程度 

  小 

 

 地 

 

  震 

   ～ 

 ４．０ 

震央付近で有感となる。震源がとく浅い 

と震央付近で軽い被害が出ることがある 

１日当り数回程度 

  ～ 

 ３．０ 

震央付近で有感となることがある。 １日当り数１０回程度 

 

      注１ 浅い地震とは、深さが約６０ｋｍ以内                    

      注２ 日本付近とは、内陸部と海岸から２００ｋｍ程度以内の海底 
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３－１－５ 気象庁震度階級関連解説表 

 
 

 計測震度 階級 人  間 屋内の状況 屋外の状況  

 
  ０ 人は揺れを感じない。   

 
０．５ 

 

    １ 屋内にいる人の一部が、 
わずかな揺れを感じる。 

 

１．５ 

 
 
 
２．５ 
 
 
 
３．５ 
 
 
 
 
 
４．５ 
 
 
 
 
 
 
５．０ 
 
 
 
 
 
 
 
 
５．５ 
 
 
 
 
 
 
６．０ 
 
 
 
 
 
６．５ 

   
  ２ 

屋内にいる人の多くが、 
揺れを感じる。眠ってい 
る人の一部が目を覚ます 

電灯などのつり下げ物が、 
わずかに揺れる。 

   
  ３ 

屋内にいる人のほとんど
が揺れを感じる。恐怖感
覚える人もいる。 

棚にある食器類が音を立て 
ることがある。 

電線が少し揺れる。 

   
  ４ 

かなりの恐怖感があり、
一部の人は身の安全を図
ろうとする。眠っている
人のほとんどが目を覚ま
す。 

つり下げ物は大きく揺れ、 
棚にある食器類は音を立て 
る。座りの悪い置物が倒れ 
ることがある。 

電線が大きく揺れる。歩 
いている人も揺れを感じ 
る。自動車を運転してい 
て、揺れに気付く人がい 
る。 

   
 
５(弱) 

多くの人が身の安全を図
ろうとする。一部の人は
行動に支障を感じる。 

つり下げ物は激しく揺れ、 
棚にある食器類、書棚の本 
が落ちることがある。 
座りの悪い置物の多くが倒 
れ、家具が移動することが 
ある。 

窓ガラスが割れて落ちる 
ことがある。電柱が揺れ 
るのがわかる。補強され 
ていないブロック塀が崩 
れることがある。道路に 
被害が生じることがある 

   
 
 
５(強) 

非常な恐怖を感じる。 
多くの人が行動に支障を 
感じる。 

棚にある食器類、書棚の本 
の多くが落ちる。テレビが 
台から落ちることがある。 
タンスなど重い家具が倒れ 
ることがある。 
変形によりドァが開かなく 
なることがある。一部の戸 
がはずれる。 

強されていないブロック 
塀の多くが崩れる。自動 
販売機が倒れることがあ 
る。多くの墓石が倒れ 
る。自動車の運転が困難 
となり、停止する車が多 
い。 

   
 
６(弱) 

立っていることが困難に 
なる。 

固定していない重い家具の 
多くが移動、転倒する。開 
かなくなるドアが多い 

かなりの建物で、壁のタ 
イルや窓ガラスが破損、 
落下する。 

   
 
 
６(強) 

立っていることができ 
ず、はわないと動くこと 
ができない。 

固定していない重い家具の 
ほとんどが移動、転倒す 
る。戸がはずれて飛ぶこと 
がある。 

多くの建物で、壁のタイ 
ルや窓ガラスが破損、落 
下する。補強されていな 
いブロック塀のほとんど 
が崩れる。 

    ７ 揺れにほんろうされ、自 
分の意志で行動できない 

ほとんどの家具が大きく移
動し、飛ぶものもある． 

ほとんどの建物で、壁の 
タイルや窓ガラスが破損 
落下する。補強されてい 
るブロック塀も破損する 
ものがある。 
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計測震度 階 級   木  造  建  物   鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造建物   ライフライン 地 盤・斜 面 

 
  ０     

 
０．５ 

 

    １ 
１．５ 

 
２．５ 
 
３．５ 
 
４．５ 
 
 
 
 
 
 
 
 
５．０ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５．５ 
 
 
 
 
 
 
 
 
６．０ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６．５ 

    ２ 

    ３ 

    ４ 

   
 
５(弱) 

耐震性の低い住宅では壁や 
柱が破損するものがある。 

耐震性の低い建物では 
壁などに亀裂が生じる 
ものがある。 

安全装置が作動し 
ガスが遮断される 
家庭がある。まれ 
に水道管の被害が 
発生し、断水する 
ことがある。 
［停電する家庭も 
 ある］ 

飲弱な地盤で、 
亀裂が生じるこ 
とがある。山地 
で落石、小さな 
崩壊が生じるこ 
とがある。 

   
 
５(強) 

震震性の低い住宅では、柱 
がかなり破損したり、傾く 
ものがある。 

耐震性の低い建物では 
壁、梁、柱などに大き 
な亀裂が生じるものが 
ある。耐震性の高い建 
物でも、壁なとに亀裂 
が生じるものがある。 

家庭などにガスを 
供給するための導 
管、主要な水道管 
に被害が発生する 
ことがある。 
［一部の地域でガ 
ス、水道の供給が 
停止することがあ 
る。］ 

   
 
 
６(弱) 

耐耐震性の低い住宅では、 
倒壊するものがある。耐震 
性の高い住宅でも、壁や柱 
が破損するものがある。 

耐震性の低い建物では 
壁、柱が破壊するもの 
がある。耐震性が高い 
建物でも壁、梁、柱な 
どに大きな亀裂が生じ 
るものがある。 

家庭などにガスを 
供給するための導 
管、主要な水道管 
に被害が発生する 
［一部の地域でガ 
ス、水道の供給が 
停止し、停電する 
こともある。］ 

地割れや山崩れ 
などが発生する 
ことがある。 

   
 
 
 
６(強) 

耐震性の低い住宅では、倒 
壊するものが多い。耐震性 
の高い住宅でも、壁、柱が 
かなり破損するものがある 

耐震性の低い建物では 
倒壊するものがある。 
耐震性の高い建物でも 
壁、柱が破壊するもの 
がかなりある。 

ガスを地域に送る 
ための導管、水道 
の配水施設に被害 
が発生することが 
ある。 
［一部の地域で停 
電する。広い地域 
でガス、水道の供 
給が停止すること 
がある。］ 

    ７ 耐震性の高い住宅でも、傾 
いたり、大きく破壊するも 
のがある。 

耐震性の高い建物でも 
傾いたり、大きく破壊 
すものがある。 

［広い地域で電気 
、ガス水道の供給 
が停止する］ 

大きな地割れ、 
地すべりや山崩 
れが発生し、地 
形が変わること 
もある。 

 



389 

 

 

※ 留意事項 

 震度は、地震動の強さの程度を表すもので、震度計を用いて観測します。この「気象庁震度階級関 

連解説表」は、ある震度が観測された場合、その周辺で実際にどのような現象や被害が発生するかを 

示すものです。この表を使用される際は、以下の点にご注意下さい。                           （１）

 気象庁が発表する震度は、震度計による観測値であり、この表に記述される現象から決定す   るもの

ではありません。 

（２） 震度が同じであっても、対象となる建物、構造物の状態や地震動の性質によって、被害が異なる場

合があります。この表では、ある震度が観測された際に通常発生する現象を記述していますので、こ

れより大きな被害が発生したり、逆に小さな被害にとどまる場合もあります。 

（３） 地震動は、地盤や地形に大きく影響されます。震度は、震度計が置かれている地点での観測値です

が、同じ市町村であっても場所によっては震度が異なることあります。また、震度は適しています

が、中高層建物の上層階では一般にこれより揺れが大きくなります。 

（４） 大規模な地震では長周期の地震波が発生するため、遠方において比較的低い震度であっても、エレ

ベーターの障害、石油タンクのスロッシングなどの長周期の揺れに特有な現象が発生することがあり

ます。 

（５） この表は、主に近年発生した被害地震の事例から作成したものです。今後、新しい事例が得られた

り、構造物の耐震性の向上などで実状と合わなくなった場合には内容を変更することがあります。 
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３－３－１ 町の非常・緊急通話用電話一覧 

 

№ 電話番号 設 置 場 所 住 所 備考 

１ 46-2111 軽米町役場 軽米町大字軽米第 10地割 85番地  

２ 46-2112   〃        〃  

３ 46-2113   〃        〃  

４ 46-2114   〃        〃  

５ 46-2115   〃        〃  

６ 46-4111 健康ふれあいセンター      軽米 2-54-5  

７ 46-2905 花のまち軽米こども園      軽米 5-17-1  

８ 45-2680 小軽米保育園      小軽米 6-4-4  

９ 47-2020 晴山保育園      山内 13-53-1  

10 46-2881 老人福祉センター      上舘 1-78-1  

11 46-2614 軽米小学校      軽米 5-34-2  

12 45-2312 小軽米小学校      小軽米 7-25-1  

13 47-2214 晴山小学校      晴山 23-35  

14 46-2414 軽米中学校      軽米 6-17-1  

15 26-8250 かるまい文化交流センター 軽米 8-87-1  

16 46-2061 軽米農村勤労福祉ｾﾝﾀｰ      軽米 6-17  

17 46-3838 軽米町民体育館      軽米 6-34-1  

18 46-2751 岩手県立軽米高等学校      軽米 9-34-1  

19 46-2969 上舘農業構造改善ｾﾝﾀｰ      上舘 4-7-2  

20 45-2071 円子地区交流センター      円子 5-20  

21 45-2924 牛ケ沢集落ｾﾝﾀｰ      小軽米 22-  

22 45-2871 米田農業構造改善ｾﾝﾀｰ      小軽米 24-29  

23 45-2853 笹渡農業構造改善ｾﾝﾀｰ      上舘 49-4-24  

24 45-2939 小玉川生活改善ｾﾝﾀｰ      小軽米 18-18-2  

25 46-3896 長倉生活改善ｾﾝﾀｰ      長倉 4-1-2  

26 47-2748 晴山農業構造改善ｾﾝﾀｰ      晴山 11-10  

27 47-1070 県北農業研究所      山内 23-9-1  

28 47-2530 山内地区交流センター      山内 28-15  

29 47-1452 ミレットパーク      山内 33-53-1  
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３－３－２ 軽米町防災行政無線施設の状況 

区 分 設置場所、数量 備 考 

親 局 軽米町役場無線室 防災軽米役場 

遠隔制御局 二戸消防署軽米分署内 防災かるまい広報 

子 局 屋外拡声器 109基 ほか個別受信機  

 

 

 

３－４－１ 報告担当機関等一覧 

 

【県本部二戸地方支部（総務班）】 

ＮＴＴ回線  

 

ＴＥＬ ２３－９２０１ 

ＦＡＸ ２３－４０６２ 

地域衛星通信 

ネットワーク 

ＴＥＬ （ＴＮ）００３‐１１１‐２２９－２４‐１９８ 

ＦＡＸ （ＴＮ）００３‐１１１‐２２９－２４‐１９８ 

 

【県本部（総務部総合防災室）】 

ＮＴＴ回線  

 

ＴＥＬ ０１９‐６２９－５１５３ 

ＦＡＸ ０１９‐６２９－５１７４ 

地域衛星通信 

ネットワーク 

ＴＥＬ （ＴＮ）００３‐１１１‐２２－５１５３ 

ＦＡＸ （ＴＮ）００３‐１１１‐２２－５１７４ 

 

【消防庁】 

         区 分 

回線別 

平日（9：30～17：45） 

※震災等応急室 

左記以外 

※宿直室 

ＮＴＴ回線  ＴＥＬ 

ＦＡＸ 

０３‐５２５３‐７５２７ 

０３‐５２５３‐７５３７ 

０３‐５２５３‐７７７７ 

０３‐５２５３‐７５５３ 

消防防災無線 ＴＥＬ 

ＦＡＸ 

７５２７ 

７５３７ 

７７８２ 

７７８９ 

地域衛星通信 

ネットワーク 

ＴＥＬ 

ＦＡＸ 

ＴＮ-０４８-５００-７５２７ 

ＴＮ-０４８-５００-７５３７ 

ＴＮ-０４８-５００-７７８２ 

ＴＮ-０４８-５００-７７８９ 
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３－４－２ 被害状況の判定基準 

（１） 災害による人及び建物等の被害の判定基準は、おおむね次によるものとする。 

被害区分 判  定  基  準 

人 

 

的 

 

被 

 

害 

死   者 

当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの又は死体は確認できない

が、死亡したことが確実な者。 

また、「災害関連死者」とは、当該災害による負傷の悪化又は避難生活

等における身体的負担による疾病により死亡し、災害弔慰金の支給等に

関する法律（昭和 48 年法律第82号）に基づき災害が原因で死亡したも

のと認められたもの（実際には災害弔慰金が支給されていないものも含

めるが、当該災害が原因で所在が不明なものは除く。）とする。 

行方不明者 当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いのある者 

負傷者 

重傷者 
当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者

のうち１月以上の治療を要する見込みの者 

軽症者 
当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者

のうち１月未満で治療できる見込みの者 

住 

居 

の 

被 

害 

全壊、全焼、流

失 

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家

全部が倒壊、流失、埋没したもの、又は住家の損壊（ここでいう「損

壊」とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じ

ることにより、補修しなければ元の機能を復元し得ない状況に至った

ものをいう。以下同じ。）が甚だしく、補修により元通りに再使用する

ことが困難なもので、具体的には、住家の損壊若しくは流出した部分

の床面積がその住家の延べ床面積の70％以上に達した程度のもの又は

住家の主要な構成要素（ここでいう「主要な構成要素」とは、住家の

構成要素のうち造作等を除いたものであって、住家の一部として固定

された設備を含む。以下同じ。）の経済的被害を住家全体に占める損害

割合で表し、その住家の損害割合が50％以上に達した程度のもの 

半壊、半焼 

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち

、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度の

もので、具体的には、損壊部分がその住家の延べ床面積の20％以上70

％未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に

占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20％以上50％未満のも

の 

一部破損 

全壊及び半壊にいたらない程度の住家の破損で、補修を必要とする

程度のもの。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さなものは

除く。 

浸 水 
床 上 

住家の床より上に浸水したもの及び全壊・半壊には該当しないが、土

砂竹木のたい積により一時的に居住することができないもの 

床 下 床上浸水にいたらない程度に浸水したもの 

田

畑
流失、埋没 

（田） 耕土が流失し、又は砂利等の堆積のため耕作が不能となったもの 

（畑） 田の例に準じて取り扱う 
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の

被

害 

冠   水 
（田） 稲の先端が見えなくなる程度に水につかったもの 

（畑） 田の例に準じて取り扱う 

そ 
の 
他 
の 
被 
害 

道路決壊 
高速自動車道、一般国道、県及び町道の一部が損壊し、車両の通行が不能

となった程度の被害 

橋梁流失 
町道以上の道路に架設した橋が一部又は全部流失し、一般の渡橋が不能に

なった程度の被害 

堤防決壊 
河川法にいう１級河川及び２級河川の堤防、あるいは溜池、かんがい用水

路の堤防が決壊し、復旧工事を要する程度の被害 

鉄道不能 汽車、電車等の運行が不能となった程度の被害 

文
化
財
の
被
害 

全壊又は滅失 文化財が滅失し、又は損壊部分が甚だしく残存部分に補修を加えても文
化財としての価値を失ったと認められるもの 

半  壊 重要部分に相当の被害を被ったが、相当の補修を加えれば文化財とし
ての価値を維持できるもの 

一部破損 被害が一部分にとどまり、補修により文化財としての価値を維持できる
もの 

 
（２） 被害報告に使用する用語の定義は次のとおりとする。 

用  語 定          義 

住  家 
現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問

わない。 

世  帯 

生計を一にしている実際の生活単位をいう。従って、同一化屋内に親子夫婦であって

も、生活の実態が別々であれば当然２世帯となる。また、主として学生等を宿泊させ

ている寄宿舎、下宿その他これらに類する施設に宿泊するもので、共同生活を営んで

いるものについては、原則としてその寄宿舎を１世帯として取扱うものとする。 

非住家被害 

住家以外の建築物をいう。 

なお、官公署、学校、病院、公民館、神社、仏閣等は非住家とする。ただし、これ

らの施設に、常時、人が居住している場合には、当該部分は住家とする。 

船  舶 櫓、櫂のみをもって運転する舟以外の舟をいう。 

り災世帯 災害により、全壊、半壊、床上浸水により被害を受けた世帯をいう。 

り 災 者 り災世帯の構成員をいう。 
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３－６－１ ヘリポート基地の指定状況 

 

所 在 地 名   称 
面積 

(㎡) 

役場からの 

所要時間 

利用可能機種 

大型 中型 小型 

軽米町大字軽米9-

34-1 

県立軽米高等学校

グランド 
9.100(70×130) １分 ○ ○ ○ 

軽米町大字軽米6-

17 
軽米中学校校庭 15.400(110×140) ３分 ○ ○ ○ 

軽米町大字軽米6-

42-2 
軽米町営グランド 13.225(115×115) ４分 ○ ○ ○ 

軽米町大字小軽米

10-33 

中央公民館小軽米

分館グランド 
5.700(60×95) 15分 ○ ○ ○ 

軽米町大字円子7-

16-3 
上円子公民館広場 6.175(65×95) 20分 ○ ○ ○ 

軽米町大字晴山

23-35 
晴山小学校校庭 4.000(50×80) 15分 ○ ○ ○ 
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３－６－２ ヘリポートの設置基準 

 

回転翼航空機の場合の進入区域、進入表面、転移表面の略図 

 

(ア) 一般 

  ① 平面図 
 

 

 
 

  ② 進入表面断面図 

 

 

 
 

 ③ 転移表面断面図 

 
※離着陸地帯の外側10メートルの範囲内に1/2勾配の表面 

 

[進入区域、進入表面の特例] 
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① 進入経路と出発経路が同一方向に設定できない場合の進入区域、進入表面 

 

 

 

 

 

② わん曲した進入経路、出発経路の場合の進入区域、進入表面 

 

 
 

※ 進入表面の勾配は、中心線上での勾配とする。 

※ Ｒは210メートル以上とする。 

 

 

 

 

[転移表面の特例（一方の転移表面の勾配が1/1を超えることができる場合] 

 

  ※ 転移表面断面図 
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      3/4Ｄの範囲内で離着陸地帯の       2Ｗの範囲内は1/10勾配の表面 

      最高点を含む水平面より上に        の上に出る高さの物件のない 

      出る物件がないこと。           こと。 

 

 (イ) 山岳、農地その他離着陸経路下に人又は物件のない場合（特殊地域） 

① 平面図 

 

 

 

② 進入表面断面図 
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   ③ 転移表面断面図 

 

 
 

 

[進入区域が１方向しか確保できない場合の進入表面、転移表面の特例] 

 ① 平面図 

 

 

 ② 進入表面断面図 

 

 
 ③ 転移表面断面図 
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(ウ) 災害時における緊急輸送等に使用する離着陸場（防災対応離着陸場）の場合 

 

  ① 平面図 

 

 

 

 

 

   ① 接 地 帯 ： 長さ及び幅は使用機の全長以上の長さとする。 

   ② 離着陸地帯 ： 長さ及び幅は使用機の全長に20ｍ以上を加えた長さとする。 

           ※ 全長が20ｍを越す機材については全長の２倍以上の長さとする。 

           ※ 離着陸地帯は原則として地上に設定する。但し、周囲環境により地上に設

定できない場合、障害物の程度により「仮想離着陸地帯」として15ｃｍま

での高さを程度に離着陸地帯の上空に設定することができる。 

 

 

 

  ② 進入表面断面図 
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  ③ 転移表面断面図 

 
 

 

（２） 吹流し等 

    ヘリポート近くに上空から確認し得る風の方向を示す吹流し又は旗をたてること。 

 

吹流しの基準 

 

 

 

（３） 着陸中心点 

    着陸地点には、石灰等（積雪時は墨汁、絵具等）を用いてＨ記号を標示して着陸中心を示すこ

と。 

 

  Ｈ記号の基準 

 

 
 

（４） 危険予防の措置 

   Ａ 離着陸地帯への立ち入り禁止措置 

     離着陸地帯及び運行上の障害となるおそれのある範囲には立ち入らせない措置を講ずるこ

と。 

   Ｂ 防塵措置 

     表土が砂塵の発生するところでは、散水等の措置を講ずること。 
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   Ｃ 重量計の準備 

     物資を輸送する場合は、重量計を準備すること。 

（５） ヘリポートの現況 

    町の飛行場及び飛行場外離着陸場（ヘリポート）一覧 

平成22年３月１日現在 

注：座標の欄のＮは北緯、Ｅは東経を表す 

離着陸場名 地点・地番 

座   標 
長さ×幅

（ｍ） 

避難場

所指定

の有無 

日本測地系 

TOKYO(GPS) 

世界測地系 

WGS８４ 

ハートフルスポー

ツランド 

九戸郡軽米町大字軽

米１－160－１ 

N  40°18′31″ 

E 141°28′02″ 

N  40°18′42″ 

E 141°27′49″ 

190 

140 

 

県立軽米高等学校 
九戸郡軽米町大字軽

米９－34－１ 

N  40°19′14″ 

E 141°27′40″ 

N  40°19′25″ 

E 141°27′28″ 

 
有 
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３－６－３ 災害時における「石油類」の優先供給に関する協定書 

 

 軽米町（以下「甲」という。）と、○○○石油店（以下「乙」という。）との間において、地震、風水

害等により、町内に大規模な災害（以下「災害」という。）が発生した場合に、町民生活の確保等円滑

な災害応急対策の遂行のために実施する石油類の優先供給に関し、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、災害が発生し、軽米町地域防災計画に基づき甲が行う災害応急対策活動に係る石

油類の確保に関し、民間団体協力の一環として、町内給油所の積極的な協力を得るために必要な事項

を定め、もって災害時における円滑な応急対策を図ることを目的とする。 

（供給業務の内容等） 

第２条 この協定における石油類とは、ガソリン、軽油、灯油及びＬＰガス等石油系燃料を言い、甲が

乙に対して協力を要請する優先供給業務は、次のとおりとする。 

（１） 公用車用燃料の確保及び供給業務 

（２） 暖房用燃料の確保及び供給業務 

（３） 防災資機材用燃料の確保及び供給業務 

（４） その他甲が必要と認める燃料の供給業務 

（５） 石油燃料の運搬業務 

（業務要請） 

第３条 甲は、災害時において、乙に燃料を調達する必要が生じたときは、乙に対して、供給を要請す

るものとする。 

（１） 燃料の種類及び数量 

（２） 納入場所及び日時 

（供給の実施） 

第４条 乙は、前条の規定により供給の要請を請けたときは、甲に対し優先的に燃料等を供給するもの

とする。 

（費用負担） 

第５条 甲は、乙の供給した石油類の代金を負担するものとする。この場合の石油類の価格は、災害発

生前の実勢単価とする。 

（請求及び支払） 

第６条 前条に基づく乙の甲に対する代金の請求は、石油類の供給がなされた後に行うものとする。 

（報告） 

第７条 乙は、甲の要請に対し対応できる事業所名及び所在地等をあらかじめ報告するものとする。 

（従事者の災害補償) 

第８条 甲は、要請に基づく応急業務に従事したことにより乙の従事者が死亡し、負傷し若しくは疾病

にかかった場合は、災害対策基本法第８４条の規定に基づきこれを補償するものとする。 

（協議） 

第９条 この協議に定めのない事項並びにこの協定の解釈について疑義が生じたときは、甲、乙協議の

うえ決定するものとする。 
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 上記協定締結の証として本協定書を２通作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ１通を保有する。 

 

    年  月  日 

 

 

 

               甲   岩手県九戸郡軽米町大字軽米第１０地割８５番 

                    軽米町 

                    軽米町長   

   

               乙   岩手県九戸郡軽米町 

○○○○石油店 

      代表  ○○○○ ○○ 

 

 

 

指定店に配布するステッカー 

 
 

 

 

 

 

 

  

災害時供給ステーションの店 
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３－７－１ 災害時における消防相互応援協定 

 

 

 この協定書は、近隣市町村相互の友好公助の精神に基づき、消防組織法（昭和22年12月23日法律第22 

6号）第21条の規定により、二戸市、一戸町、浄法寺町、軽米町、九戸村、安代町、三戸町並びに田子町

の地域に災害が発生した場合における消防相互応援について、次のとおり協定する。 

（対象とする災害） 

第１条 この協定の対象とする災害は、次に掲げるものとする。 

（１） 航空機、鉄道車両、自動車等の交通機関による大規模な火災並びに救助事故 

（２） 大規模な建物、山林等の火災並びに救助事故 

（３） 大規模な地震並びに風災害による火災並びに救助事故 

（応援の種類） 

第２条 応援の種類は、次のとおりとする。 

（１） 火災防御並びに人命救助（以下「災害応急活動」という。）のため必要な資機材及び物資の

提 供 

（２） 災害応急活動に必要な応援隊員の派遣 

（３） 災害応急活動に必要な消防車両の派遣 

（応援の要請） 

第３条 この協定に基づく応援要請は、第１条に規定する災害が発生した市町村長が、次のいずれかに 

該当する場合に協定市町村長に行うものとする。 

（１）その災害が、協定市町村の地域に拡大し、又は影響を与えるおそれがある場合 

（２） その災害の防御が、被災市町村の消防力では著しく困難と認める場合 

（連絡担当課等） 

第４条 前条に掲げる応援に関する事項の連絡が確実かつ円滑に行われるよう、市町村の応援事務を担 

当する課等を別表のとおり定めるものとする。 

（応援の手続） 

第５条 第３条に規定する応援要請の手続きは、次の事項を明らかにし、前条に規定する連絡担当課等 

を通じて、電話又はその他の方法をもって要請するものとする。 

（１） 災害の種別 

（２） 災害発生の日時、場所及び災害の状況 

（３） 要請する人員、車両等の種別、資機材の数量 

（４） 応援隊の到着希望日時及び集結場所 

（５） その他必要な事項 

（応援隊の派遣に要する経費の負担）                                              

第６条 応援に係る経費の負担は次のとおりとする。 

（１） 被災市町村の負担する経費 

ア 備蓄資機材及び臨時調達資機材の購入費 

イ 車両及び機械器具等に破損又は故障を生じた場合の修理費 

ウ 応援隊の食料費 

（２） 応援市町村の負担する経費 

ア 応援隊団員の手当等 

イ 応援隊団員が応援業務に従事したことにより負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合の災害

補償に要する経費  
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   ウ 車両等の燃料費 

（第三者に対する損害補償に要する経費） 

第７条 応援隊が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務中に生じたものにつ 

いては被災市町村が、往路及び帰路に生じたものについては応援市町村がそれぞれ賠償の責に任ずる 

ものとする。 

 ただし、応援隊の重大な過失により第三者に損害を与えた場合は、応援市町村がその賠償の責に任 

ずるものとする。 

（経費の支払方法） 

第８条 応援を受けた場合の応援措置に要する経費は、応援市町村の請求に基づいて被災市町村が支払 

うものとする。 

（経費の負担等の特例） 

第９条 応援に要する経費の負担又はその支払方法について前条により難いときは、関係市町村が協議 

して定めるものとする。 

（実施細目） 

第10条 この協定の実施に関し、必要な事項及びこの協定に定めのない事項で特に必要が生じた場合は 

協定市町村の担当課等が協議して定めるものとする。 

（廃止） 

第11条 福岡町、一戸町、浄法寺町、金田一村、九戸村、安代町、軽米町、三戸町及び田子町の間にお

いて昭和34年７月11日締結した相互応援協定書は、廃止する。 

（協定書の保管） 

第12条 この協定を証するため正本８通を作成し、協定市町村長が記名捺印のうえ各１通を保管するも 

のとする。                                                    

   附  則                                                                      

 この協定は、平成９年５月１日から施行する。                                        

                                                                              

        二戸市長 

    一戸町長 

        浄法寺町長 

    軽米町長 

    九戸村長 

    安代町長 

    三戸町長 

    田子町長 
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別表 
 

市町村名 担 当 課 電話番号 ＦＡＸ番号 備  考 

二 戸 市 庶務課 消防交通係 0195-23-3111 0195-25-5160 
 

一 戸 町 総務課 消防交通係 0195-33-2111 0195-33-3770 
 

浄法寺町 総務課 消防交通係 0195-38-2111 0195-38-2161 
 

軽 米 町 総務課 消防交通係 0195-46-2111 0195-46-2335 
 

九 戸 村 総務課 庶 務 係 0195-42-2111 0195-42-3120 
 

安 代 町 総務課 消防防災係 0195-72-2111 0195-72-3531 
 

三 戸 町 総務課 防 災 班 0179-20-1111 0179-20-1102 
 

田 子 町 総務課 防災管理班 0179-32-3111 0179-32-4294 
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３－９－１ 大規模災害時における岩手県市町村相互応援に関する協定 

 

 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、岩手県内において地震、津波等による大規模災害が発生した場合に、災害対策基

本法（昭和36年法律第 223号）第５条の２及び第67条第１項の規定に基づき、岩手県内の市町村（以

下単に「市町村」という。）間の相互応援が迅速かつ円滑に行われるために必要な事項について定め

るものとする。 

 （応援の種類） 

第２条 応援の種類は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 応急措置を行うに当たって必要となる情報の収集及び提供 

（２） 食料、飲料水及び生活必需物資並びにこれらの供給に必要な資機材の提供及びあっせん 

（３） 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な物資及び資機材の提供及びあっせん 

（４） 災害応急活動に必要な車両等の提供及びあっせん 

（５） 災害応急活動に必要な職員等（以下「応援職員等」という。）の派遣 

（６） 被災者の一時収容のための施設の提供及びあっせん 

（７） 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項 

（応援調整市町村） 

第３条 市町村は、被災した市町村（以下「被災市町村」という。）及び応援を行う市町村（以下「応

援市町村」という。）の間の連絡調整等を行う市町村（以下「応援調整市町村」という。）を、地域

ごとに定めるものとする。 

（応援要請等） 

第４条 被災市町村は、次に掲げる事項を明らかにして、応援調整市町村に対し、応援の要請を行うも

のとする。 

（１） 被害の種類及び状況 

（２） 第２条第２号及び第３号に掲げる物資及び資機材の品名、数量等 

（３） 第２条第４号に掲げる車両等の種類、規格及び台数 

（４） 応援職員等の職種別人員 

（５） 応援場所及び応援場所までの経路 

（６） 応援を要する期間 

（７） 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

２ 応援調整市町村は、前項の要請を受けた場合は、他の市町村及び岩手県と十分連絡をとり、各市町

村が実施する応援内容等の調整を図るものとする。 

（自主応援） 

第５条 市町村は、甚大な被害が発生したと認められる場合において、被災市町村との連絡がとれない

とき又は被災市町村からの応援の要請を待ついとまかないときは、前条第１項の要請を待たずに、必 

要な応援を行うことができるものとする。この場合において、当該市町村は、同項の規定により被災 

市町村から応援の要請を受けたものとみなす。 

 （応援費用の負担等） 

第６条 応援市町村が応援に要した費用は、原則として、被災市町村の負担とする。 
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２ 被災市町村は、前項の費用を支弁するいとまかない場合は、応援市町村に当該費用の一時操替支弁 

を求めることができるものとする。 

（連絡担当課） 

第７条 市町村は、相互応援に関する連絡担当課を定め、災害が発生したときは、速やかに、相互に連

絡するものとする。 

（情報等の交換） 

第８条 市町村は、この協定に基づく相互応援が円滑に行われるよう、必要に応じて、情報及び資料を

相互に交換するものとする。 

（その他） 

第９条 この協定に定めるもののほか、特に必要がある場合は、その都度、市町村が協議して定めるも

のとする。 

２ この協定の実施に関し必要な事項は、第７条に規定する連絡担当課が協議して定めるものとする。 

第10条 この協定は、平成８年10月７日から効力を生ずるものとする。  

 

 この協定を証するため、本協定書59通を作成し、市町村がそれぞれ記名押印の上、各１通を保有する

。 

 

 平成８年10月７日  

 

岩手県内５９市町村長 
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３－９－２ 大規模災害時における岩手県市町村相互応援 

に関する協定実施細目 

 

 

（趣旨） 

第１条 この実施細目は、大規模災害時における岩手県市町村相互応援に関する脇定（以下「協定」と

いう。）第９条第２項の規定に基づき、協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （応援調整市町村） 

第２条 協定第３条に規定する応援調整市町村は、別表第１のとおりとする。 

２ 応援調整市町村の役割は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 被災市町村の被害状況に関する情報の収集及び提供 

（２） 被災市町村が必要とする応援の種類等の集約及び各市町村との連絡調整等 

（３） 前２号に掲げるもののほか、必要な事項 

（応援要請の方法） 

第３条 協定第４条第１項の規定による応援の要請は、電話、ファクシミリ等により行うものとし、後

日、文書を提出するものとする。 

２ ファクシミリ又は文書による応援要請は、別紙様式によるものとする。 

 （応援職員等の派遣に要した費用の負担） 

第４条 協定第６条第１項に規定する費用のうち、応援職員等の派遣に要した費用の負担については、

次に掲げるとおりとする。 

（１） 被災市町村が負担する費用は、応援市町村が定める規程により算定した応援職員等の旅費の

額及び諸手当の額の範囲内とする。 

（２） 応援職員等が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、地方公務員災害

補償法く昭和42年法律第 121号）の規定に基づき、必要な補償を行う。 

（３） 応援職員等が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生

じたものについては被災市町村が、被災市町村への往復の途中において生じたものについては

応援市町村が、それぞれ賠償する。 

（４） 前３号に掲げるもののほか、応援職員等の派遣に要した費用については、被災市町村及び応

援市町村が協議して定める。 

（応援費用の請求等） 

第５条 応援市町村が、協定第６条第２項の規定により応援に要した費用を繰替支弁した場合は、次に

定めるところにより算出した額を、被災市町村に請求するものとする。 

（１） 応援職員等の派遣については、前条に規定する費用 

（２） 備蓄物資については、提供した当該物資の時価評価額及び輸送費 

（３） 調達物資については、当該物資の購入費及び輸送費 

（４） 車両、資機材等については、借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理

費（５） 施設の提供については、借上料 

（６） 協定第２条第７号に規定するものについては、その実施に要した額 

２ 前項の規定による請求は、応援市町村長による請求書（関係書類を添付）により、連絡担当課を経

由して、被災市町村長に請求するものとする。 
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３ 前２項により難いときは、被災市町村及び応援市町村が協議して定めるものとする。 

 

 （費用負担の協議） 

第６条 協定第６条第１項の規定にかかわらず、被災市町村の被災状況等を勘案し、特別の事情がある

と認めるときは、応援に要した費用の負担について、被災市町村及び応援市町村の間で協議して定め

ることができるものとする。 

 （連絡担当課） 

第７条 協定第７条に規定する連絡担当課は、別表第２のとおりとする。 

（訓練の実施） 

第８条 市町村は、協定に基づく相互応援が円滑に行われるよう、必要な訓練を適宜実施するものとす

る。 

（協定等の見直し） 

第９条 協定及びこの実施細目は、必要に応じて見直すこととし、その事務処理については、応援調整

市町村が持ち回りで担当する。 

 附  則 

この実施細目は、平成８年10月７日から施行する。 
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３－９－３ 災害時における軽米町内郵便局、軽米町間 

の相互協力に関する覚書 

 

 

 軽米町内の郵便局（以下「甲」という。）及び軽米町（以下「乙」という。）は、災害時における相

互の協力について、次のとおり覚書を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この覚書は、軽米町内に発生した地震その他の災害時において、甲及び乙の相互協力が迅速か

つ円滑に行われるために、必要な事項について定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この覚書において、「災害」とは暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、噴火その他の異常な自然現

象又は大規模な火事若しくは爆発などにより生ずる被害をいう。 

（協力の内容） 

第３条 甲及び乙は、軽米町内に災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合には、災害対策の

効果的な推進に向け相互に協力するものとする。 

（１） 甲が実施する事項 

ア 災害救助法適用時における郵便、為替貯金及び簡易保険の郵政事業にかかわる災害特別事

務取扱 

イ 必要に応じ、避難所に臨時に郵便差出箱の設置 

（２） 甲及び乙が実施する事項  

ア 被災町民の避難先及び被災状況に関する情報の相互提供 

イ 道路、橋梁等の被災状況に関する情報の相互提供 

ウ 土地等崩壊災害危険箇所に関する情報の相互提供 

２ 甲及び乙は、軽米町内に災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合は、相互に協力を要請

することができる。 

（１） 甲が所有し、又は管理する施設及び用地の避難場所、物資集積場所等としての提供 

（２） 乙が所有し、又は管理する施設及び用地の提供 

（３） 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項 

（協力の実施） 

第４条 甲及び乙は、前条第２項の規定による要請を受けたときは、これに応じるよう努めるものとす

る。 

（職員の派遣） 

第５条 甲は、災害対応を円滑に遂行するため必要な職員等（以下「応援職員等」という。）を軽米町

災害対策本部に派遣することができる。 

（災害情報等連絡体制の整備） 

第６条 甲及び乙は、災害情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議するものとする。 

 （情報の交換） 

第７条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し必要に応じて情報の交換を行うもの

とする。 

 （連絡責任者） 
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第８条 この覚書に関する連絡責任者は、甲においては軽米郵便局長、乙においては軽米町総務課長と

する。 

 （協議） 

第９条 この覚書に定めのない事項及びこの覚書に関し疑義が生じたときは、両者が協議し決定する。 

 

 この覚書の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者が記名押印の上、各自その１通を保有す

る。 

 

 平成９年１１月２１日 

 

               甲 軽米町内郵便局代表 

                                    軽米郵便局長                                印 

 

 

                              乙 軽米町 

                                    軽米町長                                 印 
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３－９－４ 災害時の情報交換に関する協定 

 

国土交通省東北地方整備局長（以下「甲」という。）と、軽米町長（以下「乙」という。）とは、災

害時における各種情報の交換等に関し、次のとおり協定する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、重大な災害が発生し又は発生のおそれがある場合において、甲 

及び乙が必要とする各種情報の交換等について定め、もって、適切な災害対処に資 

することを目的とする。 

（情報交換の開始時期） 

第２条 甲及び乙の情報交換の開始時期は、次のとおりとする。 

  一 軽米町内に重大な災害が発生し又は発生のおそれがある場合 

  二 軽米町災害対策本部が設置された場合 

三 その他甲及び乙が必要と認めたとき 

（情報交換の内容） 

第３条甲及び乙の情報交換の内容は、次のとおりとする。 

  一 一般被害状況に関すること 

  二 公共土木施設（道路、河川、ダム、砂防、都市施設等）被害状況に関するこ 

   と 

  三 その他必要な事項 

（災害対策現地情報連絡員（リエゾン）の派遣） 

第４条 第２条の各号のいずれかに該当し、乙の要請があった場合又は甲が必要と判断した場合には、

甲から乙の災害対策本部等に災害対策現地情報連絡員を派遣し情報交換を行うものとする。なお、甲

及び乙は、相互の連絡窓口を明確にしておき派遣に関して事前に調整を図るものとする。 

（災害対策現地情報連絡員（リエゾン）の受入れ） 

第５条 乙は、甲から派遣される災害対策現地情報連絡員の活動場所として災害対策本部 等に場所を

確保するものとする。 

（平素の協力） 

第６条 甲及び乙は、 必要に応じ情報交換に関する防災訓練及び防災に関する地図等の資料の整備に

協力するものとする。 

（協議） 

第７条 本協定に疑義が生じたとき又は本協定に定めのない事項については、その都度、甲及び乙が協

議のうえ、これを定めるものとする。 

 

本協定は２通作成し、甲及び乙が各１通を保有する。 
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平成 22年３月 25日 

 

 

甲 仙台市青葉区二日町９番 15号 

国土交通省 東北地方整備局長 青山 

 

 

 

    乙 九戸郡軽米町大字軽米 10地割 85番地 

軽米町長 山本 賢一 
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３－13－１（１） 指定緊急避難場所一覧 

 

№ 
対 象 
地 区 

施 設 名 
建築面積 

(単位㎡） 

収容可能 
面  積 
(単位㎡) 

収容可能 

人  数 

災 害 種 別 

洪水 土砂 地震 
大規模
火 災 

内水濫 

1 

軽米地区 

県立軽米高校第１体育館 982 880 440 ● ● ● ● ● 

2  第２体育館 701 630 310 ● ● ● ● ● 

3  柔剣道場 403 360 180 ● ● ● ● ● 

4 町立軽米中学校校舎 2,988 1,141 570 ● ● ● ● ● 

5 屋内運動場 1,096 980 490 ● ● ● ● ● 

6  柔剣道場  495 380 190 ● ● ● ● ● 

7 町立軽米小学校校舎    4,198 2,620 1,100 ● ● ● ● ● 

8  屋内運動場 1.219 855 451 ● ● ● ● ● 

9 軽米町民体育館 2,431 1,638 810 ● ● ● ● ● 

10 軽米農村勤労福祉センタ

ー 
739 298 150 ● ● ― ● ● 

11 旧軽米幼稚園 750 370 180 ● ● ● ● ● 

12 かるまい文化交流センタ

ー 
4,323 640 320 ― ● ● ● ● 

13 軽米町老人福祉センター 988 258 129 ● ● ● ● ● 

14 花のまち軽米こども園 932 838 419 ● ● ● ● ● 

15 上舘農業構造改善センタ

ー 
225 117 58 ● ― ▲ ● ● 

16 軽米町役場 2,200 260 130 ● ● ● ● ● 

17 軽米町農村環境改善 

センター 
1,153 530 265 ● ● ● ● ● 

18 増子内地区 増子内農村振興会館 289 160 80 ● ― ● ● ● 

19 高家地区 高家生活改善センター 163 100 50 ● ● ● ● ● 

20 
円子地区 

旧円子小学校屋内運動場 825 742 370 ● ● ● ● ● 

21 円子地区交流センター 297 105 50 ● ● ● ● ● 

22 

小軽米地区 

町立小軽米小学校校舎 2,199 950 475 ● ● ● ● ● 

23 屋内運動場 479 430 210 ● ● ● ● ● 

24 小軽米保育園 396 356 178 ● ● ● ● ● 

25 小軽米生活改善センター 326 151 75 ● ― ― ● ● 

26 

米田地区 

牛ケ沢集落センター 124 110 55 ● ● ● ● ● 

27 米田農業構造改善センタ

ー 
283 158 79 ― ● ● ● ● 

28 

笹渡地区 

笹渡農業構造改善センタ

ー 
296 161 80 ● ● ● ● ● 

29 旧笹渡小中学校 校舎 2,905 915 457 ● ● ● ● ● 
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30 体育館 854 768 230 ● ● ● ● ● 

31 小玉川地区 小玉川生活改善センター 284 147 73 ― ● ● ● ● 

32 長倉地区 長倉生活改善センター 138 86 43 ● ● ● ● ● 

33 
晴山地区 

晴山農業構造改善センタ

ー 
197 102 51 ● ● ▲ ● ● 

34 

観音林 

地区 

町立晴山小学校校舎 2,647 1,325 660 ● ● ● ● ● 

35 町立晴山小学校屋内運動

場 
747 670 330 ● ● ● ● ● 

36 晴山公民館 342 149 74 ● ● ▲ ● ● 

37 晴山保育園 945 351 175 ● ● ● ● ● 

38 

山内地区 

県北農業研究所 2,795 298 149 ● ● ● ● ● 

39 山内地区交流センター 511 264 130 ● ● ● ● ● 

40 旧山内小学校跡地 19,163 ― ― ― ― ▲ ― ― 

41 ミレットパーク 499 120 60 ●  ● ● ● 

42 大清水地区活性化センタ

ー 
307 84 42 ● ● ● ● ● 

※災害種別の各欄中▲印は、敷地の利用のみが可能であることを示すもの。 

  



417 

 

 

３－13－１（２） 指定避難所一覧 

 

№ 
対 象 
地 区 

施 設 名 

建築面積 

（単位：
㎡） 

収容可能 
面  積 
（単位：
㎡） 

収容可能 

人  数 
備   考 

1 軽米地区 県立軽米高校第１体育館  982 880 260  

2       第２体育館  701 630 190  

3       柔剣道場   403 360 100  

4 町立軽米中学校屋内運動場 1,096 980 290  

5        柔剣道場  495 380 110  

6 町立軽米小学校屋内運動場 1.219 855 260  

7 軽米町民体育館 2,431 1,638 500  

8 軽米農村勤労福祉センター 739 298 90  

9 旧軽米幼稚園 750 370 180  

10 かるまい文化交流センター 4,323 640 320  

11 軽米町老人福祉センター 988 258 70  

12 花のまち軽米こども園 932 838 250 ※乳幼児優先 

13 上舘農業構造改善センター 225 117 35  

14 軽米町農村環境改善センター 1,153 530 30  

15 増子内地区 増子内農村振興会館 289 160 40  

16 高家地区 高家生活改善センター 163 100 30  

17 円子地区 旧円子小学校屋内運動場 825 742 220  

18 円子地区交流センター 297 105 50  

19 小軽米地

区 

町立小軽米小学校屋内運動場 479 430 130  

20 小軽米保育園 396 356 107 ※乳幼児優先 

21 小軽米生活改善センター 326 151 45  

22 米田地区 牛ケ沢集落センター 124 110 30  

23 米田農業構造改善センター 
283 158 40 

※洪水・内水面

氾濫時を除く 

24 笹渡地区 笹渡農業構造改善センター 296 161 40  

25 旧笹渡小中学校校舎 2,905 915 277  

26 旧笹渡小中学校体育館 854 768 230  

27 小玉川地区 小玉川生活改善センター 284 147 40  

28 長倉地区 長倉生活改善センター 138 86 26  

29 晴山地区 晴山農業構造改善センター 197 102 30  

30 観音林 

地区 

町立晴山小学校屋内運動場 747 670 200  

31 晴山公民館 342 149 45  

32 晴山保育園 945 122 37 ※乳幼児優先 

33 山内地区 県北農業研究所 2,795 298 90  
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34 山内地区交流センター 511 264 130  

35 ミレットパーク 499 120 30  

36 大清水地区活性化センター 307 84 25  
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３－13－２ 災害時における社会福祉施設への要配慮者 

の受入れに関する協定書 

 

 

 軽米町（以下「甲」という）社会福祉法人（以下「乙」という）は、災害時に在宅で生活、あるいは

、他の施設に入所している要配慮者の受入れに関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、不時の災害発生時（地震・風水害・火災等）に要配慮者が避難を余議なくされた

場合に、甲が乙の運営する施設に対し、協力を申請する際に必要な事項を定める。 

（受入施設） 

第２条 乙が災害時に要配慮者を受入れる施設は別紙のとおりとする。 

（受入期間） 

第３条 受入期間は、乙が甲の要請を受け、受入れを決定した時から、甲が指示するときまでとする。 

（受入対象者） 

第４条 受入れの対象となる者は、甲が指定した要配慮者及びその介護者（以下「要配慮者等」という

）とする。 

（受入責任者） 

第５条 乙は、あらかじめ、受入責任者を定め、甲に通知するものとする。 

（受入手続き） 

第６条 受入れの際の手続きは、次のとおりとする。 

１ 甲は、災害が発生し、自宅等から避難する必要が生じた要配慮者等や、避難所に避難した要配慮者

等が避難所での生活が困難と認められる場合、及び社会福祉施設が被災し入所者を引き続き入所させ

ることが困難と認められる場合には、直ちに乙の受入責任者に対し、口頭又は書面により、次の事項

を明らかにして受入要請を行うものとする。 

 (１) 要配慮者等の人数 

 (２) 要配慮者等の氏名、住所、心身の状況 

 (３) 身元引受人の氏名、住所、連絡先 

 (４) 受入期間 

２ 受入責任者は、受け入れ可能な要配慮者等を直ちに決定し、甲に口頭又は書面により、連絡すると

ともに、受け入れの準備を行うものとする。 

 （受入可能人数の事前把握） 

第７条 甲は、乙が受入れ可能な要配慮者等の人数について、乙の協力を得て、定期的に把握するもの

とする。 

（他の市町村からの受入要請） 

第８条 甲は、他の市町村から受入要請があった場合には、必要に応じて、乙に協力するものとする。  

（費用） 

第９条 甲の要請により、乙が提供した生活物資及び移送に要した費用は、甲が負担するものとする。 

 （疑義等の解決） 
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第10条 この協定に定めない事項、及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度甲乙双方で協

議して定めるものとする。 

 

 

 この協定を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれその１通を保有する。 

 

 

 

（甲） 軽米町大字軽米第10地割85番地 

軽米町 

軽米町長  山 本 賢 一   印 

 

 

（乙） 下記一覧のとおり 

 

 

住 所 法 人 名 施 設 名 
代表者名 

（締結時） 

軽米町大字上舘第

１地割78－１ 

社会福祉法人  

軽米町社会福祉協議会 

特別養護老人ホーム 

いちい荘 

会長  

菅原 皓文 

軽米町大字軽米６

－89－１ 

社会福祉法人 

麗沢会 

介護老人保健施設 

花の里かるまい 

施設長  

生田 孝雄 

軽米町大字山内第

12地割字太田向96

－２ 
社会福祉法人 

桂泉会 

住宅複合型施設 

くつろぎの家 

園長 

小笠原 則子 

軽米町大字山内12

地割89－７ 

障害者支援施設 

太陽荘 

園長 

佐藤 京子 
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３－13－３ 福祉避難所一覧 

 

 

No． 施設名称 施設住所 電話番号 法 人 名 

１ 
特別養護老人ホーム 

いちい荘 

〒028-6302 

軽米町大字軽米 9-53-3 
46-3130 

社会福祉法人 

軽米町社会福祉協議会 

２ 
介護老人保健施設 

 花の里かるまい 

〒028-6302 

軽米町大字軽米 6-89-1 
46-4646 

社会福祉法人 

麗沢会 

３ 
在宅複合型施設 

 くつろぎの家 

〒028-6222 

軽米町大字山内 12-96-2 
47-2351 

社会福祉法人 

桂泉会 
４ 

障害者支援施設 

 太陽荘 

〒028-6222 

軽米町大字山内 12-89-7 
47-2316 
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３－13－４ 避難所施設利用に関する協定書 

 

〔令和 6年 10月 15日様式追加〕 

軽米町長（以下「甲」という。）と岩手県農業研究センター県北農業研究所長（以下「乙」という。）

とは、次のとおり災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）による指定緊急避難場所及び指定避難所

（以下「避難所等」という。）としての施設利用に関する協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定書は、災害時において、甲が乙の管理する施設の一部を避難所等として利用すること

について必要な事項を定めることを目的とする。 

（避難所等として利用できる施設の周知） 

第２条 甲は、乙の管理する施設のうち避難所等として利用できる施設の範囲を地域住民に周知するよ

う必要な措置を講ずるものとする。 

（避難所等の開設） 

第３条 甲は、災害時において避難所等として開設する必要が生じた場合、乙の指定した場所を開設す

ることができる。 

（開設の通知） 

第４条 甲は、前条の規定に基づき避難所等を開設する際、事前に乙に対しその旨を文書または口頭で

通知するものとする。 

（避難所等の管理） 

第５条 避難所等の管理運営は、甲の責任において行うものとする。 

２ 避難所等の管理運営について、乙は甲に協力するものとする。 

（費用負担） 

第６条 甲は、避難所等の管理運営にかかわる費用を負担するものとする。 

（開設期間） 

第７条 避難所等の開設期間は、災害発生の日から７日以内とする。ただし、状況により期間を延長す

る必要がある場合、甲は乙と協議するものとする。 

（避難所等解消への努力） 

第８条 甲は、乙が業務に支障をきたさないよう配慮するとともに、当該避難所等の早期解消に努める

ものとする。 

（避難所等の終了） 

第９条 甲は、乙の管理する施設を避難所等として終了する際は、乙に避難所等使用終了届を提出する

とともに、その施設を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。 

（協定の有効期間） 

第１０条 この協定の有効期間は、平成２７年３月２５日から平成２８年３月３１日までとする。ただ

し、この協定の有効期間満了の１か月前までに、甲または乙のいずれからも何らかの意思表示がない

ときは、当該有効機関満了の日の翌日から起算して１年延長するものとし、以後もまた同様とする。 

（施設の現状に重要な変更を加えようとするときの届出） 

第１１条 乙は、避難所等となる施設に次の各号に該当する変更を加えようとするときは、甲に対し、

変更の内容を記載した届出書を提出するものとする。 
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（１）指定緊急避難場所として受け入れるべき室等の総面積の 10分の１以上の面積の増減を伴う変

更 

（２）改築又は増築による構造耐力上主要な部分の変更 

（協議） 

第１２条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ、定めるものとする。 

 

甲と乙は、この協定を証するため、本書２通を作成し、それぞれ記名押印のうえ、各１通を保有する

ものとする。 

 

附 則 

１ この協定は、平成２７年３月２５日から施行する。なお、平成２６年１月２０日付けで甲と乙の間

において締結した避難所施設利用に関する協定は、本協定が締結した前日をもってその効力を失うも

のとする。 

２ 避難所等開設の場合の収容人数は、次の各号の人数を目途とする。 

（１）指定緊急避難場所として開設する場合： １５０人 

（２）指定避難所として開設する場合   ：  ９０人 

３ 第３条で乙が指定する場所は、本協定に添付した施設見取り図で示した場所とする。 

４ 避難所等開設に伴う資機材の整備・設置等は甲と乙で別途協議して決めるものとする。 

５  

 

平成２７年３月２５日 

 

甲 九戸郡軽米町大字軽米第１０地割８５番地 

 

         軽米町長 山 本 賢 一 

 

乙 九戸郡軽米町大字山内第２３地割９番地１ 

  岩手県農業研究センター県北農業研究所長 

              及 川 一 也 
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岩手県農業研究センター県北農業研究所本館見取り図 
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様式第１号（第４条関係） 

 

第   号 

年 月 日 

 

 

             殿 

 

 

軽米町長 

 

避 難 所 等 開 設 要 請 書 

 

避難所施設利用に関する協定書第４条の規定により、避難場所等として、下記のとおり開設

されることを要請します。 

 

記 

 

開 設 日 時 年 月 日 時から   年 月 日 時まで 

使 用 施 設 

 

指定緊急避難場所[         ] 

 

指定避難所   [         ] 

 

利 用 人 数              名 

そ の 他 

 

 

 

 

  ※指定緊急避難場所：洪水などの危険が切迫した状態において、生命の安全確保を目的とし

て緊急に避難する場所 

  ※指定避難所：被災後に自宅を失った人、自宅に戻れない人が一定期間避難生活を送る場所 

 

※連絡先：軽米町災害対策本部厚生部衛生班 

担当 町民生活課 電話 46-2111（内線105.104.290） 
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様式第２号（第７条関係） 

第   号 

年 月 日 

 

 

             殿 

 

 

軽米町長 

 

 

避難所等使用許可期限延長協議書 

このことについて、避難所施設利用に関する協定書第７条の規定により、下記のとおり避難

所等使用許可期限の延長を協議します。 

 

記 

 

１ 使用施設名 

 

２ 延長日時の予定 

年 月 日  時から 

年 月 日  時まで 

 

３ 利用人数      名 

 

４ 延長の理由 

 

５ 連絡先  軽米町災害対策本部厚生部衛生班 

担当 町民生活課 電話 46-2111（内線105.104.290） 
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様式第３号（第９条関係） 

第   号 

年 月 日 

 

 

                 殿 

 

 

軽米町長 

 

 

避 難 所 等 使 用 終 了 届 

 

避難所施設利用に関する協定書第９条の規定により、災害時における避難所等の使用につい

て、下記のとおり終了します。 

なお、協定書に基づき、施設を現状に復し、引き渡します。 

 

記 

 

１ 終了日時     年 月 日 時 まで 

 

２ 引渡し予定日時  年 月 日 時 まで 

 

３ 連絡先 

     軽米町災害対策本部厚生部衛生班 

担当 町民生活課 電話 46-2111（内線105.104.290） 
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様式第４号（第11条関係） 

年 月 日 

 

 

軽米町長 様 

 

 

住所 

名称 

代表者の氏名 

 

 

指定緊急避難場所・指定避難所の重要変更について（届出） 

 （指定緊急避難場所・指定避難所）に指定されている施設について、下記のとおり重要な変更

を加えるため、避難所施設利用に関する協定書第11条の規定に基づき届出ます。 

 

記 

 

届 出 該 当 条 項 
□ 第11条第１号 

□ 第11条第２号 

重要変更を加える

室 等 の 名 称 

 

変 更 内 容 

 

 

 

 

変 更 時 期  年 月 日から 

変更による避難者

へ の 影 響 

※ 

  ※ 年 月 日より○○室の使用不可、使用制限などを記入 
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３－13－５ 災害時における避難所等としての施設利用に関する覚書 

 

軽米町（以下「甲」という。）と岩手県立軽米高等学校（以下「乙」という。）は、軽米町内

に発生した地震、大規模火災その他による災害（以下「災害」という。）が発生し又は発生す

るおそれがある場合において、災害対策基本法第49条の４の規定による指定避難所及び指定緊

急避難場所（以下「避難所等」という。）として利用することに関して、次のとおり覚書を締

結する。 

 

（目的） 

第１条 この覚書は、災害時において甲が乙の管理する学校施設の一部を、避難所等として利用

することについて、必要な事項を定めることを目的とする。 

（施設利用等の内容） 

第２条 避難所等として、甲が乙に対して行う施設利用等は次のとおりとする。 

名 称 所  在  地 

第１体育館 岩手県九戸郡軽米町大字軽米第９地割34番地１ 

第２体育館 

柔剣道場 

セミナーハウス 

（施設利用の要請） 

第３条 甲は、第３条の規定に基づき避難所等を開設する場合は、事前にその旨を避難所等開設

要請書（様式第１号）により、乙に対し通知するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、避難所等を早急に開設する必要があるときは、次に掲げる事項を

明らかにし、電話等により要請し、後日速やかに当該文書を送付するものとする。 

（１） 施設利用等の範囲 

（２） 施設利用等の期間 

（３） その他必要と認める事項 

３ 乙は、甲が施設に避難所等を開設する以前に町民が避難してきたことを現認した場合は、甲

へその旨通報するものとする。甲は、乙から通報を受けた場合は速やかに甲の職員を派遣する

ものとする。 

４ 乙は、甲から施設利用等の要請を受けたときは、学校運営に支障のない範囲で施設利用等に

協力するものとする。 

５ 避難所等の利用に付随し、乙の承諾を得て、学校設備、備品、機器類等を甲が利用すること

。 

（町職員の派遣及び避難所等の開設） 

第４条 甲は、避難所を開設したときは職員を配置し、責任者を置くものとする。 

２ 避難所の開設は、乙の協力を得て、甲の派遣した町職員が行うものとする。 

３ 避難所の管理及び運営は、甲の派遣した町職員、乙の職員及び避難者で組織された避難所運

営委員会が連携して行うものとする。 

４ 甲は、避難所等を開設している期間、飲料水、食料等の手配を行うとともに、平等かつ能率

的な配給を実施するものとする。 

（開設期間） 

第５条 避難所等の開設期間は、原則として災害発生の日から14日以内とする。ただし、災害の

状況により期間を延長する必要がある場合は、甲は乙に対して避難所等使用許可期限延長申請

書（様式第２号）により、期間の延長を申請するものとする。 

（避難所等解消への努力） 

第６条 甲は、乙が早期に教育活動を再開できるよう配慮するものとする。 

（避難所等の返還） 

第７条 甲は、避難者の減少等により乙の管理する学校施設及び乙の学校設備、備品、機器類等

の利用の範囲を縮小するときは、避難所等の集約を図り、段階的に乙の管理する学校施設及び

乙の学校設備、備品、機器類等を乙に返還するものとする。 
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２ 甲は、避難所等としての利用を終了するときは、乙に避難所等使用終了届（様式第３号）を

提出するとともに、その施設を現状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。 

（費用負担） 

第８条 避難所等の施設使用料は免除とする。ただし、管理運営に係る費用及び避難者によって

避難所等に生じた損害は、甲が負担をするものとし、その金額等については甲乙協議して定め

る。 

（使用中の事故に対する責任） 

第９条 乙は、避難所等の使用に伴い発生した事故等に対する責任を一切負わないものとする。

ただし、乙の責に帰すべき事由による事故等については、この限りではない。 

（連絡体制） 

第10条 甲及び乙は、連絡体制（様式第４号）を定め、災害時における連絡体制を整えるものと

する。 

２ 前項の連絡体制に変更が生じた場合は、甲及び乙は、速やかに報告するものとする。 

（施設の重要な変更） 

第11条 乙は、施設の改築及びその他の事由により、施設の規模及び機能に重要な変更が生じる

場合又は何らかの事情により施設の使用が不可能となる場合は、甲にその旨を連絡するものと

する。 

（協議） 

第12条 この覚書の各条項の解釈について疑義を生じたとき、またはこの覚書に定めのない事項

については、甲、乙協議して定めるものとする。 

 

（覚書の有効期間） 

第13条 この覚書の有効期間は、覚書締結の日から令和７年３月31日までとする。ただし、有効

期間満了の日の１箇月前までに甲、乙いずれからも終了の申出がないときは、更に１年間延長

されたものとみなし、以後もこの例による。 

 

この覚書の成立を証するため、本書を２通作成し、甲、乙記名押印の上、各自その１通を保

有する。 

 

令和６年10月９日 

 

 

甲 岩手県九戸郡軽米町大字軽米第10地割85番地 

軽 米 町 

軽米町長 山 本 賢 一 

 

 

乙 岩手県九戸郡軽米町大字軽米第９地割34番地１ 

岩手県立軽米高等学校 

校  長 亀 山  丈 
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様式第１号（第３条関係） 

 

第   号 

年 月 日 

 

 

             殿 

 

 

軽米町長 

 

避 難 所 等 開 設 要 請 書 

 

災害時における避難所等としての施設利用に関する覚書第３条の規定により、避難場所等と

して、下記のとおり開設されることを要請します。 

 

記 

 

開 設 日 時 年 月 日 時から   年 月 日 時まで 

使 用 施 設 

 

指定緊急避難場所[         ] 

 

指定避難所   [         ] 

 

利 用 人 数              名 

そ の 他 

 

 

 

 

  ※指定緊急避難場所：洪水などの危険が切迫した状態において、生命の安全確保を目的とし

て緊急に避難する場所 

  ※指定避難所：被災後に自宅を失った人、自宅に戻れない人が一定期間避難生活を送る場所 

 

※連絡先：軽米町災害対策本部厚生部衛生班 

担当 町民生活課 電話 46-2111（内線105.104.290） 
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様式第２号（第５条関係） 

第   号 

年 月 日 

 

 

             殿 

 

 

軽米町長 

 

 

避難所等使用許可期限延長申請書 

このことについて、災害時における避難所等としての施設利用に関する覚書第５条の規定に

より、下記のとおり避難所等使用許可期限の延長を申請します。 

 

記 

 

１ 使用施設名 

 

２ 延長日時の予定 

年 月 日  時から 

年 月 日  時まで 

 

３ 利用人数      名 

 

４ 延長の理由 

 

５ 連絡先  軽米町災害対策本部厚生部衛生班 

担当 町民生活課 電話 46-2111（内線105.104.290） 
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様式第３号（第７条関係） 

第   号 

年 月 日 

 

 

                 殿 

 

 

軽米町長 

 

 

避 難 所 等 使 用 終 了 届 

 

災害時における避難所等施設利用に関する覚書第７条の規定により、災害時における避難所

等の使用について、下記のとおり終了します。 

なお、覚書に基づき、施設を現状に復し、引き渡します。 

 

記 

 

１ 終了日時     年 月 日 時 まで 

 

２ 引渡し予定日時  年 月 日 時 まで 

 

３ 連絡先 

     軽米町災害対策本部厚生部衛生班 

担当 町民生活課 電話 46-2111（内線105.104.290） 
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様式第４号（第10条関係） 

 

 連絡体制 

 

１．軽米町  

組織名 軽米町 

所在地 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米第10地割85番地 

担当部署  

電話番号  

ＦＡＸ   

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

 

担当者 

職氏名 

第１順位 
 電話番号 

(休日・夜間) 

 

第２順位 
 電話番号 

(休日・夜間) 

 

第３順位 
 電話番号 

(休日・夜間) 

 

 

 

２．岩手県立軽米高等学校  

組織名 岩手県立軽米高等学校 

所在地 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米第９地割34番地１ 

担当部署  

電話番号  

ＦＡＸ   

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

 

担当者 

職氏名 

第１順位 
 

 

電話番号 

(休日・夜間) 

 

 

第２順位 
 電話番号 

(休日・夜間) 

 

 

 
第３順位 

 電話番号 

(休日・夜間) 
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３－13－６ 特設公衆電話の設置・利用に関する覚書 

 

軽米町（以下「甲」という。）と東日本電信電話株式会社（以下「乙」という。）は、災害が発

生した際に乙の提供する非常用電話（以下「特設公衆電話」という。）の設置及び利用・管理等

に関し、次のとおり覚書を締結する。 

（目的） 

第１条 本覚書は、災害の発生時において、甲乙協力の下、被災者等の通信の確保を目的とする

。 

（用語の定義） 

第２条 本覚書に規定する「災害の発生」とは、災害救助法(昭和22年法律第118号。その後の改

正を含む。)第２条に規定する政令で定める程度の災害、または同様の事象の発生により社会

の混乱が発生していることをいう。 

２ 本覚書に規定する「特設公衆電話」とは、甲乙協議の上定めた設置場所に電気通信回線及び

電話機接続端子を敷設し、災害の発生時に電話機を接続することで被災者等へ通信の提供を可

能とするものをいう。 

（特設公衆電話の設置場所及び設置箇所） 

第３条 特設公衆電話の設置に係る設置場所（住所・地番・建物名をいう。以下同じ。）及び電

気通信回線数については甲乙協議の上、乙が決定することとする。 

２ 特設公衆電話の設置に係る設置箇所（設置場所の建物内における特設公衆電話を利用する場

所をいう。以下同じ。）については、甲乙協議の上甲が決定するものとする。 

３ 本条第１項及び第２項における設置場所、設置箇所及びこれらに付随する設置に係る必要な

情報（以下「設置場所等情報」という。）は甲乙互いに保管するものとする。なお、保管にあ

たっては、甲乙互いに情報管理責任者を任命し、その氏名を別添１に定める様式をもって相互

に通知することとする。 

（通信機器等の管理） 

第４条 甲は、特設公衆電話の配備に必要な設備において、配管・引込み柱・端子盤等を甲の費

用負担で設置するものとする。 

２ 甲は、災害の発生時に特設公衆電話を即座に利用が可能な状態となるよう、甲所有の電話機

を適切な場所に保管の上、管理することとする。 

（電話回線等の配備） 

第５条 乙は、特設公衆電話の配備に必要な設備において、屋内配線（モジュラージャックを含

む。以下同じ。）を乙の費用負担でもって設置することとする。 （移転、廃止等） 

第６条 甲は、特設公衆電話の設置された場所の閉鎖、移転等の発生及び新たな設置場所が発生

した場合は、速やかにその旨を乙に書面をもって報告しなければならない。 

２ 前項の設置に係る費用については、第４条及び第５条に基づき行うものとする。ただし、設

置箇所の移動に係る費用については甲の費用負担でもって行うものとする。 

（利用の開始） 

第７条 特設公衆電話の利用の開始については乙が決定するものとし、甲は特設公衆電話を速や

かに設置し、被災者等の通信確保に努めるものとする。 

ただし、設置場所の存在する地域において、特設公衆電話の設置場所が避難所となる場合に

おいては、甲の判断により、利用を開始することができるものとし、甲は乙に対し特設公衆電

話の利用を開始した設置場所等情報を通知するものとする。 

（利用者の誘導） 

第８条 甲は、特設公衆電話を開設した場合、利用者の適切な利用が行われるよう、可能な限り

利用者の誘導に努めるものとする。 

（利用の終了） 

第９条 特設公衆電話の利用の終了については甲乙協議の上、乙が決定するものとし、甲は特設

公衆電話を速やかに撤去するものとする。 

ただし、乙が利用終了を通知する前に、避難所を閉鎖した場合においては、甲はすみやかに

特設公衆電話を撤去し、甲は乙に対し撤去した場所の連絡を行うこととする。 

（設置場所の公開） 
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第10条 乙は、災害時の通信確保のために、特設公衆電話の設置場所等情報について、甲と協議

の上、乙のホームページ上で公開するものとする。 

（定期試験の実施） 

第11条 甲及び乙は、年に１回を目安として、災害発生時に特設公衆電話が速やかに設置できる

よう、別紙２に定める接続試験を実施するものとする。 

（故障発見時の扱い） 

第12条 甲及び乙は、特設公衆電話を設置する電気通信回線について何らかの異常を発見した場

合は、速やかに相互に確認しあい、故障回復に向け協力するものとする。 

（目的外利用の禁止） 

第13条 甲は、第7条に規定する利用の開始及び第11条に規定する定期試験を除き、特設公衆電

話の利用を禁止するものとする。 

２ 乙は特設公衆電話の利用状況について、定期的に検査することとする。 

３ 甲は、乙より目的外利用の実績の報告があった場合は、速やかに当該利用が発生しないよう

措置を講じ、その旨を乙に報告するものとする。 

４ 前項の措置にかかわらず、甲の目的外利用が継続する場合は、抜本的な措置を甲乙協議の上

講ずるものとする。この場合において、特設公衆電話の撤去を行うこととなった場合は、撤去

に関する工事費用等及び甲が目的外利用により発生した分の利用料は、甲が負担するものとす

る。 

（機密保持） 

第14条 甲及び乙は、本覚書により知り得た相手方の営業上、技術上の機密を、その方法手段を

問わず、第三者に漏洩してはならない。この義務は、本覚書終了後も同様とする。 

（協議事項） 

第15条 本覚書に定めのない事項又は本覚書の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協

議の上定めるものとする。 

 

本覚書を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自がその１通を保有する。 

 

 

 

 

平成２８年１２月 １日 

 

 

甲 軽米町 

代表者 軽米町町長  

  山 本 賢 一 

 

乙 岩手県盛岡市中央通１丁目２－２ 

東日本電信電話株式会社 宮城事業部 

岩手支店長 

栗 田 均 
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３－14－１ 災害時における「医薬品等」の優先供給に関する協定書 

 

 軽米町（以下「甲」という。）と○○○○薬局（以下「乙」という。）との間において、地震・

風水害等により、町内に大規模な災害の発生（以下「災害」という。）が発生した場合に、町民

生活の確保等、円滑な災害応急対策の遂行のため、医薬品等の優先供給に関し、次のとおり協定

を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、地震、風水害等により、軽米町内で大規模な災害が発生した場合に、軽米

町地域防災計画に基づき、民間協力の一環として、○○○○薬局の積極的な協力を得るために

必要な事項を定め、もって災害時における円滑な応急対策を図ることを目的とする。 

（要請） 

第２条 甲は、災害時におけて、乙に医薬品等の調達する必要が生じたときは、乙に対して、調

達が可能な医薬品等の供給を要請することができる。 

（供給の実施） 

第３条 乙は、前条の規定により供給の要請を受けたときは、甲に対して優先的に医薬品等を供

給するものとする。 

２ 甲の乙に対する要請手続は、様式第１号をもって行うものとする。ただし、緊急を要すると

きは、口頭又は電話等をもって要請し、事後文書を提出するものとする。 

３ 甲と乙は、連絡態勢、連絡方法、連絡手段について、支障をきたさないよう常に点検、改善

に努めるものとする。 

（医薬品等の集積場所） 

第５条 医薬品等の集積場所は、甲が状況に応じ指定するものとする。ただし、乙が配達が困難

なときは、甲又は甲の指定するものが行うものとする。 

（医薬品等の価格、支払い） 

第６条 第２条の医薬品等の対価及び乙が行った配達等の費用については甲が負担するものとす

る。 

２ 前項に規定する費用は、乙が商品の供給及び配達終了後、乙の提出する出荷確認書等に基づ

き災害直前における価格を基準とし甲、乙協議のうえ速やかに決定し支払を行うものとする。 

（協議） 

第７条 この協定に定める事項を円滑に推進するため、甲及び乙は定期的に協議を行うものとす

る。 

（有効期限） 

第８条 この協定の有効期限は、協定を締結した日から効力を発し。甲は乙から文書をもって協

定の終了を通知しない限り、その効力を持続するものとする。 

（疑義の解釈） 

第９条 この協定に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、その都度甲乙協議して定

めるものとする。 

 

 

平成○○年○○月○○日 

 

                   甲 岩手県九戸郡軽米町大字軽米第10地割85番地 

                     軽米町 

                      軽米町長  

 

                   乙 協定締結団体名 
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様式１ 

 

年  月  日 

 

                様 

 

  

 

軽米町長  

 

災害時における医薬品等供給の要請書 

 

電話による連絡の日時 年  月  日  時  分 

要請する医薬品等の種類

及び数量 

 

品    目 数量 単位 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

搬入先 

所在地 

名称                電話 

現地担当者名 

搬入希望日時 年  月  日  時  分 

連絡担当者                   電話 

備  考  

指定店に配布するステッカー 

 

 

 

  

災害時供給ステーションの店 
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３－14－２ 災害時の医療救護活動関する協定書 

（平成 10年 12月 11日 協定書一部変更） 
軽米町（以下「甲」という。）と社団法人二戸医師会（以下「乙」という。）とは、災害が発生した場合

の医療救護活動について、次のとおり協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、軽米町地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき甲が乙の協力を得て行う

医療救誤活動を円滑に実施するため、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

（医療救護班の派遣） 

第２条 甲は、防災計画に基づく医療救謨活動を行う必要が生じたときは、乙に対し、医師、看護師等で

編成する医療救護班（以下「医療救護班」という。）の派遣を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の規定により甲の要請を受けたときは、直ちに、医療救護班を甲の指定する場所に派遣す

るものとする。 

（自主出動） 

第２条の２ 乙は、甲と連絡がとれないとき又は派遣の要請を待ついとまがないときは、自主的に被災地

の情報収集を行い、その結果、緊急に医療班を派遣する必要があると認めた場合は，自主的に医療班を

編成して、派遣することができる。 

２ 乙は，前項の規定により医療班を派遣したときは，遅滞なく甲に報告するものとする。 

３ 乙が前項の規定により派遣した後において、甲が前条に基づき医療救護班の派遣が必要と認めたとき

は、乙が派遣したときに要請があったものとみなす。 

（医療救誰班の業務) 

第３条 医療救護班の業務は、次のとおりとする。 

（１） 傷病者に対する応急処置 

（２） 後送医療施設への転送の要否及び転送順位の決定 

（３） 助産 

（４） 死亡の確認 

（医療救護班の輪送） 

第４条 甲は、医療救護活動が円滑に実施できるよう、医療救護班の輪送について必要な措置をとるもの

とする。 

(救護所の設置) 

第５条 甲は、災害の状況により必要に応じて救護所を設置する。 

２ 甲は、前項に定めるもののほか、災害の状況により必要と認めたときは、医療救護活動が可能な被災

地周辺の医療施設に乙の協力を得て救護所を設置する。 

(使用医薬品等) 

第６条 医療救護活動に使用する医薬品、医療材料その他医療関係物品（以下「医薬品等」という。）は

、当該医療救護班が携行するもののほか、甲が供給するものとする。 

 

（救護所における給食等）  

第７条 救護所において必要とする給食及び給水は、甲が行う。 

（医療費） 

第８条 救護所における医療費は、無料とし、患者に対しては請求しないものとする。 

２ 後送医療施設における医療費は、患者が負担する。 

（費用弁償） 

第９条 甲は、次の各号に揚げる費用(甲の要請に基づき乙が医療救護活動を実施したときに要する費用に

限る。)について、当該各号に定める額を負担する。 

（１） 医療救護班を派遣したときの人件費、災害救助法(昭和22年法律第118号)の規定に基づく実費弁

償の程度を基準として、甲、乙協議して定める額 

（２） 医療救護班が調達した医薬品等を使用したときのその使用した医薬品等の費用、実費の額 

（３） 後送医療施設及び救護所において行った医療救護活動に伴い、当該後送医療施設及び救護所の

施設又は設備を損傷したときの当該施設又は設備の原状回復に要する費用、実費の額 

（扶助費） 

第10条 甲は、医療救護班の医師、看護師等が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡し

たときは、災害救助法の規定に基づき支給される扶助金の例により扶助費を支給する。 
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（医事紛争の措置） 

第11条 医療救護班が医療救護活動により患者との間に医事紛争が生じたときは、乙は、直ちに甲に連絡

するものとする。 

２ 甲は、前項の連絡を受けたときは速やかに調査し、乙と協議の上誠意をもって解決のため適当な措置

を請ずるものとする。 

（報告） 

第12条 乙は、医療救護活動終了後速やかに甲の定めるところにより医療救護活動従事者の氏名及び人数

その他医療救護活動の内容を、甲に報告するものとする。 

（費用等の請求） 

第13条 乙は、第９条の費用及び第10条の扶助費(以下「費用等」という。)を請求するときは、甲の定め

るところにより行うものとする。 

（支払） 

第14条 甲は、前条の規定により費用等の請求があったときは、その内容を審査し、適当であると認めた

ときは、その費用等を乙に支払うものとする。 

（協議） 

第15条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲、乙協議して

定める。 

（協定期間） 

第16条 この協定の有効期間は、昭和63年12月20日から昭和64年３月31日までとする。ただし、この協定

の有効期間満了前１ケ月までに甲、乙いずれかから何ら意志表示がないときは、更に期間溝了の日の翌

日から１年間この協定を更新するものとし、以後この例による。 

 

この協定の締結の証として、本書２通を作成し、甲、乙記名押印して、それぞれの１通を保有するものと

する。 

昭和63年12月20日 

甲 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85 

           軽米町長 内 澤 昭 治 

 

 

 

 

  

社団法人二戸医師会 

会 長 小原 文雄 
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３－14－３ 災害時における医療救護活動に関する協定書 

 

軽米町（以下「甲」という。）と二戸薬剤師会（以下「乙」という。）とは、災害時の医療救護

活動について、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、軽米町地域防災計画に基づき、災害救助法（昭和22年法律第 118号）が適

用されないとき又は災害救助法が適用されるまでの間の甲が乙の協力を得て行う医療救護活動

を円滑に実施するため、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

（要請） 

第２条 甲は、防災計画に基づく医療救護活動を行う必要が生じたときは、乙に対し、次の業務

を要請できるものとする。 

 （１） 薬剤師の派遣 

 （２） 甲が行う医療救護活動に対する医薬品の供給 

 （３） 医薬品を中心とした災害支援物資の受領、管理、仕分け及び配送 

２ 乙は、前項第１号の要請があったときは、甲の指定した場所に、速やかに薬剤師を派遣する

ものとする。 

（薬剤師の業務） 

第３条 薬剤師の業務は、次のとおりとする。 

（１） 救護所等における傷病者等に対する調剤及び服薬指導 

（２） 救護所及び集積場所等における医薬品等の仕分け及び管理 

（３） その他、消毒方法、医薬品の使用方法等の薬学的指導 

２ 派遣薬剤師が使用する医薬品等は、当該薬剤師が携行する医薬品等とする。ただし、備える

医薬品等がなく、又は不足したときは、甲が供給する。 

３ 派遣薬剤師の調剤費は、無料とする。 

（薬剤師に対する指揮等） 

第４条 派遣薬剤師に対する指揮命令及び医療救護活動に係る連絡調整は、甲の指定する者が行

う。 

（体制整備） 

第５条 乙は、災害時に迅速な対応がとれるよう、組織内の連絡、派遣体制の整備に努めるもの

とする。 

 （情報の交換） 

第６条 甲及び乙は、平常時から災害時の対応等について必要な協議及び情報の交換に努めるも

のとする。 

 （訓練） 

第７条 甲及び乙は、災害時に備えた訓練を実施し、災害時に適切な対応ができるように努める

ものとする。 

（費用の弁償等） 

第８条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動等を実施した場合に要する次の費用は、甲が負

担するものとする。ただし、災害救助法適用の際は、この限りではない。 

（１） 薬剤師の派遣に関する費用 

（２） 派遣薬剤師が携行し、使用した医療品等の実費 

（３） 派遣薬剤師が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の扶助

金 

（４） 乙が供給した医薬品等の実費 

（５） 乙の会員が供給した医薬品等の実費並びに乙の取りまとめの経費 
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（６） 前各号に該当しない費用であって、この協定実施のために要したもの 

（医療紛争の措置） 

第９条 薬剤師班が医療救護活動により患者との医療紛争が生じたときは、乙は、直ちに甲に連

絡するものとする。 

２ 甲は、前項の連絡を受けたときは速やかに調査し、乙と協議のうえ誠意をもって解決のため

適当な措置を講ずるものとする。 

（報告） 

第10条 乙は、医療救護活動終了後速やかに甲の定めるところにより医療救護活動従事者の氏名

及び人数その他医療救護活動の内容を、甲に報告するものとする。 

（費用の請求等） 

第11条 乙は、第10条の費用を請求するときは、甲の定めるところにより行うものとする。 

２ 甲は、前条の規定により費用の請求があったときは、その内容を審査し、適当であると認め

たときは、その費用を乙に支払うものとする。 

（協議） 

第12条 本協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲、乙協

議して定めるものとする。 

（有効期間） 

第13条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和７年３月31日までとする。ただし、この

協定の有効期間満了の日の１月前までに、甲、乙いずれかから解除の申し出がないときには、

有効期間満了の翌日から更に１年間効力を有するものとし、以後も同様とする。 

 

 

この協定の締結の証として、本書２通作成し、甲乙署名の上、各自１通を保有する。 

 

令和６年11月８日 

 

甲 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10―85 

                軽米町 

 

軽米町長  山 本 賢 一    

 

 

 

乙 二戸市堀野字大川原毛89―1 

二戸薬剤師会 

 

会  長   金 澤  悟    
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３－14－４ 災害時の歯科医療救護に関する協定書 

 

 軽米町（以下「甲」という。）と二戸歯科医師会（以下「乙」という。）は災害時における歯科

医療救護について、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害救助法（昭和22年法律第118号）に基づき、甲が行う歯科に係る医療

救護（以下「歯科医療救護」という。）に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものと

する。 

（歯科医療救護班の派遣） 

第２条 甲は、歯科医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し歯科医療救護班の編

成及び派遣を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、直ちに歯科医療救護班を編成し、災害

現場等の救護所等に派遣するものとする。 

（自主出動） 

第３条 乙は、甲と連絡がとれないとき又は派遣の要請を待ついとまがないときは、自主的に被

災地の情報収集を行い、その結果、緊急に歯科医療救護班を派遣する必要があると認めた場合

は、自主的に歯科医療救護班を編成して、派遣することができる。 

２ 乙は前項の規定により歯科医療救護班を派遣したときは、遅滞なく甲に報告するものとする

。 

３ 乙が前項の規定により派遣した後において、甲が前条に基づき歯科医療救護班の派遣が必要

と認めたときは、乙が派遣したときに要請があったものとみなす。 

（災害歯科医療救護計画） 

第４条 乙は、前条の規定により歯科医療救護活動の円滑な実施を図るため、災害歯科医療救護

計画を策定し、これを甲に提出するものとする。 

（歯科医療救護班に対する指揮） 

第５条 歯科医療救護活動の総合調整を図るため、乙が派遣する歯科医療救護班に対する指揮は

、甲が指定する者が行う。 

（歯科医療救護班の業務） 

第６条 乙が派遣する歯科医療救護班は、甲が避難所及び災害現場等に設置する救護所において

歯科医療救護活動を行うことを原則とする。 

２ 歯科医療救護班の業務は次のとおりとする。 

⑴ 歯科医療を要する傷病者に対する応急処置 

⑵ 歯科医療を要する傷病者の収容歯科医療機関への転送の要否及び転送順位の決定 

⑶ その他必要とされる措置 

（医薬品等の提供） 

第７条 乙が派遣する歯科医療救護班が使用する医薬品等は、当該歯科医療救護班が携行するも

ののほか、甲が供給するものとする。 

（収容歯科医療機関の指定） 

第８条 乙は、甲が傷病者の収容歯科医療機関を指定しようとするときは、これに協力するもの

とする。 

（歯科医療費） 

第９条 救護所における歯科医療費は無料とする。 

２ 収容歯科医療機関における歯科医療費は、原則として患者負担とする。 

（費用の弁償等） 

第10条 甲の要請に基づき、乙が歯科医療救護活動を実施した場合に要する次の費用は、甲が負

担するものとする。 

⑴ 歯科医療救護班の編成及び派遣に要する経費 

⑵ 歯科医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費 

⑶ 歯科医療救護班員が歯科医療救護活動において負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合

の扶助金 

 ⑷ 前各号に該当しない費用であって、この協定実施のために要したもの 
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（細目） 

第11条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定める。 

（協議） 

第12条 この協定に定めのない事項、またはこの協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙

協議のうえ定めるものとする。 

（有効期間） 

第13条 この協定の有効期間は、締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協定の有効

期間満了の日の１月前までに、甲乙いずれからも何らかの意思表示がないときは、有効期間満

了の日の翌日から起算して１年間この協定は延長され、以降同様とする。 

 

この協定を証するため、本書２通を作成し甲乙両者署名のうえ、各自その１通を保有する。 

 

令和７年８月20日 

              甲 岩手県九戸郡軽米町大字軽米第10地割85番地 

                 軽米町 

                 代表者 軽米町長  

 

               乙 岩手県二戸市堀野字大畑 32番地１ 

     二戸歯科医師会 

                 会  長    
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３－15－１ 災害時における「生活必需品等」の優先供給に関する協定書 

 

 

 軽米町（以下「甲」という。）と○○○○商店（以下「乙」という。）との間において、地震・

風水害等により、町内に大規模な災害の発生（以下「災害」という。）が発生した場合に、町民

生活の確保等、円滑な災害応急対策の遂行のため、生活必需品等の優先供給に関し、次のとおり

協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、地震、風水害等により、軽米町内で大規模な災害が発生した場合に、軽米

町地域防災計画に基づき、民間協力の一環として、○○○○商店の積極的な協力を得るために

必要な事項を定め、もって災害時における円滑な応急対策を図ることを目的とする。 

（要請） 

第２条 甲は、災害時におけて、乙に生活必需品等の調達する必要が生じたときは、乙に対し

て、調達が可能な生活必需品等の供給を要請することができる。 

（供給の実施） 

第３条 乙は、前条の規定により供給の要請を受けたときは、甲に対して優先的に生活必需品等

を供給するものとする。 

２ 甲の乙に対する要請手続は、様式第１号をもって行うものとする。ただし、緊急を要すると

きは、口頭又は電話等をもって要請し、事後文書を提出するものとする。 

３ 甲と乙は、連絡態勢、連絡方法、連絡手段について、支障をきたさないよう常に点検、改善

に努めるものとする。 

（生活必需品等の集積場所） 

第５条 生活必需品等の集積場所は、甲が状況に応じ指定するものとする。ただし、乙が運搬を

困難なときは、甲又は甲の指定するものが行うものとする。 

（生活必需品等の価格、支払い） 

第６条 第２条の生活必需品等の対価及び乙が行った運搬等の費用については甲が負担するもの

とする。 

２ 前項に規定する費用は、乙が取扱商品の供給及び運搬終了後、乙の提出する出荷確認書等に

基づき災害直前における価格を基準とし甲、乙協議のうえ速やかに決定し支払を行うものとす

る。 

（協議） 

第７条 この協定に定める事項を円滑に推進するため、甲及び乙は定期的に協議を行うものとす

る。 

（有効期限） 

第８条 この協定の有効期限は、協定を締結した日から効力を発し。甲は乙から文書をもって協

定の終了を通知しない限り、その効力を持続するものとする。 

（疑義の解釈） 

第９条 この協定に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、その都度甲乙協議して定

めるものとする。 

 

 

○○年○○月○○日 

 

 

                   甲 岩手県九戸郡軽米町大字軽米第 10 地割 85番地 

                     軽米町 

                      軽米町長  

 

                   乙 協定締結団体名 
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様式１ 

 

年  月  日 

 

                様 

 

軽米町長  

 

災害時における生活必需品供給の要請書 

 

電話による連絡の日時 年  月  日  時  分 

要請する生活必需品の種

類及び数量 

 

品    目 数量 単位 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

搬入先 

所在地 

 

 

名称                電話 

 

 

現地担当者名 

搬入希望日時 年  月  日  時  分 

連絡担当者                   電話 

 

備  考 

 

 

 

 

 

 

指定店に配布するステッカー 

 

 

 

 

  

災害時供給ステーションの店 
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３－15－２ 災害時における廃棄物の処理等に関する協定書 

 

軽米町（以下、「町」という。）と岩手県産業廃棄物協会県北支部（以下、「県北支部」という

。）は、地震、水害等の大規模災害における災害廃棄物の処理等に関し、次のとおり協定を締結

する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、地震、水害等の大規模災害が発生した時（以下「災害時」という。）にお

ける災害廃棄物の撤去、収集及び運搬又は処分に関し、町が県北支部に協力を求めるに当たっ

て、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この協定において「災害廃棄物」とは、がれき（災害時に建物等の損壊により発生する

木くず、流木、コンクリート塊、金属くず、廃プラスチック等）、生活系ごみ（災害時に一時

的に大量に発生する生活ごみ及び粗大ごみ）等の廃棄物をいう。 

（協力要請） 

第３条 町は、次の各号の事項（以下、「災害廃棄物の処理等」という。）について、第４条の手

続きにより県北支部に協力を要請するものとする。 

（１） 災害廃棄物の撤去 

（２） 災害廃棄物の収集及び運搬 

（３） 災害廃棄物の処分 

（４） 前各号に伴う必要な事項 

（協力要請の手続き） 

第４条 町は、県北支部へ協力要請に当たっては、原則として要請内容を記載した書面をもって

行うものとする。 

ただし、緊急性を要し、書面によりがたい場合は口頭で要請し、後に速やかに書面で通知す

るものとする。 

（災害廃棄物の処理等の実施） 

第５条 県北支部は、前条の通知があったときは、必要な人員、車両、資機材等を調達し、町の

指示に従い、可能な限り災害廃棄物の処理等を実施するものとする。 

（実施報告） 

第６条 県北支部は、前条の規定により、町の指示に従い、災害廃棄物の処理等を実施したとき

は、次の各号に掲げる事項を書面で町へ報告するものとする。 

（１） 実施内容 

（２） その他必要な事項 

（情報の提供） 

第７条 町は、第３条の要請を行ったときは、災害廃棄物の処理等に円滑な協力を得ることがで

きるよう、県北支部に町内の被災、復旧状況等必要な情報を提供するものとする。 

２ 県北支部は、第３条の要請を受けたときは、災害廃棄物の処理等に関し協力が可能な支部会

員の状況を町に報告するものとする。 

（費用の負担） 

第８条 県北支部が第３条の要請を受けて実施した災害廃棄物の処理等に要した費用については

、町と県北支部で協議するものとする。 

（補償） 

第９条 第３条の要請に基づき県北支部が実施した災害廃棄物の処理等に従事した者が、負傷、

疾病、傷害又は死亡した場合の補償については、労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号

）、その他関係法令等によるものとする。 

（協会員の状況等の報告） 

第10条 県北支部は、この協定に定めるところにより協力が可能な協会員の状況をあらかじめ町

に報告するものとする。ただし、町が必要と認めた場合は県北支部に随時報告を求めるものと

する。 

２ 県北支部は、災害時における円滑な災害廃棄物の処理等を図ることができるよう、協力体制

並びに情報等の収集並びに伝達の体制の整備に努めるものとする。 
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（連絡窓口） 

第11条 この協定の業務に関する県北支部の連絡窓口は、岩手県産業廃棄物協会県北支部事務局

とする。 

（協議） 

第12条 この協定に定める事項に関して疑義等が生じた場合及びこの協定に定めるもののほか必

要な事項については、その都度町と県北支部で協議して定める。 

（有効期限） 

第13条 この協定の有効期限は、協定締結日から１年間とする。ただし、期間満了の日の１ヶ月

前までに、双方いずれからも書面による申し出が無いときは、期間満了の日の翌日から１年間

この協定は更新されたものとみなし、以降も同様とする。 

 

この協定を証するため本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

平成30年２月５日 

 

               岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85 

軽米町 

軽米町長 山 本 賢 一 

 

岩手県九戸郡九戸村大字江刺家第20地割48番地34 

岩手県産業廃棄物協会 県北支部 

県北支部長 兼田 忠康 
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３－15－３ 災害時における電動車両等の支援に関する協定書 

 

 軽米町（以下「甲」という。）、岩手三菱自動車販売株式会社（以下「乙」という。）及び三菱

自動車工業株式会社（以下「丙」という。）とは、災害時における電動車両等の支援に関し次の

条項により協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、軽米町内において災害（異常かつ激甚な非常災害をいう。以下同じ。）

の発生時に、甲、乙及び丙が相互に連携し、円滑な災害応急対策を実施することを目的とし

て、電動車両等の貸与について必要な事項を定めるとともに、平時においても電動車両の災

害の発生時における有用性を広く地域住民に周知し、甲、乙及び丙が共に理解醸成に努める

ものとする。 

（電動車両等の種類） 

第２条 乙が甲に対して貸与する電動車両等は、次に掲げるものとする。 

⑴ プラグインハイブリッド EV 

⑵ 電気自動車 

  ⑶ 前二号に掲げるもののほか、自動車からの外部給電に必要な機器 

（貸与の要請） 

第 3条 甲は、災害の発生時における応急対策のため、乙又は丙が保有する電動車両等（第 2

条に規定する電動車両等をいう。以下同じ。）の貸与を必要とする場合（行政区内から要請

があった場合を含む。）は、丙に対し電話等により当該貸与に係る要請を行うものとする。

この場合において、当該要請を受けた丙は、乙又は丙が貸与することが可能な電動車両等を

確認し、乙と調整の上、当該要請に係る対応について甲に連絡するものとする。 

（以下、電動車両等の貸与を行う者を「貸与者」という。） 

２ 前項に規定する連絡を受けた後、甲は、貸与者に対し、電動車両等の貸与について要請書

（様式１号）により要請するものとする。 

３ 貸与者は、前項の規定により要請があったときは、危険性を考慮し、業務に支障を来たさ

ない範囲で、貸与者が保有する電動車両等を甲に優先的に貸与するよう努めるものとする。 

４ 丙は、第 2項の規定により甲が要請する電動車両等の種類及び数量等に関し、貸与者が保

有する電動車両等を貸与することが困難な場合は、電動車両等の確保に努めるものとする。 

（電動車両等の引渡し等） 

第４条 貸与者は、前条第 2項の規定による要請を受け、電動車両等を甲に貸与する場合は、

甲の指定する場所に運搬し、電動車両等の種類・数量について確認の上で、甲が指定する者

に対して引渡しを行うものとする。 

２ 貸与者は、前項の規定により、電動車両等の引渡しを行った場合は、速やかに口頭又は電

話等により甲に連絡し、甲に対して報告書（様式２号）を提出するものとする。 

（貸与期間） 

第５条 電動車両等の貸与期間は、電動車両等の引渡し日から起算して１週間程度とする。た

だし、貸与期間を変更する必要がある場合は、甲乙丙協議の上、決定するものとする。 

（電動車両等の返却） 

第６条 貸与者が甲に貸与した電動車両等の返却時期及び返却場所については、甲乙丙協議の

上、決定するものとする。 

（費用負担） 

第７条 貸与期間中の電動車両等に係る費用(電気代、燃料代、その他消耗品等に係る費用を

いう。)については、甲が負担するものとする。 

２ 前項の費用は、発災直前における適正な価格を基礎として、甲乙丙協議の上、決定するも

のとする。 

（補償） 

第８条 貸与期間中に生じた電動車両等による損害の補償については、次のとおりとする。 

⑴  甲の責めに帰すべき事故により、第三者に与えた物的又は人的損害、もしくは電

動車両等に生じた損害については、甲が補償責任を負うものとする。ただし、当該

帰責事由が不明な場合は、甲乙丙協議の上、その賠償に当たるものとする。 
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 ⑵ 自動車保険が適用される場合は、次条の規定により取り扱うものとする。 

（保険について） 

第９条 貸与者は、電動車両等の貸与に当たり自らの負担により自賠責保険及び任意保険に加

入するものとし、甲は、貸与期間中に事故が発生した場合は、速やかに貸与者へその旨を連

絡し、加入している保険の適用を受けるものとする。 

２ 前項に規定する保険の適用に保険会社免責分（保険加入者負担分）が発生した場合は、原

則甲が負担するものとする。 

（費用の支払） 

第 10条 甲、乙及び丙は、この協定に基づく正当な費用について支払の請求があった場合

は、速やかに相手方に対してこれを支払うものとする。 

（使用上の留意事項） 

第 11条 甲は、貸与を受けた電動車両等を次のとおり使用するものとする。 

⑴ 貸与者が説明する使用方法を遵守し、できるだけ安全な場所で使用する。 

⑵ 原則として、軽米町内で使用する。 
⑶  故障又は何らかの原因により使用できなくなったときは、第 14条第３項 

の規定により、貸与者に速やかに連絡する。 

（電動車両等の管理） 

第 12条 甲は、第 4条に定める引渡しから第 6条に定める返却時まで、貸与された電動車両

等の使用者、使用場所、使用状況の把握に努めるものとする。 

（連絡責任者） 

第 13条 甲、乙及び丙は、この協定に関する連絡責任者を事前に定め、報告書（様式３号）

により相互に報告するものとする。当該連絡責任者に変更が生じた場合も同様とする。 

（電動車両等の情報提供） 

第 14条 乙及び丙は、甲から求められた場合は、災害時に電力供給が可能な電動車両等の情

報を甲に提供するものとする。 

２ 甲は、乙及び丙から求められた場合は、貸与された電動車両等の使用状況に関する情報

を、乙及び丙に提供するものとする。 

３ 甲は貸与期間中、電動車両等に不調が生じた場合等、災害応急対策を進めるに当たり問題

が生じた場合には、速やかに貸与者に連絡し、甲、乙及び丙で対応を協議するものとする。 

（平時の取組） 

第 15条 甲、乙及び丙は、平時においても電動車両の災害時における有用性を広く地域住民

に周知し、理解を醸成していくことに努めるものとする。 

２ 乙及び丙は、この協定に基づく協力体制が円滑に行われるよう、必要に応じて、甲が行う

防災訓練等に協力するものとする。 

３ 前項の防災訓練等の協力に要する費用は、原則として乙の負担とする。 

（不可抗力免責） 

第 16条 激甚な天変地異、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処

分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、交通の途絶、施設・設備の被災その他当事者の

責めに帰すことのできない不可抗力による協定の全部または一部の履行遅滞、履行不能また

は不完全履行については、当該当事者は責任を負わないものとする。 

（協議） 

第 17条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項は、甲乙丙協議の上、

定めるものとする。 

（有効期間） 

第 18条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和４年 3月 31日までとする。ただし、

この協定の有効期間満了の日の２月前までに、甲、乙又は丙のいずれからも書面による異議

の申出がない限り、有効期間満了の日の翌日から起算して更に１年間有効期間を延長するこ

ととし、以後も同様とする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書を３通作成し、甲乙丙それぞれ署名の上、各１通を保有す

るものとする。 
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令和３年７月 30日 

 

             甲 岩手県九戸郡軽米町大字軽米１０－８５ 

     軽米町 

      町長 山本 賢一 

 

             乙 岩手県盛岡市南仙北一丁目 24番 8号 

     岩手三菱自動車販売株式会社 

      代表取締役 千田 茂穂 

 

             丙 東京都港区芝浦三丁目 1番２１号 

三菱自動車工業株式会社 

取締役 代表執行役社長 加藤 隆雄 
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３－15－４ 災害時における物資供給に関する協定書 

 

軽米町(以下「甲」という。)とＮＰＯ法人コメリ災害対策センター(以下「乙」という。)は、

災害時における物資の供給に関し、次のとおり協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、地臓、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以

下「災害時」という。)において、甲が乙と協力して、物資を迅速かつ円滑に被災地へ供給す

るために必要な事項を定めるものとする。 

（協定事項の発効) 

第２条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が、災害対策本部を設置し、乙に

対して要請を行ったときをもって発動する。 

（供給等の協力要請) 

第３条 甲は、災害時において物資を調達する必要があると認めるときは、乙に調達が可能な物

資の供給を要請することができる。 

（調達物資の範囲) 

第４条 甲が、乙に供給を要請する物資の範囲は、次に掲げるもののうち、乙が調達可能な物資

とする。 

（１） 別表に掲げる物資 

（２） その他甲が指定する物資 

（要請の方法) 

第５条 第３条の要請は、調達する物資名、数量、规格、引渡場所等を記載した文書をもって行

うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、電話等で要請し、その後

速やかに文書を交付するものとする。 

（物資の供給の協力) 

第６条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、物資の優先供給に発めるものとす

る。 

２ 乙は、物資の供給を実施したときは、その供給の終了後速やかにその実施状況を報告響によ

り甲に報告するものとする。 

（引渡し等) 

第７条 物資の引渡場所は、甲が指定するものとし、その指定地までの運搬は、原則として乙が

行うものとする。ただし、乙が自ら運搬することができない場合は、甲が定める輸送手段によ

り運搬するものとする。 

２ 甲は、乙が前項の規定により物資を運撮する車両を優先車両として通行できるよう配慮する

ものとする。 

（費用の負担） 

第８条 第６条の規定により、乙が供給した物資の代金及び乙が行った運搬等の経費は、甲が負

担するものとする。 

２ 前項に規定する費用は、災害発生直前における小売価格等を基準とし、甲と乙が協議の上速

やかに決定する。 

 

 

（費用の支払い） 

第９条 物資の供給に要した費用は、この請求により、甲が支払うものとする。 

２ 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うものとす

る。 

（情報交換） 

第10条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての情報交換を行い、災

害時に備えるものとする。 

（協議） 

第11条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定する

ものとする。 

（有効期間） 
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第12条 この協定は、定結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって設定の終了

を通知しない限り、その効力を有するものとする。 

 

この協定の成立を証するため、本書を作成し、甲乙記名押印の上、各世運を保有する。 

 

平成18年９月１日 

 

 

岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85 

軽米町 山 本 賢 一 印 

  

 

新潟県新潟市清水4501番地１ 

NPO法人 コメリ災害対策センター 

理事長 棒   賢 一 印 
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別表 

災害時における緊急対応可能な物資 

大分類 主な品種 

作業関係 

 

作業シート、標識ローブ、誘導灯、「ヘルメット、防塵マスク、簡易マス

ク、「長靴、軍手、ゴム手袋、皮手袋、雨具、ポケットコート、 

「土のう袋、ガラ袋、「スコップ、ホースリール、散水ノズル 

日用品等 

 

毛布、タオル、割箸、使い捨て食器、ウェットティシュ、マスク、ポリ

袋、ホイル、ラップ、バケツ、水モップ、デッキブラシ、雑巾、 

ローソク、マッチ、簡易ライター、使い捨てカイロ 

水関係 

 

飲料水、水缶 

 

冷暖房機器等 

 

大型石油ストーブ、木炭、練炭、練炭コンロ 

 

電気用品等 

 

強力ライト、懐中電灯、ラジオ、乾電池、カセットコンロ、カセットボ

ンベ 

トイレ関係等 

 

救急ミニトイレ 
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３－15－５ 災害時における飲料の確保に関する協定 

 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、軽米町において地震、風水害、その他の災害が発生し、又は発生の恐れが

ある場合（以下「災害時」という。）に、軽米町（以下「甲」という。）がみちのくコカ・コー

ラボトリング株式会社（以下「乙」という。）に飲料の確保について協力を要請するために必

要な事項を定めるものとする。 

 

（災害時の協力事項の発動） 

第２条 この協定に定める災害時の協力事項に規定は、原則として、甲が災害対策基本法（昭和

３６年法律第２２３号）第２３条の２第１項に基づく災害対策本部を設置し、乙に対して要請

を行った時をもって発動するものとする。 

 

（要請の手続き） 

第３条 災害時において、甲は乙に飲料の確保について協力を要請する場合は、次に掲げる事項

を明らかにして、別紙様式１により文書で行うものとする。ただし、緊急の場合は、電話等に

より行う事ができるものとする。 

 （１）協力を要請する品名 

 （２）協力を要請する数量 

（３）納入希望日時 

（４）納入希望場所 

（５）その他必要事項 

 

（飲料の調達） 

第４条 乙は、前条の規定による要請があったときは、乙の最寄りの倉庫。営業所及び関連工場

などの飲料の在庫を確認・調達し、可能な限り甲に協力するものとする。 

 

（飲料の搬送） 

第５条 飲料の搬送は第３条の規定に基づく甲の要請により乙が行う。この際に、乙は、搬送先

から別紙様式２の受領書を受け取るものとする。 

 

（費用の負担） 

第６条 乙がこの協定に基づき提供した飲料及びその搬送に要した費用は、甲が負担するものと

する。 

 

（連絡窓口） 

第７条 この協定業務に関する連絡窓口は、甲においては軽米町役場総務課、乙においてはみち

のくコカ・コーラボトリング株式会社久慈営業所とする。 

 

（協定の有効期間） 

第８条 この協定書の有効期限は平成２７年４月１７日から平成２８年３月３１日までとする。

ただし、期間満了の日の１か月前までに甲乙共に異議の申し出がない場合は、期間満了の翌日

から引き続き１年間効力を有するものとし、以後期間満了の時も同様とするものとする。 

 

（協議） 

第９条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めがない事項については、甲及び乙

が協議して定めるものとする。 

 

附則 

この協定は、平成２７年４月１７日から適用する。 
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この協定を証するため、本協定書２通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各１通を保有する。 

 

 

平成２７年４月１７日 

 

甲 岩手県九戸郡軽米町大字軽米第 10地割 85番地 

                  軽 米 町 

                  軽 米 町 長   山 本 賢 一 

 

              乙 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第 1地割 279番地 

                  みちのくコカ・コーラボトリング株式会社 

                  代表取締役社長 谷 村 広 和 

 

 

 

 

  



457 

 

３－15－６ 災害時における物資供給に関する協定書 

 

 軽米町（以下「甲」という。）と株式会社ユニバース（以下「乙」という。）は、災害時におけ

る物資の供給に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以

下「災害時」という。）において、甲が乙と協力して、物資を迅速かつ円滑に被災地へ供給す

るために必要な事項を定めるものとする。 

（供給等の協力要請） 

第２条 甲は、災害時において、物資を調達する必要があると認めるときは、乙に物資の供給を

要請することができる。 

（調達物資の範囲） 

第３条 甲が、乙に供給を要請する物資の範囲は、次に掲げるもののうち、甲の要請時点におい

て乙が調達可能な物資とする。 

（１） 別表に掲げる物資 

（２） その他甲が指定する物資 

（要請の方法） 

第４条 前第２条の要請は、調達する物資名、数量、規格、引渡場所等を記載した物資供給協力

・受諾書（様式第１号）により行うものとする。ただし、緊急を要するときは、電話又はメー

ル等で要請し、その後直ちに文書を送付するものとする。 

２ 乙は、前項の要請を受諾する場合は、物資供給協力・受諾書（様式第１号）をもって行うも

のとする。ただし、緊急を要するときは、電話又はメール等で受託することを伝え、その後直

ちに書面を送付するものとする。 

（物資の供給の協力） 

第５条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、物資を優先的に供給するよう努め

るものとする。 

２ 乙は、物資を供給したときは、直ちにその実施状況を物資供給報告書（様式第２号）により

甲に報告するものとする。 

（引渡し等） 

第６条 物資の引渡場所は、甲が指定するものとし、その引渡場所までの運搬は、原則として乙

が行うものとする。ただし、乙が自ら運搬することができない場合は、甲乙協議により定めた

輸送手段により運搬するものとする。 

２ 甲は、乙が物資を輸送する車両を、災害対策基本法第50条第１項に基づく災害応急対応に使

用する車両とし、緊急通行車両として通行できるように配慮するものとする。 

（費用の負担） 

第７条 乙が供給した物資の調達及び運搬にかかる費用（以下「調達等費用」という。）は甲が

負担するものとする。 

２ 調達等費用は、災害発生直前における小売価格等を基準とし、甲乙協議の上決定する。 

（費用の支払） 

第８条 調達等費用は月末締めとし、乙は、甲に対して月毎に調達等費用を請求するものとする

。 

２ 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、原則として14日以内に費用を乙に支

払うものとする。ただし、被災状況によって期限までの支払いが難しい場合は、甲乙協議の上

、決定する。 
（情報交換） 

第９条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての情報交換を行い、災

害時に備えるものとする。 

（協議） 

第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定す

るものとする。 

（有効期間） 
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第11条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が書面をもって協定の

終了を通知しない限り、継続してその効力を有するものとする。 

 

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙が記名押印の上、各自１通を保有す

る。 

 

令和７年７月８日 

 

甲 岩手県九戸郡軽米町大字軽米第10地割85番地 

           軽米町 

軽米町長  

 

 

乙 青森県八戸市大字長苗代字前田83番地１ 

株式会社ユニバース 

代表取締役社長  
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別表 

 

区 分 主な品種 

 

・食料品 

 

 

・生活必需品 

 

 

カップ麺、飲料水、缶詰、菓子類、おにぎり、パン類、牛

乳、乳児用ミルク、ベビーフード、介護食、その他 

 

身回品－タオル、紙おむつ、トイレットペーパー、生理用

品、介護用品など 

炊飯道具－カセットコンロ、なべ、包丁など 

食器－はし、茶碗、皿など 

日用品－石鹸、ちり紙、歯ブラシ、歯磨き粉、ゴミ袋など 

光熱材料－電池、卓上用ガスボンベ、マッチ、ローソク

、懐中電灯など 

その他－使い捨てカイロ（冬季） 

殺虫剤類（夏季） 
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３－16－１ 災害救助用米穀等に関する協定書 

 

 岩手県知事（以下「甲」）と軽米町長（以下「乙」という。）とは、災害救助法及び国民保護

法が発動された場合において、交通、通信の途絶のため、災害救助用米穀等の緊急引渡しについ

て乙が甲の指示を受けられない場合における取扱いについて、次のとおり協定する。 

 なお甲は本協定と同時に乙を非常災害時における災害救助用米穀等取扱者に指定する。 

 

 

第１条 甲は、乙が災害救助用米穀等の引き渡しを行うことができるようにするための協定を、

農政事務所長と締結するとともに、乙は変わってその代金を支払うものとする。 

２ 乙は、災害救助用米穀等の引き渡しを受ける必要があるときには、農政事務所地域課長また

は政府所有食糧を保管する倉庫の責任者に対して直接引き渡しを要請することができるものと

する。 

第２条 甲は、乙に災害救助用米穀等の価格をあらかじめ通知しておくものとする。 

第３条 甲と乙は、災害救助用米穀等の引取代金について別紙書式の内容により、災害救助用米

穀等代金納付契約を締結するものとする。 

２ 前項に定める契約に係る契約書は、乙に対する実引渡数量ごとに作成するものとする。 

第４条 乙は、災害救助用米穀等の引渡しを受けたときは、甲に対し速やかに引渡全数量を報告

するとともに、その代金を甲の定める期限までに納付するものとする。 

第５条 代金納付期限後の延滞金の額は、14.6％の割合で計算した額とする。 

 

 この協定の証として本書２通を作成し、申、乙各１通を保有するものとする。            

  平成 年 月 日                                                                        

                       岩手県知事          印  

             

                       軽米町長           印     

 



461 

 

３－16－２ 災害救助用米穀等代金納付契約書 

 
 

１ 種 類 

２ 数 量 

３ 代 金 ￥           

 

内     訳 

 

 種  別  産  年  産地銘柄  包  装  量  目  等  級  数  量  単  価  金  額 

         

 

 

４ 現金取引場所 

５ 代金納付期限      年  月  日    

６ 引取目的    ○○災害の罹災者等に対する給食、供給のため岩手県知事（以下「甲」という。） 

 と軽米町長（以下「乙」という。）とは上記政府所有応急食糧の緊急取引代金納付         

について、次の条項により契約を締結する。 

第１条 乙は応急食糧の取引代金を甲の発行する納額告知書によって、納付期限までに岩手県金庫に納

付しなければならない。 

第２条 乙が納付期限までにその取引代金を納付しなかったときは、当該未納額について、納付期限の

翌日から納付する日までの日数に応じ日歩４戦の割合による額の延滞金を甲に納付しなければならな

い。 

第３条 この契約に定める納付期限については、その期限が日曜日その他の休日に該当する場合は、そ

の翌日をもって当該期限とする。 

第４条 乙は、甲の指示又は承認がなければ応急食糧を転売又は買受目的に反した処分をすることがで

きない。 

第５条 乙は、応急食糧の引渡後、又は引取中において天災地変、火災、盗難その他やむを得ない事由

により乙が損害を蒙ることがあっても甲は関係しない。 

第６条 この契約に定めのない事項については、法令の規定によるほか必要に応じて甲、乙協議して定

める。 

 

  この契約の証として本書２通を作成し、甲、乙、各々その１通を所持するものとする。 

 

   平成 年 月 日     

 

                                甲 岩手県知事 

 

                                乙  軽米町長 

 

 



462 

 

３－16－３ 災害救助法又は国民保護法が発動された場合における 

災害救助用米穀等の緊急引渡要領 

 
                         平成18年６月15日 18総食第294号 制  定 

                         平成19年３月30日 18総食第1369号 一部改正 

 

第１ 趣旨 

この要領は、災害救助法（昭和22年法律第118号）又は武力攻撃事態等における国民の保護のため

の措置に関する法律（平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。）が発動された場合（災

害救助法が発動され救助を行う場合又は国民保護法が発動され救援を行う場合をいう。以下同じ。）

における食料安定供給特別会計に属する物品のうち政府倉庫及び農林水産省指定倉庫（以下「倉庫」

という。）に保管されている米穀及び災害対策用乾パン（以下「災害救助用米穀等」という。）の都

道府県知事（以下「知事」という。）への緊急引渡手続きについて、必要な事項を定めるものとする

。 

第２ 事前の協定等 

１ 地方農政事務所長（地方農政局が所在する府県にあっては地方農政局長、北海道にあっては北海道

農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長をいう。以下「地方農政事務所長等」という。）

は、災害救助法又は国民保護法が発動された場合において、知事並びに災害救助法第30条及び国民保

護法第76条に基づく市町村長（特別区の区長を含む。以下「市町村長等」という。）からの緊急の要

請に応じて引き渡す災害救助用米穀等の引渡しに関し、あらかじめ、地方農政事務所（地方農政局が

所在する府県にあっては地方農政局、北海道にあっては北海道農政事務所、沖縄県にあっては沖縄総

合事務局をいう。以下「地方農政事務所等」という。）が所在する知事との間で第3に定める事項の

ほか、市町村長等が直接要請する場合等に関する次の事項について協定を締結しておくものとする。 

（１） 市町村長等は、交通・通信の途絶のため災害救助用米穀等の引取りに関する知事の指示を受

け得ない場合には、災害救助法又は国民保護法が発動された場合に当該期間中に緊急に引渡し

を受ける必要のある数量の災害救助用米穀等について、地方農政事務所等において倉庫を管轄

する主管課長及び地方農政事務所等の地域課長（以下「地域課長等」という。）又は倉庫の責

任者（政府倉庫の物品出納官を含む。以下同じ。）に対して直接引渡しを要請することができ

ること。 

（２） 知事は、市町村長等が(1)により災害救助用米穀等の引渡しを受けた場合には、当該市町村

長等が引渡しを受けた災害救助用米穀等の全数量について所定の価格により買い受けること。 

 なお、この場合の価格については、災害救助法又は国民保護法が発動された場合の直前の政

府売渡予定価格を基準として、決定することを原則とする。 

（３） 災害救助用米穀等の売買代金の延納措置（以下「延納措置」という。）については、次のと

おりとし、担保及び金利は徴しないものとすること。 

ア 災害救助法が発動された場合 

延納措置の期間については、原則として30日以内とする。ただし、次に掲げる要件をすべ

て満たす場合においては、３ヶ月以内とする。 

これらの期間については、地方農政事務所等が知事と協議の上、決定するものとする。 

（ア） 大規模な災害が発生し、災害対策基本法（昭和36 年法律第223 号）に基づき政府が緊

急災害対策本部又は非常災害対策本部を設置したこと 

（イ） 自衛隊の派遣が行われていること 

（ウ） 知事から30日を超える延納措置を必要とする旨の要請があり、総合食料局長がやむを

得ないと認めること 

イ 国民保護法が発動された場合 

延納措置の期間については、３ヶ月以内とし、地方農政事務所長等が知事と協議の上、決

定するものとする。 

（４） 災害救助用米穀等として引渡しを行うものは正品に限るものとし、事故品（損傷品等）の引

渡しは行わないものとする。ただし、知事又は知事若しくは市町村長等が指定する者（知事又

は市町村長等が取扱業者として指定した卸売業者等をいう。以下「引取人」という。）が当該

事故品の損傷等の程度が軽微であり、災害救助用米穀等として適当であると認めた場合であっ
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て、当該倉庫に在庫する正品の不足を補うため知事又は引取人からの引渡しの要請があった場

合は、当該事故品を引渡して差し支えないものとすること。 

２ １の協定が成立した場合には、地方農政事務所長等は管下の地域課長等及び農林水産省指定倉庫業

者に対し、知事は市町村長等に対し、それぞれその内容等を周知徹底させておくものとする。 

第３ 知事又は市町村長等に対する災害救助用米穀等の引渡し 

１ 荷渡指図書を発行・交付して引渡しを行う場合の手続は次のとおりとする。 

（１） 地方農政事務所長等は、知事から災害救助用米穀等の緊急引渡しについて要請を受け、知事に

対する直接売却を決定した場合は、直ちに知事に対し延納売却を行うものとする。この場合に

おける売買契約の締結は、災害救助法又は国民保護法の発動に伴う応急食糧売却の売買契約書

及び延納措置について（平成16年4月1日付け15総合第2911号総合食料局長通知）に基づき、地

方農政事務所等の分任契約担当官が行うものとする。 

（２） 知事に対する地方農政事務所長等の災害救助用米穀等引渡事務は、荷渡指図書及び出庫証によ

る物品の引渡要領（平成19年3月30日付け18総食第1366号総合食料局長通知。以下「引渡要領」

という。）に定めるところにより行うものとする。 

 ただし、次に掲げる場合は、地方農政事務所等の分任物品管理官（以下「分任物品管理官」

という。）が発行する荷渡指図書（出庫証を含む。以下同じ。）は概数によって発行すること

ができるものとする。 

ア 災害区域の倉庫から災害救助用米穀等を出庫する場合であって正品在庫数量が不明確なとき

。 

イ 災害区域別に災害救助用米穀等の必要量の変動が予想されるとき。 

２ 荷渡指図書を発行・交付して引渡しを行う時間的余裕のない場合の手続は次のとおりとする。 

（１） 分任物品管理官と倉庫並びに地方農政事務所等において倉庫を管轄する主管課及び地方農政事

務所等の地域課（以下「地域課等」という。）との間に連絡がつく場合 

ア 分任物品管理官は、荷渡指図書を発行・交付して引渡しをする時間的余裕がない（荷渡指図

書を交付しても、当該荷渡指図書の呈示を受けて災害救助用米穀等の引渡しを行うことが困難

な場合を含む。）と認めた場合は、荷渡指図書によることなく知事又は引取人に対して災害救

助用米穀等を引き渡すものとする。 

イ 分任物品管理官は、アにより災害救助用米穀等を引き渡す場合は、倉庫の責任者に対し、電

話又は他の通信方法により当該災害救助用米穀等の種類、等級及び数量等荷渡指図書に記載す

べき事項を明確に指示するとともに、倉庫を管轄する地域課長等に対し、指示の内容を連絡す

るものとする。 ただし、１の（２）のただし書に掲げる事由に該当する場合は、概数による

指示を行うことができるものとする。なお、倉庫の責任者及び地域課長等は、分任物品管理官

から指示のあった内容等を記録しておくものとする。 

ウ 倉庫の責任者は、イの分任物品管理官の指示に基づき知事又は引取人に対して災害救助用米

穀等の引渡しを行う場合は、知事又は引取人から引渡しに係る災害救助用米穀等の種類、等級

及び数量等を明らかにした受領証を必ず徴するものとする。 

エ 分任物品管理官及び地域課長等は、ウにより災害救助用米穀等の引渡しが行われる場合は、

必要に応じ、地方農政事務所等の職員を立ち会わせるものとする。 

（２） 分任物品管理官と倉庫及び地域課等との間に連絡がつかない場合 

ア 市町村長等から地域課長等に対して緊急な引渡しを要請する場合 

（ア） 市町村長等は、交通・通信の途絶のため災害救助用米穀等の引取りに関する知事の指示

を受け得ない場合であって、緊急に災害救助用米穀等の引取りを必要とする場合は、当該

地域を管轄する地域課長等(地域課長等に連絡のとれない場合は、当該地域課等の保管業

務担当者である地方農政事務所等の職員。以下「保管業務担当職員」という。)に対して

、文書により要請を行うものとする。 

（イ） 保管業務担当職員は、市町村長等から(ア)により要請を受けた場合であって、当該要請

内容を検討の上、適当と認めた場合は、その旨を市町村長等に通知するとともに、倉庫の

責任者に対して災害救助用米穀等の引渡しの指示を（１）のイに準じて行うものとする。 

（ウ） 倉庫の責任者は、(イ)による保管業務担当職員の指示に基づき災害救助用米穀等の引渡

しを行うものとするが、その引渡しに際しては、（１）のウに準じて市町村長等から受領

証を徴するものとする。 
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（エ） 保管業務担当職員は、(ウ)により災害救助用米穀等の引渡しが行われる場合は、自ら立

ち会うか又は地域課等の職員に立ち会わせるものとする。 

イ 市町村長等から倉庫の責任者に対して緊急な引渡しを直接要請する場合 

（ア） 市町村長等は、交通・通信の途絶のため災害救助用米穀等の引取りに関する知事の指示

を受け得ない場合であって、緊急に災害救助用米穀等の引き取りを必要とするにもかかわ

らず保管業務担当職員に対して連絡がとれない場合は、倉庫の責任者に対して、文書によ

り緊急な引渡しを要請することができるものとする。 

（イ） 倉庫の責任者は、(ア)による市町村長等の要請書に基づき災害救助用米穀等の引渡しを

行うものとするが、その引渡しに際して、（１）のウに準じて市町村長等から受領証を徴

するものとする。なお、この場合、倉庫の責任者は、トラック番号その他当該引渡しの事

実を証する事項及び引渡時の立会者名等を記録しておくものとする。 

（ウ） 倉庫の責任者は、保管業務担当職員に対して連絡がつき次第、速やかに(イ)による災害

救助用米穀等の引渡しの事実及び状況等を報告するものとする。 

ウ 市町村長等が、緊急な引渡しを要請できる災害救助用米穀等の数量は、被災者及び災害救助

従事者に対する炊き出し等給食に必要な数量とするものとする。 

エ 分任物品管理官に対する地域課長等の報告 

地域課長等は、ア又はイにより災害救助用米穀等の引渡しを行った場合は、速やかに分任

物品管理官に対してあらかじめ分任物品管理官の定める様式により当該引渡災害救助用米穀

等の日別、倉庫別の種類、等級及び数量等を報告するものとする。 

 

オ 知事に対する市町村長等の報告 

市町村長等は、ア又はイにより災害救助用米穀等の引渡しを受けた場合は、速やかに、知

事に対して、当該引渡しを受けた災害救助用米穀等の日別、倉庫別の種類、等級及び数量等

を報告するものとする。 

 

第４ 売買契約書の整備 

１ 分任契約担当官は、第３の１の（２）のただし書により概数による荷渡指図書が発行された場合に

おいて、実際の引渡しに応じて売買契約の内容を改定する必要がある場合又は第３の２により荷渡指

図書によることなく引渡しが行われた場合は、知事と実引渡月日ごとに実引渡数量をもって、売買契

約の改定又は締結を行うものとする。 

２ 分任契約担当官は、１の売買契約の締結に当たっては、知事から「日別、倉庫別買受数量明細書」

を徴し、これと第３の２の（２）のエの地域課長等からの報告等を照合するものとする。 

第５ 荷渡指図書の発行等事務整理 

１ 分任物品管理官は、第３の２により荷渡指図書を発行・交付していない場合は、速やかに第４の１

により売買契約を締結した日付けで荷渡指図書を発行し、知事に交付するものとする。 

２ １により荷渡指図書を発行・交付した場合の事務処理は、次によるほか、引渡要領の定めるところ

によるものとする。 

（１） 分任物品管理官は、荷渡指図書の裏面に、引渡物品受領確認印（知事）を徴した上、荷渡通知

書及び払出命令書とともに地域課長等に送付するものとする。（２） 地域課長等は、（１）に

より送付を受けた荷渡指図書及び荷渡通知書を倉庫の責任者に回付するものとする。 

（３） 倉庫の責任者は、（２）により荷渡指図書及び荷渡通知書の回付を受けた場合は、知事又は引

取人からの受領証と照合の上、引渡報告書を作成し、これを地域課長等に提出するものとする。 
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３－16－４ 災害時における「食料等」の優先供給 

に関する協定書 

 
 

 軽米町（以下「甲」という。）と○○○○商店（以下「乙」という。）との間において、地震・風水

害等により、町内に大規模な災害の発生（以下「災害」という。）が発生した場合に、町民生活の確保

等、円滑な災害応急対策の遂行のため、食料等の優先供給に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、地震、風水害等により、軽米町内で大規模な災害が発生した場合に、軽米町地

域防災計画に基づき、民間協力の一環として、○○○○商店の積極的な協力を得るために必要な事

項を定め、もって災害時における円滑な応急対策を図ることを目的とする。 

（要請） 

第２条 甲は、災害時におけて、乙に食料等の調達する必要が生じたときは、乙に対して、調達が可

能な食料等の供給を要請することができる。 

（供給の実施） 

第３条 乙は、前条の規定により供給の要請を受けたときは、甲に対して優先的に食料等を供給する

ものとする。 

２ 甲の乙に対する要請手続は、様式第１号をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは

、口頭又は電話等をもって要請し、事後文書を提出するものとする。 

３ 甲と乙は、連絡態勢、連絡方法、連絡手段について、支障をきたさないよう常に点検、改善に努

めるものとする。 

（食料等の集積場所） 

第５条 食料等の集積場所は、甲が状況に応じ指定するものとする。ただし、乙が運搬が困難なとき

は、甲又は甲の指定するものが行うものとする。 

（食料等の価格、支払い） 

第６条 第２条の食料等の対価及び乙が行った運搬等の費用については甲が負担するものとする。 

２ 前項に規定する費用は、乙が取扱商品の供給及び運搬終了後、乙の提出する出荷確認書等に基づ

き災害直前における価格を基準とし甲、乙協議のうえ速やかに決定し支払を行うものとする。 

（協議） 

第７条 この協定に定める事項を円滑に推進するため、甲及び乙は定期的に協議を行うものとする。 

（有効期限） 

第８条 この協定の有効期限は、協定を締結した日から効力を発し。甲は乙から文書をもって協定の

終了を通知しない限り、その効力を持続するものとする。 

（疑義の解釈） 

第９条 この協定に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、その都度甲乙協議して定める

ものとする。 

 

 

 

平成○○年○○月○○日 

 

 

 

                   甲 岩手県九戸郡軽米町大字軽米第10地割85番地 

                     軽米町 

                      軽米町長  

 

                   乙 協定締結団体名 
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様式１ 

 

年  月  日 

 

                様 

 

  

 

軽米町長  

 

災害時における食料供給の要請書 

 

電話による連絡の日時 年  月  日  時  分 

要請する食料の種類及び

数量 

 

品    目 数量 単位 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

搬入先 

所在地 

名称                電話 

現地担当者名 

搬入希望日時 年  月  日  時  分 

連絡担当者                   電話 

 

備  考 

 

 

 

 

 

指定店に配布するステッカー 

 

 

 

  

災害時供給ステーションの店 
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３－20－１ 臨時ごみ集積所一覧 

 

 
 

地区名 施  設  名 使 用 範 囲 

軽米地区   旧県北農業試験場跡地   敷地内に限る 

小軽米地区   雪谷川ダムフォリストパーク・軽米駐車場   駐車場敷地内に限る 

晴山地区   旧野場小学校跡地   敷地内に限る 
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３－20－２ 災害時における「障害物除去等」に関する協定書 

 

 

 軽米町（以下「甲」という。）と軽米町建友会（以下「乙」という。）との間において、地震、風水

害等により、町内に大規模な災害（以下「災害」という。）が発生した場合、甲が管理する道路及び公

共施設等が損壊箇所の応急措置及び障害物の除去等（以下「業務」という。）の協力に関し、次のとお

り協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、地震、風水害等により軽米町内で大規模な災害が発生した場合に、軽米町地域

防災計画に基づく災害時における民間協力の一環として、甲が乙に対して、業務に関する協力を依

頼するときの必要な事項を定めるものとする。 

（協力） 

第２条 甲は、軽米町内に災害が発生し甲のみでは十分な応急措置を実施することができないと認め

られるときは、乙に対して、業務の協力の依頼をするものとする。 

２ 甲は、乙に対し業務の協力を依頼する場合は、災害時応急対策業務依頼書（第１号様式）により

乙に対し業務内容、日時及び場所その他必要な事項を明らかにして、建設資機材、労力等（以下「

建設資機材等」という。）の協力依頼をするものとする。ただし、緊急の場合は、口頭で行い、後日

災害時応急対策業務協力依頼書をもって処理するものとする。 

３ 乙は、前項の規定による甲からの業務の協力依頼に対し、可能な限り、建設資機材等の提供につ

いて甲に協力するものとする。 

（業務の実施) 

第３条 乙は、甲の協力依頼により災害場所に出場したときは、甲の担当者の指示に従い業務に従事

するものとする。ただし、その指示を受けられないときは乙が自ら協力依頼事項に基づいて業務を

実施するものとする。 

２ 乙は、業務が終了したときは、速やかにその活動状況について災害時応急対策業務協力状況報告

書（第２号様式）により甲に報告するものとする。 

３ 業務の円滑な実施を図るため、乙はあらかじめ甲の協力依頼により災害時に対応できる建設資機

材等の状況及び乙の会員間の連絡態勢について、毎年報告するものとする。 

４ 甲が乙に対して協力依頼を行う災害時応急対策業務の内容は、次の定めるとおりとする。 

（１） 災害時において、崩土及び倒木等、道路における交通障害物の除去作業 

（２） 災害時において、道路交通の安全を確保するため、危険箇所等へのバリケードの設置及び

交通規制の措置を周知する案内標識等の設置に係る作業 

（３） 災害時において、住居家屋等の崩壊、倒壊及び破損等に伴う緊急人命救助のための障害物

の除去作業 

（４） その他、甲が必要と認める緊急的応急作業 

（費用負担） 

第４条 甲は、第２条第３項の規定による乙から提供を受けた建設資機材等に要した費用を負担する

ものとする。 

（請求及び支払） 

第５条 乙は、前条の規定により、建設資機材等に要した費用が確定したときは、経費明細書等を添

えて甲に請求するものとする。 

２ 甲は、前条の規定による乙からの代金の請求があったときは、その内容を確認のうえ、代金を支

払うものとする。 

（災害補償） 

第６条 甲は、第３条第1項に規定する業務に従事した者が、その災害時応急対策業務において、負傷

若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の災害補償については、原則、従事者の使用者の責任に

おいて行うものとする。 

（協定の有効期限） 

第７条 この協定の有効期限は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までとする。

ただし、期間満了の３箇月前までに甲、乙いずれも申出がないときは、さらに１年間延長されたも

のとみなし、以後この例による。 

（協議） 
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第８条 この協議の各条項の解釈について疑義を生じたとき、又はこの協定に定めのない事項につい

ては、甲乙協議して定めるものとする。 

 

   

 上記協定締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１通を保有す

る。 

 

   平成○○年○○月○○日 

 

                    甲   岩手県九戸郡軽米町大字軽米第10地割85番地 

                         軽米町長  

 

                    乙   岩手県九戸郡軽米町大字軽米第10地割85番地 

                         軽米町建友会 会長 ○ ○ ○ ○ 
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３－30－１ 岩手県防災ヘリコプター緊急運航基準 

 

 

１ 基本要件 

防災ヘリコプター（以下「防災ヘリ」という。）の緊急運航は、原則として次の基本要件を満たす

場合に行う。 

（１） 公共性 災害等から住民の生命、身体及び財産を保護し、被害の軽減を図る目的であること。 

（２） 緊急性 緊急に活動を行わなければ、住民の生命、身体及び財産に重大な支障が生じるおそれ 

がある場合であること。 

（３） 非代替性 防災ヘリによる活動が最も有効であること。 

２ 緊急運航の活動内容 

防災ヘリの緊急運航の活動内容は、次のとおりとする。 

（１） 災害応急対策活動  

ア 被災状況の偵察及び情報収集 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、広範にわたる偵察及び情報収集活動等

を行う必要があると認められる場合 

イ 救援物質及び人員等の搬送 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で緊急に救援物資及び人員等を搬送する必

要があると認められる場合 

ウ 災害に関する情報及び警報等の災害広報 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、災害に関する情報及び警報並びに避難

指示等を迅速かつ正確に伝達する必要があると認められる場合 

エ その他 

特に防災ヘリによる災害応急対策活動が有効と認められる場合 

（２） 消火活動 

ア 林野火災における空中消火 

地上における消火活動では消火が困難であり、防災ヘリによる消火の必要があると認めら

れる場合 

イ 偵察及び情報収集 

大規模火災若しくは爆発事故等が発生し、又は延焼拡大のおそれがあると認められ、偵察

及び情報収集活動等を行う必要があると認められる場合 

ウ 消防隊員及び資機材等の搬送     大規模林野火災等において、人員及び資機材等の搬

送手段がない場合又は防災ヘリによる搬送が有効と認められる場合 

エ その他 

特に防災ヘリによる消火活動が有効と認められる場合 

（３） 救助活動 

ア 中高層建築物等の火災における救助 

中高層建築物等の火災において、地上からの救出が困難であり、屋上からの救出が必要と

認められる場合 

イ 山岳遭難及び水難事故等における捜索及び救助 

山岳遭難及び水難事故等において、現地の消防力等だけで対応できないと認められる場合 

ウ 高速自動車道等の道路上の事故における救助 

高速自動車道等の道路上の事故において、車両等による傷病者等の収容及び搬送が困難と

認められる場合 

エ その他 

特に防災ヘリによる救助活動が有効と認められる場合 

（４） 救急活動  

ア 交通遠隔地からの傷病者の搬送 

交通遠隔地から緊急に傷病者の搬送を行う必要がある場合で、救急自動車で搬送するより

も防災ヘリで搬送する方が著しく有効であると認められる場合 

イ 傷病者の転院搬送 
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医療機関に収容中の傷病者が、他の医療機関の処置が必要となり、緊急に転院搬送を要する場

合で、医師がその必要性を認め、救急自動車で搬送するよりも防災ヘリで搬送する方が著しく有

効であり、医師が搭乗できる場合 

ウ 交通遠隔地への医師及び資機材等の搬送 

交通遠隔地において緊急医療を行うため、防災ヘリにより医師及び資機材等を搬送する必要が

あると認められる場合 

エ その他 

特に防災ヘリによる救急活動が有効と認められる場合
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３－30－２ 岩手県防災ヘリコプター応援協定 

 

 

 （目的） 

第１条 この協定は、岩手県内の市町村、消防の一部事務組合（以下「市町村等」という）が、災害に 

よる被害を最小限に防止するため、岩手県が所有する防災ヘリコプター（以下「防災ヘリ」という。

）の応援を求めることについて必要な事項を定めるものとする。 

 （協定区域） 

第２条 この協定に基づき市町村等が防災ヘリの応援を求めることができる地域は、当該市町村等の区

域とする。 

（災害の範囲） 

第３条 この協定において、災害とは、消防組織法（昭和22年法律第 226号）第１条に規定する災害を

いう。 

（応援要請） 

第４条 この協定による応援要請は、災害発生の市町村等の長が、防災ヘリの特性を十分に発揮するこ

とができると認められる場合で、原則として、次に掲げる要件を満たす場合に岩手県知事（以下「知

事」という。）に対して行うものとする。 

（１） 公共性  災害等から住民の生命及び財産を保護し、被害の軽減を図るものであること 

   。 

（２） 緊急性  差し迫った必要性があること。 

（３） 非代替性 防災ヘリによる活動が最も有効であること。 

 （応援要請の方法） 

第５条 応援要請は、岩手県防災航空センターに電話等により、次の事項を明らかにして行うものとす

る。 

（１） 災害の種別 

（２） 災害発生の日時及び場所並びに災害の状況 

（３） 災害発生現場の気象状況 

（４） 災害現場の最高指揮者の職及び氏名並びに連絡方法 

（５） 飛行場外離着陸場の所在地及び地上支援体制 

（６） 応援に要する質機材の品目及び数量 

（７） その他必要な事項 

（防災航空隊の派遣） 

第６条 知事は、第４条の規定により応援要請を受けたときは、災害発生現場の気象状況等を確認の上

、防災航空隊を派遣するものとする。 

２ 知事は、応援要請に応じることができない場合は、その旨を速やかに、災害発生の市町村等の長に

通報するものとする。 

 （防災航空隊の隊員の指揮） 

第７条 前条第１項の規定により防災航空隊を派遣する場合において、災害現場における防災航空隊の

隊員の指揮は、災害発生の市町村等の消防長が行うものとする。ただし、緊急の場合は、災害現場の

最高指揮者か行うことができるものとする。  

 （消防活動に従事する場合の特例） 

第８条 応援要請に基づき防災航空隊の隊員が消防活動に従事する場合においては、災害発生の市町村

等の長から防災航空隊の隊員を派遣している市町村等の長に対し、消防相互応援に関する協定書く昭

和50年５月13日締結。以下「相互応援協定」という。）第４条の規定に基づく応援要請かあったもの

とみなす。  

（経費負担） 

第９条 この協定に基づく応援に要する経費の負担は、岩手県が負担するものとする。 

２ 前条に規定する消防活動に従事する場合においても、応援に要する経費は、相互応援協定第12条の

規定にかかわらず、岩手県が負担するものとする。 

 （その他） 
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第10条 この協定に定めるもののほか、この協定の実施に関し必要な事項は、岩手県及び市町村等が協

議して定めるものとする 

 この協定を証するため、正本70通を作成し、知事及び市町村等の長が記名押印のうえ、各自その１通

を所持する。  

   附  則 

 この協定は、平成８年10月１日から施行する。  

 

          岩手県知事 

          岩手県内59市町村長 

          盛岡地区広域行政事務組合管理者 盛岡市長 

     胆沢地区消防組合管理者     水沢市長 

     両磐地区消防組合管理者     一関市長 

     久慈地区広域行政事務組合管理者 久慈市長  

          大船渡地区消防組合管理者    大船渡市長 

     遠野地区消防事務組合管理者   遠野市長 

     宮古地区広域行政事務組合管理者 宮古市長 

     花巻地区消防事務組合管理者   花巻市長 

     北上地区消防組合管理者     北上市長 

     二戸地区広域行政事務組合管理者 二戸市長 
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３－30－３ 岩手県防災ヘリコプター緊急運航要領 

 

 

（趣旨） 

第１ この要領は、岩手県防災へリコプター運航管理要綱（以下「要綱」という。）第14条第５項の

規定に基づき、防災へリコプターの緊急運航（以下「緊急運航」という。）に関して必要な事項を

定めるものとする。 

（他の規定との関係） 

第２ 緊急運航については、要綱及び岩手県防災へリコプター応援協定（以下「協定」という。）に

定めるもののほか、この要領の定めるところによる。 

 （緊急運航の基準） 

第３ 緊急運航は、別紙に掲げる基準に該当する場合とする。 

 （緊急運航の要請） 

第４ 緊急運航の要請は、災害等が発生した市町村及び消防の一部事務組合（以下「市町村等」とい

う。）の長が総合防災室防災航空担当課長（以下「運航管理責任者」という。）に行うものとする

。 

２ 前項の要請は、岩手県防災航空センターに対して電話等により次の事項を明らかにした後、遅滞

なく若手県防災ヘリコプター緊急運航要請書（様式第１号）により提出するものとする。 

（１） 災害の種別 

（２） 災害発生の日時及び場所並びに災害の状況 

（３） 災害発生現場の気象状況 

（４） 災害現場の最高指揮者の職及び氏名並びに連絡方法 

（５） 飛行場外離着陸場等の所在地及び地上支援態勢 

（６） 応援に要する資機材の品目及び数量 

（７） その他必要な事項 

（緊急運航の決定） 

第５ 運航管理責任者は、第４の要請を受けた場合は、災害の状況及び現場の気象状況等を確認の上

、出動の可否を決定し、防災航空隊隊長（以下「隊長」という。）に必要な指示をするとともに、

要請者にその旨を回答しなければならない。 

２ 隊長は、第４に規定する緊急運航の要請を受けた場合は、直ちに要請内容に対応する出動体制を

整えなければならない。 

３ 運航管理責任者は、第１項の結果を速やかに総合防災室防災消防課長（以下「総括管理者」とい

う。）に報告するとともに、状況に応じ岩手県警察航空隊等に通報するものとする。 

（受入態勢） 

第６ 緊急運航を要請した市町村等の長は、防災航空隊と緊密な連絡を図るとともに、必要に応じ次

の受人態勢を整えるものとする。 

（１） 離着陸場所の確保及び安全対策 

（２） 傷病者等の搬送の場合は、搬送先の離着陸場所及び病院等への搬送手配 

（３） 空中消火を行う場合は、空中消火基地の確保 

（４） その他必要な事項 
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（報告） 

第７ 隊長は、緊急運航を終了した場合は、速やかに活動の内容を災害等即報（様式第２号）により

運航管理責任者に報告するものとする。 

２ 運航管理責任者は、緊急運航を終了した場合は、速やかに災害状況を総括管理者に報告するもの

とする。 

３ 緊急運航を要請した市町村等の長は、災害等が収束した場合、災害状況等報告書（様式第３号）

により、速やかに運航管理費任者に報告するものとする。 

（附則） 

この要領は、平成８年10月１日から施行する。 

（附則） 

この要領は、平成12年10月１日から施行する。 

（附則） 

 この要領は、平成13年４月１日から施行する。 

（附則） 

 この要領は、平成16年４月１日から施行する。 
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４－１－１ 災害弔慰金の支給等に関する条例 

 

             制定 昭和54年６月29日 条例第20号  改正 昭和56年９月28日 条例

第21号 

             改正 昭和57年12月10日 条例第26号  改正 平成７年３月22日 条例

第９号 

             改正 平成23年９月16日 条例第11号 

 

第 １章  総則  

（目的）  

第１条  この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和 48年法律第 82号。

以下「法」という。）及び同法施行令（昭和 48年政令第 374号、以下「令」と

いう。）の規定に準拠し、暴風豪雨等の自然災害により死亡した町民の遺族に

対する災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を

受けた町民に災害障害見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受け

た世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付を行い、もつて町民の福祉及び生

活の安定に資することを目的とする。  

（定義）  

第２条  この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号

に掲げるところによる。  

（１）  災害  暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、その他異常な自然現象により被

害が生ずることをいう。  

（２）  町民  災害により被害を受けた当時、この町の区域内に住所を有した者

をいう。  

第 ２章  災害 弔慰金 の支給  

（災害弔慰金の支給）  

第３条  町は、町民が令第１条に規定する災害（以下この章及び次章において単

に「災害」という。）により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰

金を支給する。  

（災害弔慰金を支給する遺族）  

第４条  災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第３条第２項の遺族の範囲とし

、その順位は、次に掲げるとおりとする。  

（１）  死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた

遺族（兄弟姉妹を除く。以下この項において同じ。）を先にし、その他の

遺族を後にする。  

（２）  前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順位とする

。ア  配偶者  

イ  子  

ウ  父母  

エ  孫  
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オ  祖父母  

（３）  死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場

合であって兄弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹（死亡した者の死亡当時

その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。）に対して、災害

弔慰金を支給するものとする。  

２  前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を

後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を

後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。  

３  遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前２項の規定により難いとき

は、前２項の規定にかかわらず、第１項の遺族のうち、町長が適当と認める者

に支給することができる。  

４  前３項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が２人

以上あるときは、その１人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみ

なす。  

（災害弔慰金の額）  

第５条  災害により死亡した者１人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死

亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者

の生計を主として維持していた場合にあっては、 500万円としその他の場合にあ

っては、 250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章

に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支

給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。  

（死亡の推定）  

第６条  災害の際現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、

法第４条の規定による。  

（支給の制限）  

第７条  弔慰金は、次の各号に掲げる場合は支給しない。  

（１）  当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたもので

ある場合  

（２）  令第２条に規定する場合  

（３）  その他の特別の事情があるため、町長が支給を不適当と認めた場合  

（支給の手続）  

第８条  町長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則

で定めるところにより支給を行うものとする。  

２  町長は、災害弔慰金の支給に関し遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を

求めることができる。  

第 ３章  災害 障害見 舞金の 支給  

（災害障害見舞金の支給）  

第９条  町は町民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき（その症

状が固定したときを含む。）に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該

住民（以下「障害者」という。）に対し、災害障害見舞金の支給を行うものと

する。  
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（災害障害見舞金の額）  

第 10条  障害者１人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負

傷し又は疾病にかかつた当時においてその属する世帯の生計を主として維持し

ていた場合にあつては 250万円とし、その他の場合にあつては 125万円とする。  

（準用規定）  

第 11条  第７条及び第８条の規定は災害障害見舞金について準用する。  

第４章  災害援護資金の貸付  

（災害援護資金の貸付け）  

第 12条  町は、令第３条に掲げる災害により法第 10条第１項各号に掲げる被害を

受けた世帯の町民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災

害援護資金の貸付けを行うものとする。  

２  前項に掲げる世帯は、その所得について法第 10条第１項に規定する要件に該

当するものでなければならない。  

（災害援護資金の限度額等）  

第 13条  災害援護資金の一災害における一世帯当たりの貸付け限度額は、災害に

よる当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおり

とする。  

（１）  療養に要する期間がおおむね１月以上である世帯主の負傷 (以下「世

帯主の負傷」という。 )があり、かつ、次のいずれかに該当する場合  

ア  家財についての被害金額がその家財の価格のおおむね３分の１以上

である損害（以下「家財の損害」という。）及び住居の損害がない場合  

150万円  

イ  家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合  250万円  

ウ  住居が半壊した場合  270万円  

エ  住居が全壊した場合  350万円  

（２）  世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合  

ア  家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合  150万円  

イ  住居が半壊した場合  170万円  

ウ  住居が全壊した場合（エの場合を除く。）  250万円  

エ  住居の全体が滅失若しくは流失した場合  350万円  

（３）  第１号のウ又は前号のイ若しくはウにおいて、被災した住居を建て直

すに際しその住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情

がある場合には「 270万円」とあるのは「 350万円」と、「 170万円」と

あるのは「 250万円」と、「 250万円」とあるのは「 350万円」と読み替

えるものとする。  

２  災害援護資金の償還期間は、 10年とし、据置期間はそのうち３年（令第７条

第２項括弧書の場合は、５年）とする。  

（利率）  

第 14条  災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率

を延滞の場合を除き年３パーセントとする。  

（償還等）  
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第 15条  災害援護資金は、年賦償還（又は半年賦償還）とする。  

２  償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた

者は、いつでも繰上償還をすることができる。  

３  償還免除、保証人、一時償還、違約金及び償還金の支払猶予については、法

第 13条第１項、令第８条から第 12条までの規定によるものとする。  

（規則への委任）  

第 16条  この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。  

附  則  

この条例は、公布の日から施行する。  

附  則（昭和 56年９月 28日条例第 21号）  

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第５条の規定は昭和 55年 12月 14日

以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給につい

て、改正後の第 10条第１項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主

に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。  

附  則（昭和 57年 12月 10日条例第 26号）  

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第９条、第 10条及び第 11条の規定

は、昭和 57年７月 10日以後に生じた災害により負傷し又は疾病にかかつた住民

に対する災害障害見舞金の支給について適用する。  

附  則（平成７年３月 22日条例第９号）  

この条例は、公布の日から施行する。  

附  則（平成 23年９月 16日条例第 11号）  

この条例は公布の日から施行し、改正後の第４条第１項の規定は、平成 23年３月

11日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給につ

いて適用する。  
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４－１－２ 災害弔慰金の支給等に関する規則 

 

          制定 昭和54年６月29日 規則第７号  改正 昭和57年12月10日 規則第１号 

          改正 平成25年３月18日 規則第１号 

 

   第１章 総則  

 

（目的） 

第１条 この規則は、災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和54年軽米町条例第20号。以下「条例」と

いう。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

   第２章 災害弔慰金の支給  

（支給の手続） 

第２条 町長は、条例第３条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行っ

たうえ災害弔慰金の支給を行うものとする。 

（１） 死亡者（行方不明者を含む。以下同じ。）の氏名、性別、生年月日 

（２） 死亡（行方不明を含む。）の年月日及び死亡の状況 

（３） 死亡者の遺族に関する事項 

（４） 支給の制限に関する事項 

（５） 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項 

（必要書類の提出） 

第３条 町長は、この町の区域外で死亡した町民の遺族に対し、死亡地の官公署で発行する被災証明書

を提出させるものとする。 

２ 町長は、町民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。 

 

   第３章 災害障害見舞金の支給 

 （支給の手続） 

第４条 町長は、条例第９条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を

行ったうえ災害障害見舞金の支給を行うものとする。 

（１） 障害者の氏名、性別、生年月日 

（２） 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況 

（３） 障害の種類及び程度に関する事項 

（４） 支給の制限に関する事項 

（５） 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項 

 （必要書類の提出） 

第５条 町長は、この町の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった町民に対し、負傷

又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。 

２ 町長は障害者に対し、法別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書（別紙様式第

１号）を提出させるものとする。 
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  第４章 災害援護資金の貸付け 

（借入れの申込） 

第６条 災害援護資金（以下「資金」という。）の貸付けを受けようとする者（以下「借入申込者」と

いう。）は、次に掲げる事項を記載した借入申込書（様式第２号）を町長に提出しなければならない

。 

（１） 借入申込者の住所、氏名、生年月日 

（２） 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法 

（３） 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画 

（４） 保証人となるべき者に関する事項（５） 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める事

項 

２ 借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 

（１） 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記

載した診断書 

（２） 被害を受けた日の属する年の前年（当該被害を１月から５月までの間に受け場合にあっては

、前々年とする。以下この号において同じ。）において、他の市町村に居住していた借入申込

者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書 

（３） その他町長が必要と認めた書類 

３ 借入申込者は、借入申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月１日から起算して３月を経過す

る日までに提出しなければならない。 

 （調査） 

第７条 町長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかに、その内容を検討のうえ、当該世帯の被

害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。 

（貸付けの決定） 

第８条 町長は、借入申込者に対して資金を貸付ける旨を決定したときは、貸付金の金額、償還期間及

び償還方法を記載した貸付決定通知書（様式第３号）を借入申込者に交付するものとする。 

２ 町長は、借入申込者に対して、資金を貸付けない旨を決定したときは、貸付不承認決定通知書（様

式第４号）を借入申込者に交付するものとする。 

 （借用書の提出） 

第９条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに、保証人の連署した借用書（様式第５号）に、

資金の貸付けを受けた者（以下「借受人」という。）及び保証人の印鑑証明書を添えて町長に提出し

なければならない。 

（貸付金の交付） 

第10条 町長は、前条の借用書と引き換えに貸付金を交付するものとする。 

 （償還の完了） 

第11条 町長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えら

れた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。 

 （繰上償還の申出） 

第12条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書（様式第６号）を町長に提出するものとする。 

 （償還金の支払猶予） 
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第13条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶

予期間その他町長が必要と認める事項を記載した申請書（様式第７号）を、町長に提出しなければな

らない。 

２ 町長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他町長が必要と認める

事項を記載した支払猶予承認通知書（様式第８号）を、当該借受人に交付するものとする。 

３ 町長は、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは、支払猶予不承認通知書（様式第９号）を、

当該借受人に交付するものとする。 

 （違約金の支払免除） 

第14条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した申請書（様式第 

10号）を、町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、違約金の支払免除を認める旨の決定したときは、違約金の支払免除した期間及び支払を免

除した金額を記載した違約金支払免除承認通知書（様式第11号）を、当該借受人に交付するものとす

る。 

３ 町長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書（様式第12号）を

、当該借受人に交付するものとする。 

 （償還免除） 

第15条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者（以下「償還免除

申請者」という。）は、償還免除を受けようとする理由その他町長が必要と認める事項を記載した申

請書（様式第13号）を、町長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。 

（１） 借受人の死亡を証する書類 

（２） 借受人が精神若しくは身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったこ

とを証する書類 

３ 町長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、償還免除承認通知書（様式第14号）を、当該償

還免除申請者に交付するものとする。 

４ 町長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、償還免除不承認通知書（様式第15号）を、当

該償還免除申請者に交付するものとする。 

（督促） 

第16条 町長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。 

 （氏名又は住所の変更届等） 

第17条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動を生じたとき

は、借受人は速やかに、その旨を町長に氏名等変更届（様式第16号）を提出しなければならない。た

だし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代ってその旨を届け出るものとする。 

第18条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸

付けの手続について必要な事項は、別に定める。 

   附 則  

 （施工期日） 

１ この規則は、昭和54年6月28日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則は、公布の日から施行し、改正後の第４条及び第５条の規定は、昭和57年７月10日以降に

生じた災害により負傷し又は疾病にかかった住民に対する災害傷害見舞金の支給について適用する。 
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 （東日本大震災に伴う災害援護資金の貸付けの特例） 

３ 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（平成23年法律第40号。以下

「平成23年特別法」という。）第２条第１項に規定する東日本大震災により著しい被害を受けた者で

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等

に関する政令（平成23年政令第131号。以下「平成23年特別令」という。）第14条第１項に定めるも

のに対する災害援護資金の貸付けに係る第６条第３項の適用については、「その者の被災の日の属す

る月の翌月１日から起算して３月を経過する日」とあるのは「平成30年３月31日」とする。 

４ 前項の災害援護資金の貸付けであって保証人を立てないものに係る第９条の適用については、「連

帯保証人の連署した災害援護資金借用書」とあるのは「借用書」と、「資金の貸付けを受けた者（以

下「借受人」という。）及び連帯保証人の印鑑証明書」とあるのは「資金の貸付けを受けた者（以下

「借受人」という。の印鑑証明書」とする。 

５ 平成23年特別令第14条第１項に定めるものに対する災害援護資金の貸付けに係る第６条第２項(２)

の適用については、同（２）中「被害を受けた日の属する前年（当該被害を１月から５月までの間に

受けた場合にあっては前々年とする。以下この号において同じ。）」とあるのは「平成21年（平成23

年の所得が平成21年の所得を下回る場合は平成23年とする。以下この号において同じ。）と、「前年

の所得」とあるのは「平成21年の所得」とする。 

   附 則（昭和57年12月10日規則第21号）  

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第４条及び第５条の規定は、昭和57年７月10日以後に生

じた災害により負傷し又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。 

   附 則（平成25年３月18日規則第１号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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４－２－１ 災害復興住宅等に対する融資一覧 

（平成26年12月1日現在） 

種 目 （1）災  害  復  興 （2）地 す べ り 関 連 （3）宅  地  防  災 

概 要 

自然災害により被害が生じた住宅の建設、購

入又は補修に要する資金の貸付 

（独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第

5項） 

地すべりや急傾斜地の崩壊により被害を受け

るおそれのある家屋の移転等に要する資金の

貸付け 

（同左法第13条第６項） 

宅地を土砂の流出などによる災害から守るた

めの工事に要する資金の貸付け 

（同左法第13条第６項） 

融資の

対象 

１ 住宅の建設 

２ 住宅の購入 

３ 住宅の補修 

地すべり等防止法第24条第3項により承認を

得た関連事業計画又は土砂災害警戒区域等に

おける土砂災害防止対策の推進に関する法律

第25条第1項による勧告に基づく 

１ 住宅の移転又は建設 

２ 住宅の購入 

宅地造成等規制法、急傾斜地の崩壊による災

害の防止に関する法律又は建築基準法による

勧告又は改善命令に基づく 

１ のり面の保護 

２ 排水施設の設置 

３ 整地 

４ 擁壁の設置（旧擁壁の除去を含む） 

融資要

件 

１ 自然災害により被害が生じた住宅の所有 

者又は居住者で、地方公共団体からり災証明 

書を交付されていること 

 ・建設・購入の場合は、「全壊」、「大規 

模半壊」又は「半壊」した旨のり災証明書を 

交付されていること 

 ・補修の場合は、住宅に10万円以上の被害 

が生じ、り災証明書を交付されていること 

２ 自分が居住するために建設、購入又は補 

修する方であること 

３ 年収に占める全ての借入れの年間合計返 

済額の割合が基準を満たすこと 

１ 関連事業計画又は勧告に基づいて住宅を 

移転又は除去する際の当該家屋の所有者、賃 

借人又は居住者で、地方公共団体から証明書 

類の発行を受けた方であること 

２ 関連事業計画の公表の日又は勧告の日か 

ら2年以内に申込むこと 

３ 年収に占める全ての借入れの年間合計返 

済額の割合が基準を満たすこと 

４ 自分が居住するため又は他人に貸すため 

に移転又は建設等する方であること 

５ 個人の方（日本国籍の方か永住許可など 

を受けている外国人の方）又は法人であるこ 

１ 宅地について勧告又は改善命令を受けた 

方であること 

２ 勧告を受けた日から2年以内又は改善命

令 

を受けた日から1年以内に申込むこと 

３ 住宅金融支援機構の資金以外に必要とな 

る資金を用意できること 

４ 年収に占める全ての借入れの年間合計返 

済額の割合が基準を満たすこと 

５ 申込日現在、原則として79歳未満である 

こと 

６ 個人の方（日本国籍の方か永住許可など 
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４ 個人（日本国籍の方、永住許可などを受 

けている外国人の方）又は法人であること 

 

 

 

 

 

と を受けている外国人の方）であること 

一戸当

りの床

面積及

び構造

階数等

の要件 

１ 各戸に居住室、台所、トイレが備えられ 

ていること 

２ 木造の場合の建て方は一戸建て又は連続 

建てであること（建設・購入の場合のみ） 

３ 敷地の権利が転貸借でないこと 

４ 住宅部分の床面積が、建設の場合は13㎡ 

以上175㎡以下であること、購入の場合は50

㎡ 

（マンションの場合30㎡）以上175㎡以下で

あ 

ること（被災前の住宅部分が175㎡超の場合 

は、その床面積が上限） 

１ 各戸に居住室、台所、トイレが備えられ 

ていること 

２ 住宅部分の床面積が、建設の場合は原則 

として13㎡以上、購入の場合は50㎡以上（共 

同建ての場合は40㎡以上）であること 

３ 木造の場合は一戸建て又は連続建てであ 

ること（建設・新築購入の場合のみ） 

４ 敷地の権利が転貸借でないこと 

５ 建築基準法その他関係法令に適合してい 

ること 

 

貸付金

の限度 

所要額又は融資限度額のいずれか低い額 所要額又は融資限度額のいずれか低い額 1,060万円又は工事費の9割のいずれか低い額 

利率 
個人向け1.10％、事業者向け0.90％ 

（平成26年12月現在） 

個人向け1.52％、事業者向け1.25％ 

（平成26年12月現在） 

個人向け1.39％、事業者向け1.12％ 

（平成26年12月現在） 

期間 20年，25年又は35年以内 25年又は35年以内 15年以内 
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４－２－２ 災害復興住宅資金 

 

（平成27年1月21日現在） 

貸付対象 根拠法令 融資限度額 貸付条件 

火災，地震，暴風雨

等の災害によって住宅

が滅失又は損壊した者

に対し，住宅の建設補

修及び宅地の整備等を

行うのに必要な資金を

「住宅金融支援機構」

から融資を受ける。 

 

独立行政法人

住宅金融支援

機構法（平成

17年7月6日法

律第82号） 

  

1 建設資金 

(1) 建設資金 

住宅が全壊，大規模

半壊又は半壊した旨の

り災証明書の発行を受

けた場合 

(2) 整地資金 

建物と同時に宅地に

ついても被害をうけて

整地を行う場合 

(3) 土地取得資金 

宅地が流出したなど

で新たに宅地を取得す

る場合 

 1 建設資金 

 1,500万円 

2 整地資金 

  400万円 

3 土地取得資金 

970万円 

1 据置期間 

3年以内（この期間返済

期間を延長する。） 

2 返済期間 

耐火構造，準耐火構

造，木造（耐久性） 35

年以内 

 木造（一般） 25年以

内 

3 利子 

 固定金利 

4 返済方法 

元金均等返済又は元利均

等返済 

2 購入資金 

(1) 購入資金 

住宅が全壊，大規模

半壊又は半壊した旨の

り災証明書の発行を受

けた場合 

(2) 土地取得資金 

敷地の所有権又は賃

借権を取得する場合 

 1 新築購入資金 

 2,470万円 

2 中古住宅購入資金 

(1) ﾘ･ﾕｰｽﾌﾟﾗｽ住宅、ﾘ･ﾕｰｽ

ﾌﾟﾗｽﾏﾝｼｮﾝ 

 2,470万円 

(2) ﾘ･ﾕｰｽ住宅、ﾘ･ﾕｰｽﾏﾝｼｮﾝ 

 2,170万円 

※  購入資金のうち、土地

取得資金は970万円が限度 

1 据置期間 

3年以内（この期間返済

期間を延長する。） 

2 返済期間 

(1) 新築購入 

耐火構造，準耐火構

造，木造（耐久性） 35

年以内 

 木造（一般） 25年以

内 

(2) 中古住宅購入 

ﾘ･ﾕｰｽﾌﾟﾗｽ住宅、ﾘ･ﾕｰｽ

ﾌﾟﾗｽﾏﾝｼｮﾝ 35年以内 
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ﾘ･ﾕｰｽ住宅、ﾘ･ﾕｰｽﾏﾝｼｮﾝ  

25年以内 

3 利子 

 固定金利 

4 返済方法 

元金均等返済又は元利均

等返済 

3 補修等資金 

(1) 補修資金 

住宅に10万円以上の

被害が生じり災証明書

の発行を受けた場合 

(2) 引方移転資金 

補修する家屋を引方

移転する場合 

(3) 整地資金 

宅地に被害を受けて

整地する場合 

 1 補修資金 

 660万円 

2 引方移転資金 

 400万円 

3 整地資金 

 400万円 

※  2と3をあわせて利用す

る場合は、合計で400万円が

限度 

1 据置期間 

1年以内（返済期間は延長

しない。） 

2 返済期間 

 20年以内 

3 利子 

 固定金利 

4 返済方法 

元金均等返済又は元利均

等返済 
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４－２－３ 災害援護資金 

 

 

貸付対象 根拠法令 貸付金額 貸付条件 

 

台風、地震等の自然災

害により、家屋等に被

害を受けた世帯で世帯

の前年の年間所得が 

1人世帯 220万円以内 

2人世帯 430万円以内 

3人世帯 620万円以内 

4人世帯 730万円以内 

5人以上の世帯につい

ては、1人増すごとに

730万円に30万円を加

えた額以内 

ただし、その世帯の住

居 が滅失した場合に

あっては、1,270万円

以内 

平成14年8月1日現在 

 

 

災害弔慰金の

支給等に関す

る法律（昭和

48年9月18日

法律第82号） 

 

対象被害及び貸付限度額 

1 世帯主の1ヵ月以上の負傷 

 150万円 

2 住居の全壊 

 250万円 

3 住居の半壊 

 170万円 

4 家財の3分の1以上の損害 

 150万円 

5 重複被害 

(1)＝1＋2 350万円 

(2)＝1＋3 270万円 

(3)＝1＋4 250万円 

6  住居全体の滅失若しくは

流失 

 350万円 

 

1 据置期間 

3年（特別の事情がある場

合5年） 

2 償還期間 

据置期間経過後7年（特別

の事情がある場合5年） 

3 貸付 

利率年3％（据置期間中は

無利子） 

4 償還方法 

 年賦又は半年賦 

5 延滞利率 

 年10．75％ 
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４－２－４ 生活福祉資金 

貸付対象  根拠法令  資金種類  貸付限度額の目安  貸付条件  

 

低所得世帯、障がい者

世帯及び高齢者世帯の

うち、他からの融資を

受けることのできない

世帯  

 

生活福祉資金

貸付制度要綱

（平成 21 年

7 月 28 日厚

生労働省発  

社  援  0728

第 9 号）  

 

福祉資金福祉費（災害援

護資金）  

 

1 世帯  150 万円以内  

 

1 据置期間  

 ６か月以内  

2 償還期間  

 据置期間経過後７年以内  

3 連帯保証人  

原則必要（ただし連帯保証人

を立てられない場合でも利用

可能。）  

4 利子  

 連帯保証人有り：無利子  

 連帯保証人無し：年 1.5％  

5 償還方法  

年賦償還、半年賦償還又は月

賦償還（ただし繰上償還可

能。）  

6 申込方法  

借入申込書に官公署が発行す  

る罹災証明書、被災証明書等

を添付し民生委員を通じ、市

町村社会福祉協議会を経由し

て都道府県社会福祉協議会へ

申し込む。  

 

福祉資金福祉費（住宅改

修費）  

 

1 世帯  250 万円以内  



 

 

 

 


